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｢測量作業規程について｣（28農振第 7号平成 28年 5月 23 日付け農林水産省農村振興局長通知）新旧対照表 

改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

測 量 作 業 規 程 の 目 次 

 

第１編 総則（第1条―第16条） 

第２編 基準点測量 

第１章 通則 

第１節 要旨（第17条・第18条） 

第２節 製品仕様書の記載事項（第19条） 

第２章 基準点測量 

第１節 要旨（第20条―第23条） 

第２節 作業計画（第24条） 

第３節 選点（第25条―第29条） 

第４節 測量標の設置（第30条―第32条） 

第５節 観測（第33条―第38条） 

第６節 計算（第39条―第42条） 

第７節 品質評価（第43条） 

第８節 成果等の整理（第44条・第45条） 

第３章 レベル等による水準測量 

第１節 要旨（第46条―第50条） 

第２節 作業計画（第51条） 

第３節 選点（第52条―第56条） 

第４節 測量標の設置（第57条―第59条） 

第５節 観測（第60条―第65条） 

第６節 計算（第66条―第69条） 

第７節 品質評価（第70条） 

第８節 成果等の整理（第71条・第72条） 

第４章 ＧＮＳＳ測量機による水準測量 

第１節 要旨（第73条―第76条） 

第２節 作業計画（第77条） 

第３節 選点（第78条―第82条） 

第４節 測量標の設置（第83条―第85条） 

第５節 観測（第86条―第91条） 

第６節 計算（第92条―第95条） 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第７節 品質評価（第96条） 

第８節 成果等の整理（第97条・第98条） 

第５章 復旧測量（第99条―第102条） 

第３編 地形測量及び写真測量 

第１章 通則 

第１節 要旨（第103条） 

第２節 製品仕様書の記載事項（第104条・第105条） 

第３節 測量方法（第106条） 

第４節 図式（第107条） 

第２章 現地測量 

第１節 要旨（第108条―第112条） 

第２節 作業計画（第113条） 

第３節 基準点の設置（第114条） 

第４節 細部測量(第115条) 

第１款 ＴＳ点の設置（第116条―第119条） 

第２款 地形、地物等の測定（第120条―第123条） 

第５節 数値編集（第124条・第125条） 

第６節 補備測量（第126条） 

第７節 数値地形図データファイルの作成（第127条） 

第８節 品質評価（第128条) 

第９節 成果等の整理（第129条・第130条） 

第３章 地上レーザ測量 

第１節 要旨（第131条―第134条） 

第２節 作業計画（第135条） 

第３節 標定点の設置（第136条―第140条） 

第４節 地上レーザ観測（第141条―第147条） 

第５節 現地調査（第148条―第151条） 

第６節 数値図化（第152条―第159条） 

第７節 数値編集（第160条・第161条） 

第８節 補測編集（第162条―第164条） 

第９節 数値地形図データファイルの作成（第165条） 

第１０節 品質評価（第166条） 

第１１節 成果等の整理（第167条・第168条） 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第４章 車載写真レーザ測量 

第１節 要旨（第169条―第171条） 

第２節 作業計画（第172条） 

第３節 調整点の設置（第173条―第176条） 

第４節 移動取得及びデータ処理 

第１款 移動取得（第177条―第183条） 

第２款 データ処理（第184条―第193条） 

第５節 数値図化（第194条―第201条） 

第６節 現地補測（第202条―第205条） 

第７節 数値編集（第206条―第208条） 

第８節 数値地形図データファイルの作成（第209条） 

第９節 品質評価（第210条） 

第１０節 成果等の整理（第211条・第212条） 

第５章 ＵＡＶ写真測量 

第１節 要旨（第213条―第215条） 

第２節 作業計画（第216条） 

第３節 標定点の設置（第217条―第222条） 

第４節 撮影（第223条―第232条） 

第５節 空中三角測量（第233条―第237条） 

第６節 現地調査（第238条―第241条） 

第７節 数値図化（第242条） 

第８節 数値編集（第243条） 

第９節 補測編集（第244条） 

第１０節 数値地形図データファイルの作成（第245条） 

第１１節 品質評価（第246条） 

第１２節 成果等の整理（第247条・第248条） 

第６章 空中写真測量 

第１節 要旨（第249条―第251条） 

第２節 作業計画（第252条） 

第３節 標定点の設置（第253条―第256条） 

第４節 対空標識の設置（第257条―第262条） 

第５節 撮影 

第１款 要旨（第263条） 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第２款 機材（第264条―第266条） 

第３款 撮影（第267条―第274条） 

第４款 ＧＮＳＳ／ＩＭＵデータ処理（第275条―277条） 

第５款 フィルムの処理（第278条―286条） 

第６款 数値写真の統合処理（第287条・第288条） 

第７款 数値写真の整理（第289条―第291条） 

第８款 品質評価（第292条） 

第９款 成果等の整理（第293条・第294条） 

第６節 同時調整（第295条―第303条） 

第７節 現地調査（第304条―第309条） 

第８節 数値図化（第310条―第322条） 

第９節 数値編集（第323条―第328条） 

第１０節 補測編集（第329条―第333条） 

第１１節 数値地形図データファイルの作成（第334条） 

第１２節 品質評価（第335条） 

第１３節 成果等の整理（第336条・第337条） 

第７章 既成図数値化 

第１節 要旨（第338条―第341条） 

第２節 作業計画（第342条） 

第３節 計測用基図作成（第343条・第344条） 

第４節 計測（第345条―第348条） 

第５節 数値編集（第349条―第351条） 

第６節 数値地形図データファイルの作成（第352条） 

第７節 品質評価（第353条） 

第８節 成果等の整理（第354条・第355条） 

第８章 修正測量 

第１節 要旨（第356条―第359条） 

第２節 作業計画（第360条） 

第３節 予察（第361条） 

第４節 修正数値図化 

第１款 ＴＳ等を用いる修正数値図化（第362条・第363条） 

第２款 キネマティック法による修正数値図化（第364条・第365条） 

第３款 ＲＴＫ法による修正数値図化（第366条・第367条） 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第４款 ネットワーク型ＲＴＫ法による修正数値図化（第368条・第369条） 

第５款 地上レーザ測量による修正数値図化（第370条・第371条） 

第６款 車載写真レーザ測量による修正数値図化（第372条・第373条） 

第７款 ＵＡＶ写真測量による修正数値図化（第374条・第375条） 

第８款 空中写真測量による修正数値図化（第376条・第377条） 

第９款 既成図を用いる方法による修正数値図化（第378条―第380条） 

第１０款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化（第381条―第383条） 

第５節 現地調査（第384条） 

第６節 修正数値編集（第385条―第387条） 

第７節 数値地形図データファイルの更新（第388条） 

第８節 品質評価（第389条） 

第９節 成果等の整理（第390条・第391条） 

第９章 写真地図作成 

第１節 要旨（第392条―第396条） 

第２節 作業計画（第397条・第398条） 

第３節 数値地形モデルの作成（第399条―第404条） 

第４節 正射変換（第405条・第406条） 

第５節 モザイク（第407条―第409条） 

第６節 写真地図データファイルの作成（第410条・第411条） 

第７節 品質評価（第412条） 

第８節 成果等の整理（第413条・第414条） 

第１０章 航空レーザ測量 

第１節 要旨（第415条―第417条） 

第２節 作業計画（第418条） 

第３節 固定局の設置（第419条・第420条） 

第４節 航空レーザ計測（第421条―第425条） 

第５節 調整用基準点の設置（第426条・第427条） 

第６節 三次元計測データの作成（第428条―第435条） 

第７節 オリジナルデータの作成（第436条・第437条） 

第８節 グラウンドデータの作成（第438条―第442条） 

第９節 グリッドデータの作成（第443条―第445条） 

第１０節 等高線データの作成（第446条・第447条） 

第１１節 数値地形図データファイルの作成（第448条） 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第１２節 品質評価（第449条） 

第１３節 成果等の整理（第450条・第451条） 

第１１章 地図編集 

第１節 要旨（第452条―第456条） 

第２節 作業計画（第457条） 

第３節 資料収集及び整理（第458条） 

第４節 編集原稿データの作成（第459条・第460条） 

第５節 数値編集（第461条―第463条） 

第６節 数値地形図データファイルの作成（第464条） 

第７節 品質評価（第465条） 

第８節 成果等の整理（第466条・第467条） 

第１２章 基盤地図情報の作成 

第１節 要旨（第468条） 

第２節 基盤地図情報の作成方法（第469条） 

第３節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成（第470条・第471条） 

第４節 作業計画（第472条） 

第５節 既存の測量成果等の収集及び整理（第473条） 

第６節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整（第474条―第477条） 

第７節 基盤地図情報項目の抽出（第478条） 

第８節 品質評価（第479条） 

第９節 成果等の整理（第480条・第481条） 

第４編 三次元点群測量 

第１章 通則 

第１節 要旨（第482条） 

第２節 製品仕様書の記載事項（第483条） 

第３節 測量方法（第 484 条） 

第２章 地上レーザ点群測量 

第１節 要旨（第485条・第486条） 

第２節 作業計画（第487条） 

第３節 標定点の設置（第488条―第492条） 

第４節 地上レーザ観測（第493条―第500条） 

第５節 三次元点群データ編集（第501条―第504条） 

第６節 三次元点群データファイルの作成（第505条） 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第７節 品質評価（第506条） 

第８節 成果等の整理（第507条・第508条） 

第３章 ＵＡＶ写真点群測量 

第１節 要旨（第509条・第510条） 

第２節 作業計画（第511条） 

第３節 標定点及び検証点の設置（第512条―第516条） 

第４節 撮影（第517条―第525条） 

第５節 三次元形状復元計算（第526条―第529条） 

第６節 三次元点群データ編集（第530条―第532条） 

第７節 三次元点群データファイルの作成（第533条） 

第８節 品質評価（第534条） 

第９節 成果等の整理（第535条・第536条） 

第５編 応用測量 

第１章 通則 

第１節 要旨（第537条―第543条） 

第２節 製品仕様書の記載事項（第 544 条） 

 第２章 確定測量 

第１節 要旨（第545条―第549条） 

第２節 計画（第550条・第551条） 

第３節 地上法 

 第１款 要旨（第552条・第553条） 

第２款 作業計画（第554条） 

第３款 基準点測量（第555条―第559条） 

第４款 一筆地測量（第560条―第562条） 

  第４節 確定図の作成（第563条―第565条） 

第５節 地積測定（第566条・第567条） 

第６節 成果等の整理（第568条） 

第３章 路線測量 

第１節 要旨（第569条・第570条） 

第２節 作業計画（第571条） 

第３節 線形決定（第572条―第574条） 

第４節 中心線測量（第575条―第577条） 

第５節 仮ＢＭ設置測量（第578条―第580条） 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第６節 縦断測量（第581条・第582条） 

第７節 横断測量（第583条・第584条） 

第８節 詳細測量（第585条・第586条） 

第９節 用地幅杭設置測量（第587条―第589条） 

第１０節 品質評価（第590条） 

第１１節 成果等の整理（第591条・第592条） 

第４章 河川測量 

第１節 要旨（第593条・第594条） 

第２節 作業計画（第595条） 

第３節 距離標設置測量（第596条・第597条） 

第４節 水準基標測量（第598条・第599条） 

第５節 定期縦断測量（第600条・第601条） 

第６節 定期横断測量（第602条・第603条） 

第７節 深浅測量（第604条・第605条） 

第８節 法線測量（第606条・第607条） 

第９節 海浜測量及び汀線測量（第608条・第609条） 

第１０節 品質評価（第610条） 

第１１節 成果等の整理（第611条・第612条） 

第５章 用地測量 

第１節 要旨（第613条・第614条） 

第２節 作業計画（第615条） 

第３節 資料調査（第616条―第621条） 

第４節 復元測量（第622条・第623条） 

第５節 境界確認（第624条・第625条） 

第６節 境界測量（第626条―第630条） 

第７節 境界点間測量（第631条・第632条） 

第８節 面積計算（第633条・第634条） 

第９節 用地実測図データファイルの作成（第635条・第636条） 

第１０節 用地平面図データファイルの作成（第637条・第638条） 

第１１節 品質評価（第639条） 

第１２節 成果等の整理（第640条・第641条） 

第６章 その他の応用測量 

第１節 要旨（第642条） 



9 

 

改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第２節 作業計画（第643条） 

第３節 作業方法（第644条） 

第４節 作業内容（第645条） 

第５節 品質評価（第646条） 

第６節 成果等の整理（第647条・第648条） 

 

附則 

付録１ 測量機器検定基準 

付録２ 公共測量における測量機器の現場試験の基準 

付録３ 測量成果検定基準 

付録４ 標準様式 

付録５ 永久標識の規格及び埋設方法 

付録６ 計算式集 

付録７ 公共測量標準図式 

付録８ 多言語表記による図式 

別表１ 測量機器級別性能分類表 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第１編 総則 

（目的及び適用範囲） 

第１条 ［略］ 

 

（測量の基準） 

第２条 ［略］ 

 

（測量法の遵守等） 

第３条 ［略］ 

 

（関係法令等の遵守等） 

第４条 ［略］ 

 

（測量の計画） 

第５条 ［略］ 

 

（測量法に基づく手続） 

第６条 ［略］ 

 

（基盤地図情報） 

第７条 ［略］ 

 

（実施体制） 

第８条 ［略］ 

 

（安全の確保） 

第９条 ［略］ 

 

（作業計画） 

第10条 ［略］ 

 

（工程管理） 

第11条 ［略］ 

第１編 総則 

（目的及び適用範囲） 

第１条 ［略］ 

 

（測量の基準） 

第２条 ［略］ 

 

（測量法の遵守等） 

第３条 ［略］ 

 

（関係法令等の遵守等） 

第４条 ［略］ 

 

（測量の計画） 

第５条 ［略］ 

 

（測量法に基づく手続） 

第６条 ［略］ 

 

（基盤地図情報） 

第７条 ［略］ 

 

（実施体制） 

第８条 ［略］ 

 

（安全の確保） 

第９条 ［略］ 

 

（作業計画） 

第10条 ［略］ 

 

（工程管理） 

第11条 ［略］ 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

（精度管理） 

第12条 ［略］ 

２ 作業機関は、各工程別作業区分の作業終了後及び適宜作業の途中に、この作業規程に定め

る点検を行わなければならない。 

３ ［略］ 

二 点検測量率は、次表を標準とする。 

測 量 種 別  率 測 量 種 別  率 

1 ・ 2 級 基 準 点 測 量 

3 ・ 4 級 基 準 点 測 量 

レ ベ ル 等 に よ る 水 準 測 量  

1 ～ 4 級 水 準 測 量

簡 易 水 準 測 量 

ＧＮＳＳ測量機による水準測量  

3 級 水 準 測 量  

 地 形 測 量 及 び 写 真 測 量  

航 空 レ ー ザ 測 量 

三 次 元 点 群 測 量  

10 % 

5 % 

 

5 % 

5 % 

 

10 % 

2 % 

5 % 

5 % 

一 筆 地 測 量  

線 形 決 定 

中 心 線 測 量  

縦 断 測 量 

横 断 測 量 

2 % 

5 % 

5 % 

5 % 

5 % 

 

（機器の検定等） 

第13条 ［略］ 

２  前項の検定は、測量機器の検定に関する技術及び機器等を有する第三者機関によるものと

する。ただし、計画機関が作業機関の機器の検査体制を確認し、妥当と認められた場合には、

作業機関は、付録２による国内規格の方式に基づき自ら検査を実施し、その結果を第三者機

関による検定に代えることができる。 

３ ［略］ 

 

（測量成果の検定） 

第14条 作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の

高い測量成果で計画機関が指定するものについては、付録３に基づく検定を受けなければな

らない。 

２ 前項の検定は、当該検定に関する技術を有する第三者機関によるものとする。 

 

（測量成果等の提出） 

（精度管理） 

第12条 ［略］ 

２ 作業機関は、各工程別作業の終了時その他適宜規定に定める点検を行わなければ

ならない。 

３ ［略］ 

二 点検測量率は、次表を標準とする。 

測 量 種 別  率 測 量 種 別  率 

1 ・ 2 級 基 準 点 測 量 

3 ・ 4 級 基 準 点 測 量 

1 ～ 4 級 水 準 測 量 

 

簡 易 水 準 測 量 

 

 

地 形 測 量 及 び 写 真 測 量  

10 % 

5 % 

5 % 

 

5 % 

 

 

2 % 

一 筆 地 測 量  

線 形 決 定 

中 心 線 測 量  

縦 断 測 量 

横 断 測 量 

2 % 

5 % 

5 % 

5 % 

5 % 

 

 

 

（機器の検定等） 

第13条 ［略］ 

２  前項の検定は、測量機器の検定に関する技術及び機器等を有する第三者機関によ

るものとする。ただし、計画機関が作業機関の機器の検査体制を確認し、妥当と認

めた場合には、作業機関は、付録２による国内規格の方式に基づき自ら検査を実施

し、その結果を第三者機関による検定に代えることができる。 

３ ［略］ 

 

（測量成果の検定） 

第14条 作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は

利用度の高い測量成果で計画機関が指定するものについては、付録３に基づく検定

に関する技術を有する第三者機関による検定を受けなければならない。 

 

 

（測量成果等の提出） 
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第15条 ［略］ 

２ 第２編を適用して行う基準点測量（第５編において第２編を適用して行うこととしている

ものを含む。）において得られる測量成果は、全て基盤地図情報に該当するものとする。 

 

３ 第３編から第５編までを適用して行う地形測量及び写真測量、三次元点群測量並びに応用

測量において得られる測量成果であって、基盤地図情報に該当するものは、第３編第１２章

の規定を適用するものとする。 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

（機器等及び作業方法に関する特例） 

第16条 計画機関は、必要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと認められる場合には、

この規程に定めのない機器及び作業方法を用いることができる。ただし、第５条第３項に基づ

き、各編にその詳細を定める製品仕様書に係る事項については、この限りでない。 

 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

第15条 ［略］ 

２ 第２編を適用して行う基準点測量（第４編において第２編を適用して行うことと

しているものを含む。）において得られる測量成果は、すべて基盤地図情報に該当

するものとする。 

３ 第３編及び第４編を適用して行う地形測量及び写真測量及び応用測量において

得られる測量成果であって、基盤地図情報に該当するものは、第３編第１０章の規

定を適用するものとする。 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

（機器等及び作業方法に関する特例） 

第16条 計画機関は、必要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと認められる場

合には、この規程に定めのない機器及び作業方法を用いることができる。ただし、第

５条第３項に基づき、各編にその詳細を定める製品仕様書に係る事項は、この限りで

ない。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

農林水産省測量作業規程 新旧対照表 

 
 
 
 
 
 

第２編     基準点測量
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｢測量作業規程について｣（13農振第 3695 号平成 14 年 3月 29 日付け農林水産省農村振興局長通知）新旧対照表 
改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第２編 基準点測量 

第１章 通則 

第１節 要旨 

（要旨） 

第17条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ 「ＰＣＶ補正」とは、ＧＮＳＳアンテナの受信位置の変化量についてパラメータを

用いて補正することをいう。 

 

（基準点測量の区分） 

第18条 基準点測量は、水準測量を除く狭義の基準点測量（以下「基準点測量」という。）

及び水準測量に区分するものとする。また、水準測量は、レベル等による水準測量及

びＧＮＳＳ測量機による水準測量に区分するものとする。 

２ 基準点は、基準点測量によって設置される狭義の基準点（以下「基準点」とい

う。）及び水準測量によって設置される水準点に区分するものとする。 

 

第２節 製品仕様書の記載事項 

（製品仕様書） 

第19条 ［略］ 

 

第２章 基準点測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第20条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 「ＧＮＳＳ」とは、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システム

第２編 基準点測量 

第１章 通則 

第１節 要旨 

（要旨） 

第17条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

 

 

（基準点測量の区分） 

第18条 基準点測量は、水準測量を除く狭義の基準点測量（以下「基準点測量」という。）

と水準測量とに区分するものとする。 

 

２ 基準点は、基準点測量によって設置される狭義の基準点（以下「基準点」とい

う。）と水準測量によって設置される水準点とに区分するものとする。 

 

第２節 製品仕様書の記載事項 

（製品仕様書） 

第19条 ［略］ 

 

第２章 基準点測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第20条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ＧＮＳＳとは、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

の総称をいい、ＧＰＳ、準天頂衛星システム、ＧＬＯＮＡＳＳ、Ｇａｌｉｌｅｏ等の

衛星測位システムがある。ＧＮＳＳ測量においては、ＧＰＳ、準天頂衛星システム及

びＧＬＯＮＡＳＳを適用する。なお、準天頂衛星は、ＧＰＳ衛星と同等の衛星として

扱うことができるものとし、これらの衛星をＧＰＳ・準天頂衛星と表記する。 

 

（既知点の種類等） 

第21条 ［略］ 

 

（基準点測量の方式） 

第22条 ［略］ 

２ 結合多角方式の作業方法は、次表を標準とする。 

区分 
項目 

１級基準点測量 ２級基準点測量 ３級基準点測量 ４級基準点測量 

結
合
多
角
方
式 

１個の多角網にお

ける既知点数 

新点数 
２＋―――― 新点数以上（端数切上げ） 

５ 
３点以上 

電子基準点のみを既知点とする場合

は２点以上とする。 
－ － 

単位多角形の辺数 10辺以下 12辺以下 － － 

路線の辺数 

５辺以下 ６辺以下 

７辺以下 
10辺以下 

（15辺以下） 

伐採樹木及び地形の状況等によって

は、計画機関の承認を得て辺数を増

やすことができる。 

節点間の距離 250ｍ以上 150ｍ以上 70ｍ以上 20ｍ以上 

路線長 

３km 以下 ２km 以下 

１km以下 
500ｍ以下 

（700ｍ以下） 

ＧＮＳＳ測量機を使用する場合は５

km以下とする。ただし、電子基準点

のみを既知点とする場合はこの限り

でない。 

偏心距離の制限 

Ｓ／ｅ≧６ Ｓ：測点間距離 

ｅ：偏心距離 

電子基準点のみを既知点とする場合は、Ｓを新点間の距離とし、新点を１点設

置する場合の偏心距離は、この式によらず100ｍ以内を標準とする。 

路線図形 

多角網の外周路線に属する新点は、

外周路線に属する隣接既知点を結ぶ

直線から外側40ﾟ以下の地域内に選点

するものとし、路線の中の夾
きょう

角は、

60ﾟ以上とする。ただし、地形の状況

によりやむを得ないときは、この限

同 左 

50 ﾟ以下 

 

同 左 

60 ﾟ以上 

称をいい、ＧＰＳ、準天頂衛星システム、ＧＬＯＮＡＳＳ、Ｇａｌｉｌｅｏ等の衛星測シ

ステがある。ＧＮＳＳ測量においては、ＧＰＳ、準天頂衛星システム及びＧＬＯＮＡＳＳ

を適用する。なお、準天頂衛星は、ＧＰＳ衛星と同等の衛星として扱うことができるもの

とし、これらの衛星をＧＰＳ・準天頂衛星と表記する。 

 

（既知点の種類等） 

第21条 ［略］ 

 

（基準点測量の方式） 

第22条 ［略］ 

２ 結合多角方式の作業方法は、次表を標準とする。 

区分 
項目 

１級基準点測量 ２級基準点測量 ３級基準点測量 ４級基準点測量 

結
合
多
角
方
式 

１個の多角網にお

ける既知点数 

新点数 
２＋―――― 新点数以上（端数切上げ） 
５ 

３点以上 

電子基準点のみを既知点とする場合

は２点以上とする。 
－ － 

単位多角形の辺数 10辺以下 12辺以下 － － 

路線の辺数 

５辺以下 ６辺以下 

７辺以下 
10辺以下 

（15辺以下） 

伐採樹木及び地形の状況等によって

は、計画機関の承認を得て辺数を増

やすことができる。 

節点間の距離 250ｍ以上 150ｍ以上 70ｍ以上 20ｍ以上 

路線長 

３km 以下 ２km 以下 

１km以下 
500ｍ以下 

（700ｍ以下） 

ＧＮＳＳ測量機を使用する場合は５

km以下とする。ただし、電子基準点

のみを既知点とする場合はこの限り

でない。 

偏心距離の制限 

Ｓ／ｅ≧６ Ｓ：測点間距離 

ｅ：偏心距離 

電子基準点のみを既知点とする場合は、Ｓを新点間の距離とし、新点を１点設

置する場合の偏心距離は、この式によらず100ｍ以内を標準とする。 

路線図形 

多角網の外周路線に属する新点は、

外周路線に属する隣接既知点を結ぶ

直線から外側40ﾟ以下の地域内に選点

するものとし、路線の中の夾角は、

60ﾟ以上とする。ただし、地形の状況

によりやむを得ないときは、この限

同 左 

50 ﾟ以下 

 

同 左 

60 ﾟ以上 
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りでない。 

平均次数 － － 
簡易水平網平均計算を行う場合は平

均次数を２次までとする。 

備    考 

１．「路線」とは、既知点から他の既知点まで、既知点から交点まで又は交点

から他の交点までをいう。 

２．「単位多角形」とは、路線によって多角形が形成され、その内部に路線を

もたない多角形をいう。 

３．３～４級基準点測量において、条件式による簡易水平網平均計算を行う場

合は、方向角の取付を行うものとする。 

４．４級基準点測量のうち、電子基準点のみを既知点として設置した一～四等

三角点、１級基準点、２級基準点や電子基準点を既知点とし、かつ、第34条

第２項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線長について（ ）

内を標準とすることができる。 

 

３ ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第23条 ［略］ 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第24条 ［略］ 

 

第３節 選点 

（要旨） 

第25条 ［略］ 

 

（既知点の現況調査） 

第26条 ［略］ 

 

（新点の選定） 

第27条 ［略］ 

 

（建標承諾書等） 

第28条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとす

るときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得なければな

りでない。 

平均次数 － － 
簡易水平網平均計算を行う場合は平

均次数を２次までとする。 

備    考 

１．「路線」とは、既知点から他の既知点まで、既知点から交点まで又は交点

から他の交点までをいう。 

２．「単位多角形」とは、路線によって多角形が形成され、その内部に路線を

もたない多角形をいう。 

３．３～４級基準点測量において、条件式による簡易水平網平均計算を行う場

合は、方向角の取付を行うものとする。 

４．４級基準点測量のうち、電子基準点のみを既知点として設置した一～四等

三角点、１級基準点、２級基準点や電子基準点を既知点とし、かつ、第34条第

２項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線長について（ ）内を

標準とすることができる。 

 

３ ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第23条 ［略］ 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第24条 ［略］ 

 

第３節 選点 

（要旨） 

第25条 ［略］ 

 

（既知点の現況調査） 

第26条 ［略］ 

 

（新点の選定） 

第27条 ［略］ 

 

（建標承諾書等） 

第28条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとす

るときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得るものとす
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らない。 

 

（選点図及び平均図の作成） 

第29条 ［略］ 

 

第４節 測量標の設置 

（要旨） 

第30条 ［略］ 

 

（永久標識等の設置） 

第31条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ３級基準点及び４級基準点には、標杭
ぐい

又は標鋲
びょう

を用いることができる。 

 

（点の記の作成） 

第32条 ［略］ 

 

第５節 観測 

（要旨） 

第33条 ［略］ 

 

（機器） 

第34条 ［略］ 

２ ４級基準点測量において、第22条第２項の路線の辺数15辺以下、路線長700メートル

以下又は同条第３項の路線の辺数20辺以下、路線長１キロメートル以下を適用する場

合は、前項の規定によらず、次のいずれかの機器を使用して行うものとする。 

 

一 ２級以上の性能を有するＴＳ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

る。 

 

（選点図及び平均図の作成） 

第29条 ［略］ 

 

第４節 測量標の設置 

（要旨） 

第30条 ［略］ 

 

（永久標識の設置） 

第31条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ３級基準点及び４級基準点には、標杭を用いることができる。 

 

（点の記の作成） 

第32条 ［略］ 

 

第５節 観測 

（要旨） 

第33条 ［略］ 

 

（機器） 

第34条 ［略］ 

２ ４級基準点測量において、第22条第２項の路線の辺数１５辺以下、路線長７００メ

ートル以下又は同条第３項の路線の辺数２０辺以下、路線長１キロメートル以下を適

用する場合は、前項の規定によらず、次のいずれかの機器を使用して行うものとする

。 

一 ２級以上の性能を有するトータルステーション 

二 ［略］ 

三 ［略］ 
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（機器の点検及び調整） 

第35条 ［略］ 

 

（観測の実施） 

第36条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

イ ［略］ 

ロ ［略］ 

ハ ［略］ 

ニ ［略］ 

ホ ［略］ 

ヘ 距離測定の気象補正に使用する気温及び気圧の測定は、次のとおり行うものと

する。 

（１）［略］ 

（２）気温及び気圧の測定は、距離測定の開始直前又は終了直後に行うものとす

る。 

（３）観測点と反射鏡を整置した測点（以下「反射点」という。）の標高差が400

メートル以上のときは、観測点及び反射点の気温及び気圧を測定するものとす

る。ただし、反射点の気温及び気圧は、計算により求めることができる。 

ト ［略］ 

チ ［略］ 

リ ＴＳを使用した場合で、水平角観測の必要対回数に合わせ、取得された鉛直角

観測値及び距離測定値は、全て採用し、その平均値を用いることができる。 

二 ［略］ 

イ 観測距離が10キロメートル以上の観測は、１級ＧＮＳＳ測量機により２周波で

行う。ただし、２級ＧＮＳＳ測量機を使用する場合には、観測距離を１０キロメ

ートル未満になるよう節点を設け行うことができる。 

ロ 観測距離が10キロメートル未満の観測は、２級以上の性能を有するＧＮＳＳ測

量機により１周波で行う。ただし、１級ＧＮＳＳ測量機による場合は２周波で行

うことができる。 

ハ ［略］ 

（機器の点検及び調整） 

第35条 ［略］ 

 

（観測の実施） 

第36条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

イ ［略］ 

ロ ［略］ 

ハ ［略］ 

ニ ［略］ 

ホ ［略］ 

ヘ 距離測定に伴う気温及び気圧（以下「気象」という。）の測定は、次のとおり

行うものとする。 

（１）［略］ 

（２）気象の測定は、距離測定の開始直前又は終了直後に行うものとする。 

 

（３）観測点と反射鏡を整置した測点（以下「反射点」という。）の標高差が400

ートル以上のときは、観測点及び反射点の気象を測定するものとする。ただ

し、反射点の気象は、計算により求めることができる。 

ト ［略］ 

チ ［略］ 

リ ＴＳを使用した場合で、水平角観測の必要対回数に合せ、取得された鉛直角観

測値及び距離測定値は、すべて採用し、その平均値を用いることができる。 

二 ［略］ 

イ 観測距離が１０キロメートル以上の観測は、１級ＧＮＳＳ測量機により２周波

で行う。ただし、２級ＧＮＳＳ測量機を使用する場合には、観測距離を１０キロ

メートル未満になるよう節点を設け行うことができる。 

ロ 観測距離が１０キロメートル未満の観測は、２級以上の性能を有するＧＮＳＳ

測量機により１周波で行う。ただし、１級ＧＮＳＳ測量機による場合は２周波で

行うことができる。 

ハ ［略］ 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

ニ ［略］ 

ホ ［略］ 

ヘ 標高の取付観測において、距離が500メートル以下の場合は、楕
だ

円体高の差を高

低差として使用できる。 

ト ＧＮＳＳ衛星の稼働状態、飛来情報等を考慮し、片寄った配置の使用は避ける

ものとする。 

チ ［略］ 

リ ［略］ 

（１）スタティック法は、複数の観測点にＧＮＳＳ測量機を整置して、同時にＧ

ＮＳＳ衛星からの信号を受信し、それに基づく基線解析により、観測点間の

基線ベクトルを求める観測方法である。 

（２）短縮スタティック法は、複数の観測点にＧＮＳＳ測量機を整置して、同時

にＧＮＳＳ衛星からの信号を受信し、観測時間を短縮するため、基線解析に

おいて衛星の組合せを多数作るなどの処理を行い、観測点間の基線ベクトル

を求める観測方法である。 

（３）［略］ 

（４）［略］ 

（５）［略］ 

（６）［略］ 

ヌ キネマティック法は、基準となるＧＮＳＳ測量機を整置する観測点（以下「固

定局」という。）及び移動する観測点（以下「移動局」という。）で、同時にＧ

ＮＳＳ衛星からの信号を受信して初期化（整数値バイアスの決定）などに必要な

観測を行う。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動して観測を行い、それ

に基づき固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める観測方法である。なお、初

期化及び基線解析は、観測終了後に行う。 

ル ＲＴＫ法は、固定局及び移動局で同時にＧＮＳＳ衛星からの信号を受信し、固

定局で取得した信号を、無線装置等を用いて移動局に転送し、移動局側において

即時に基線解析を行うことで、固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。そ

の後、移動局を複数の観測点に次々と移動して、固定局と移動局の間の基線ベク

トルを即時に求める観測方法である。なお、基線ベクトルを求める方法は、直接

観測法又は間接観測法による。 

（１）［略］ 

ニ ［略］ 

ホ ［略］ 

ヘ 標高の取付観測において、距離が500メートル以下の場合は、楕円体高の差を高

低差として使用できる。 

ト ＧＮＳＳ衛星の作動状態、飛来情報等を考慮し、片寄った配置の使用は避ける

ものとする。 

チ ［略］ 

リ ［略］ 

（１）スタティック法は、複数の観測点にＧＮＳＳ測量機を整置して、同時にＧ

ＮＳＳ衛星からの信号を受信し、それに基づく基線解析により、観測点間の

基線ベクトルを求めるものである。 

（２）短縮スタティック法は、複数の観測点にＧＮＳＳ測量機を整置して、同時

にＧＮＳＳ衛星からの信号を受信し、観測時間を短縮するため、基線解析に

おいて衛星の組合せを多数作るなどの処理を行い、観測点間の基線ベクトル

を求めるものである。 

（３）［略］ 

（４）［略］ 

（５）［略］ 

（６）［略］ 

ヌ キネマティック法は、基準となるＧＮＳＳ測量機を整置する観測点（以下「固

定局」という。）及び移動する観測点（以下「移動局」という。）で、同時にＧ

ＮＳＳ衛星からの信号を受信して初期化（整数値バイアスの決定）などに必要な

観測を行う。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動して観測を行い、それ

に基づき固定局と移動局の間の基線ベクトルを求めるものである。なお、初期化

及び基線解析は、観測終了後に行う。 

ル ＲＴＫ法は、固定局及び移動局で同時にＧＮＳＳ衛星からの信号を受信し、固

定局で取得した信号を、無線装置等を用いて移動局に転送し、移動局側において

即時に基線解析を行うことで、固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。そ

の後、移動局を複数の観測点に次々と移動して、固定局と移動局の間の基線ベク

トルを即時に求める。なお、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接

観測法による。 

（１）［略］ 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

（２）［略］ 

ヲ ネットワーク型ＲＴＫ法は、位置情報サービス事業者（国土地理院の電子基準

点網の観測データ配信を受けている者、又は３点以上の電子基準点を基に、測量

に利用できる形式でデータを配信している者をいう。以下同じ。）で算出された

補正データ等又は面補正パラメータを、携帯電話等の通信回線を介して移動局で

受信すると同時に、移動局でＧＮＳＳ衛星からの信号を受信し、移動局側におい

て即時に解析処理を行って位置を求める。その後、複数の観測点に次々と移動し

て移動局の位置を即時に求める観測方法である。観測終了後に位置情報サービス

事業者から補正データ等又は面補正パラメータを取得することで、後処理により

解析処理を行うことができるものとする。なお、基線ベクトルを求める方法は、

直接観測法又は間接観測法による。 

（１）直接観測法は、位置情報サービス事業者で算出された移動局近傍の任意地

点の補正データ等と移動局の観測データを用いて、基線解析により基線ベク

トルを求める観測方法である。 

（２）間接観測法は、次の方式により基線ベクトルを求める観測方法である。 

（ⅰ）２台同時観測方式による間接観測法は、２か所の移動局で同時観測を行

い、得られたそれぞれの三次元直交座標の差から移動局間の基線ベクトルを

求める。 

（ⅱ）［略］  

三 ［略］ 

 

（観測値の点検及び再測） 

第37条 ［略］ 

一 ［略］ 

   二 ＧＮＳＳ観測による基線解析の結果はＦＩＸ解とする。 

 

（偏心要素の測定） 

第38条 ［略］ 

一 ［略］ 

二 ＧＮＳＳ観測における方位点の設置距離は200メートル以上とし、偏心距離の４倍

以上を標準とする。なお、観測は第36条第２項第二号の規定を準用する。 

三 偏心角の測定は、次表を標準とする。 

（２）［略］ 

ヲ ネットワーク型ＲＴＫ法は、配信事業者（国土地理院の電子基準点網の観測デ

ータ配信を受けている者、又は３点以上の電子基準点を基に、測量に利用できる

形式でデータを配信している者をいう。以下同じ。）で算出された補正データ等

又は面補正パラメータを、携帯電話等の通信回線を介して移動局で受信すると同

時に、移動局でＧＮＳＳ衛星からの信号を受信し、移動局側において即時に解析

処理を行って位置を求める。その後、複数の観測点に次々と移動して移動局の位

置を即時に求めるものである。観測終了後に配信事業者から補正データ等又は面

補正パラメータを取得することで、後処理により解析処理を行うことができるも

のとする。なお、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法によ

る。 

（１）直接観測法は、配信事業者で算出された移動局近傍の任意地点の補正デー

タ等と移動局の観測データを用いて、基線解析により基線ベクトルを求める

ものである。 

（２）間接観測法は、次の方式により基線ベクトルを求める。 

（ⅰ）２台同時観測方式による間接観測法は、２か所の移動局で同時観測を行

い、得られたそれぞれの三次元直交座標の差から移動局間の基線ベクトルを

求めるものである。 

（ⅱ）［略］ 

三 ［略］ 

 

（観測値の点検及び再測） 

第37条 ［略］ 

一 ［略］ 

 

 

（偏心要素の測定） 

第38条 ［略］ 

一 ［略］ 

二 ＧＮＳＳ観測における方位点の設置距離は200メートルとし、偏心距離の４倍以上

を標準とする。なお、観測は第36条第２項第二号の規定を準用する。 

三 偏心角の測定は、次表を標準とする。 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目及び許容範囲 

30cm未満 
偏心測定紙に方向線を引き、分度
器によって偏心角を測定する。 

１° － 

30cm以上 
２ｍ未満 

偏心測定紙に方向線を引き、計算
により偏心角を算出する。 

10′ － 

２ｍ以上 
10ｍ未満 

トータルステーション又はセオ
ドライトを用いて、第36条を準用
する。 

１′ 
倍角差 120″ 
観測差 90″ 

10ｍ以上 
50ｍ未満 

10″ 

倍角差 60″ 
観測差 40″ 

50ｍ以上 
100ｍ未満 

倍角差 30″ 
観測差 20″ 

100ｍ以上 
250ｍ未満 

１″ 
倍角差 20″ 
観測差 10″ 

 

四 偏心距離の測定は、次表を標準とする。 

偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目及び許容範囲 
30cm未満 物差により測定する。 mm － 

30cm以上 
２ｍ未満 

鋼巻尺により２読定、１往復を測
定する。 

mm 往復の較差５mm 

２ｍ以上 
50ｍ未満 トータルステーション又は測距

儀を用いて、第36条を準用する。 
mm 第37条を準用する 

50ｍ以上 

備  考 

１．偏心距離が５mm未満、かつ、辺長が１㎞を超す場合は偏心補正計
算を省略できる。 

２．偏心距離が10ｍ以下の場合は、傾斜補正以外の補正は省略でき
る。 

 

五 本点と偏心点間の高低差の測定は、次表を標準とする。 

偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目及び許容範囲 

30cm未満 
独立水準器を用いて、偏心点を本
点と同標高に設置する。 

－ － 

30cm以上 
100ｍ未満 

４級水準測量に準じて観測する。
ただし、後視及び前視に同一標尺
を用いて片道観測の測点数を１
点とすることができる。 

mm 往復の較差 20mm√S 

４級基準点測量の鉛直角観測に
準じて測定する。ただし、正、反
方向の鉛直角観測に代えて、器械
高の異なる片方向による２対回
の鉛直角観測とすることができ
る。 

20″ 
高度定数の較差60″ 
高 低 差 の 正 反 較 差
100mm 

偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目・許容範囲 

30cm未満 
偏心測定紙に方向線を引き、分度
器によって偏心角を測定する。 

１° － 

30cm以上 
２ｍ未満 

偏心測定紙に方向線を引き、計算
により偏心角を算出する。 

10′ － 

２ｍ以上 
10ｍ未満 

トータルステーション又はセオド
ライトを用いて、第36条を準用す
る。 

１′ 
倍角差 120″ 
観測差 90″ 

10ｍ以上 
50ｍ未満 

10″ 

倍角差 60″ 
観測差 40″ 

50ｍ以上 
100ｍ未満 

倍角差 30″ 
観測差 20″ 

100ｍ以上 
250ｍ未満 

１″ 
倍角差 20″ 
観測差 10″ 

 

四 偏心距離の測定は、次表を標準とする。 

偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目・許容範囲 
30cm未満 物差により測定する。 mm － 

30cm以上 
２ｍ未満 

鋼巻尺により２読定、１往復を
測定する。 

mm 往復の較差５mm 

２ｍ以上 
50ｍ未満 トータルステーション又は測距

儀を用いて、第36条を準用する。 
mm 第37条を準用する 

50ｍ以上 

備  考 

１．偏心距離が５mm未満、かつ、辺長が１㎞を超す場合は偏心補正
計算を省略できる。 
２．偏心距離が10ｍ以下の場合は、傾斜補正以外の補正は省略でき
る。 

 

五 本点と偏心点間の高低差の測定は、次表を標準とする。 

偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目・許容範囲 

30cm未満 
独立水準器を用いて、偏心点を本
点と同標高に設置する。 

－ － 

30cm以上 
100ｍ未満 

４級水準測量に準じて観測する。
ただし、後視及び前視に同一標尺
を用いて片道観測の測点数を１
点とすることができる。 

mm 往復の較差 20mm√S 

４級基準点測量の鉛直角観測に
準じて測定する。ただし、正、反
方向の鉛直角観測に代えて、器械
高の異なる片方向による２対回
の鉛直角観測とすることができ
る。 

20″ 
高度定数の較差60″ 
高 低 差 の 正 反 較 差
100mm 
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100ｍ以上 
250ｍ未満 

４級水準測量に準じて測定する。 mm 往復の較差 20mm√S 

２～３級基準点測量の鉛直角観
測に準じて測定する。 

10″ 
高度定数の較差30″ 
高 低 差 の 正 反 較 差
150mm 

備考 Ｓは、測定距離（km単位）とする。 

 

第６節 計算 

（要旨） 

第39条 本章において「計算」とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、次の各号によ

り行うものとする。 

一 ［略］ 

二 ジオイド高は、次の方法により求めた値とする。 

イ 国土地理院が提供する最新のジオイド・モデル（以下「ジオイド・モデル」と

いう。）から求める。 

ロ イのジオイド・モデルが構築されていない地域においては、ＧＮＳＳ観測及び

水準測量等で求めた局所ジオイド・モデルから求める。 

三 ［略］ 

 

（計算の方法等） 

第40条 ［略］ 

２ 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。 

項目 
表示 

直角座標 
※ 

経緯度 標高 ジオイド高 角度 辺長 

単位 ｍ 秒 ｍ ｍ 秒 ｍ 

位 0.001 0.0001 0.001 0.001 １ 0.001 

備考 ※ 平面直角座標系に規定する世界測地系に従う直角座標 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

一 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。 

項目 
表示 

基線ベクトル成分 

単位 ｍ 
位 0.001 

二 ［略］ 

100ｍ以上 
250ｍ未満 

４級水準測量に準じて測定する。 mm 往復の較差 20mm√S 

２～３級基準点測量の鉛直角観
測に準じて測定する。 

10″ 
高度定数の較差30″ 
高 低 差 の 正 反 較 差
150mm 

備考 Ｓは、測定距離（km単位）とする。 

 

第６節 計算 

（要旨） 

第39条 本条において「計算」とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、次の各号によ

り行うものとする。 

一 ［略］ 

二 ジオイド高は、次の方法により求めた値とする。 

イ 国土地理院が提供するジオイド・モデルから求める。 

 

ロ イのジオイド・モデルが構築されていない地域においては、ＧＮＳＳ観測と水

準測量等で求めた局所ジオイド・モデルから求める。 

三 ［略］ 

 

（計算の方法等） 

第40条 ［略］ 

２ 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。 

区分 
項目 

直角座標 
※ 

経緯度 標高 ジオイド高 角度 辺長 

単位 ｍ 秒 ｍ ｍ 秒 ｍ 

位 0.001 0.0001 0.001 0.001 １ 0.001 

備考 ※ 平面直角座標系に規定する世界測地系に従う直角座標 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

一 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。 

区分 
項目 

基線ベクトル成分 

単位 ｍ 
位 0.001 

二 ［略］ 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

三 ［略］ 

四 ［略］ 

五 基線解析は、基線長が10キロメートル以上の場合は２周波で行うものとし、基線

長が10キロメートル未満の場合は１周波又は２周波で行うものとする。 

六 基線解析の固定点の緯度及び経度は、成果表の値（以下この章において「元期座

標」という。）又は国土地理院が提供する地殻変動補正パラメータを使用してセ

ミ・ダイナミック補正を行った値（以下この章において「今期座標」という。）と

する。なお、セミ・ダイナミック補正に使用する地殻変動補正パラメータは、測量

の実施時期に対応したものを使用するものとする。以後の基線解析は、固定点の緯

度及び経度を用いて求められた緯度及び経度を順次入力するものとする。 

七 基線解析の固定点の楕円体高は、成果表の標高とジオイド高から求めた値と

し、元期座標又は今期座標とする。ただし、固定点が電子基準点の場合は、成果

表の楕円体高又は今期座標とする。以後の基線解析は、固定点の楕円体高を用い

て求められた楕円体高を順次入力するものとする。 

八 ［略］ 

 

（点検計算及び再測） 

第41条 ［略］ 

一 ＴＳ等観測 

イ 全ての単位多角形及び次の条件により選定された全ての点検路線について、

水平位置及び標高の閉合差を計算し、観測値の良否を判定するものとする。 

（１）点検路線は、既知点と既知点を結合させるものとする。 

（２）点検路線は、なるべく短いものとする。 

（３）全ての既知点は、１つ以上の点検路線で結合させるものとする。 

（４）全ての単位多角形は、路線の１つ以上を点検路線と重複させるものとす

る。 

ロ ［略］ 

二 ＧＮＳＳ観測 

イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測 

（１）［略］ 

（２）点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。 

環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲 

三 ［略］ 

四 ［略］ 

五 基線解析は、基線長が１０キロメートル以上の場合は２周波で行うものとし、基

線長が１０キロメートル未満の場合は１周波又は２周波で行うものとする。 

六 基線解析の固定点の経度と緯度は、成果表の値（以下「元期座標」という。）

又は国土地理院が提供する地殻変動補正パラメータを使用してセミ・ダイナミッ

ク補正を行った値（以下「今期座標」という。）とする。なお、セミ・ダイナミ

ック補正に使用する地殻変動補正パラメータは、測量の実施時期に対応したもの

を使用するものとする。以後の基線解析は、固定点の経度と緯度を用いて求めら

れた経度と緯度を順次入力するものとする。 

七 基線解析の固定点の楕円体高は、成果表の標高とジオイド高から求めた値と

し、元期座標又は今期座標とする。ただし、固定点が電子基準点の場合は、成果

表の楕円体高（元期座標）又は今期座標とする。以後の基線解析は、固定点の楕

円体高を用いて求められた楕円体高を順次入力するものとする。 

八 ［略］ 

 

（点検計算及び再測） 

第41条 ［略］ 

一 ＴＳ等観測 

イ すべての単位多角形及び次の条件により選定されたすべての点検路線につい

て、水平位置及び標高の閉合差を計算し、観測値の良否を判定するものとする。 

（１）点検路線は、既知点と既知点を結合させること。 

（２）点検路線は、なるべく短いこと。 

（３）すべての既知点は、1つ以上の点検路線で結合させること。 

（４）すべての単位多角形は、路線の1つ以上を点検路線と重複させること。 

 

ロ ［略］ 

二 ＧＮＳＳ観測 

イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測 

（１）［略］ 

（２）点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。 

環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲 
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項     目 許容範囲 備      考 
基線ベクトルの

環閉合差 

水平（ΔＮ、ΔＥ） 20mm√N Ｎ ：辺数 

ΔＮ：水平面の南北成分の閉合差又は較差 

ΔＥ：水平面の東西成分の閉合差又は較差 

ΔＵ：高さ成分の閉合差又は較差 

高さ（ΔＵ） 30mm√N 

重複する基線ベ

クトルの較差 

水平（ΔＮ、ΔＥ） 20mm 

高さ（ΔＵ） 30mm 

ロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測 

（１）点検計算に使用する既知点の緯度、経度及び楕円体高は、今期座標とす

る。 

（２）［略］ 

（３）［略］ 

（ⅰ）電子基準点間の閉合差の許容範囲 

項     目 許容範囲 備      考 

結合多角 

又は単路線 

水平（ΔＮ、ΔＥ） 60mm＋20mm√N 
Ｎ ：辺数 
ΔＮ：水平面の南北成分の閉合差 
ΔＥ：水平面の東西成分の閉合差 
ΔＵ：高さ成分の閉合差 

高さ（ΔＵ）  150mm＋30mm√N 

（ⅱ）w2［略］ 

２ ［略］ 

 

（平均計算） 

第42条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 仮定三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度及び経度は元期座標と

し、楕円体高は成果表の標高とジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準

点の楕円体高は、成果表の楕円体高とする。 

二 ［略］ 

イ 基線解析により求められた分散・共分散の値 

ただし、全ての基線の解析手法、解析時間が同じ場合に限る。 

ロ ［略］ 

三 ［略］ 

３ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ＧＮＳＳ観測 

区     分 許容範囲 備      考 
基線ベクトルの

環閉合差 

水平（ΔＮ、ΔＥ） 20mm√N Ｎ ：辺数 

ΔＮ：水平面の南北成分の閉合差又は較差 

ΔＥ：水平面の東西成分の閉合差又は較差 

ΔＵ：高さ成分の閉合差又は較差 

高さ（ΔＵ） 30mm√N 

重複する基線ベ

クトルの較差 

水平（ΔＮ、ΔＥ） 20mm 

高さ（ΔＵ） 30mm 

ロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測 

（１）点検計算に使用する既知点の経度と緯度及び楕円体高は、今期座標とす

る。 

（２）［略］ 

（３）［略］ 

（ⅰ）電子基準点間の閉合差の許容範囲 

区     分 許容範囲 備      考 

結合多角 

又は単路線 

水平（ΔＮ、ΔＥ） 60mm＋20mm√N 
Ｎ ：辺数 
ΔＮ：水平面の南北成分の閉合差 
ΔＥ：水平面の東西成分の閉合差 
ΔＵ：高さ成分の閉合差 

高さ（ΔＵ）  150mm＋30mm√N 

（ⅱ）［略］ 

２ ［略］ 

 

（平均計算） 

第42条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 仮定三次元網平均計算において、使用する既知点の経度と緯度は元期座標とし、

楕円体高は成果表の標高とジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準点の

楕円体高は、成果表の楕円体高とする。 

二 ［略］ 

イ 基線解析により求められた分散・共分散の値 

ただし、すべての基線の解析手法、解析時間が同じ場合に限る。 

ロ ［略］ 

三 ［略］ 

３ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ＧＮＳＳ観測 
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イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測 

（１）三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度及び経度は元期座標と

し、楕円体高は成果表の標高及びジオイド高から求めた値とする。ただし、電

子基準点の楕円体高は、成果表の楕円体高とする。 

（２）新点の標高は、次のいずれかの方法により求めた値とする。 

（ⅰ）ジオイド・モデルにより求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正

する。 

（ⅱ）［略］ 

（３）［略］ 

（４）［略］ 

ロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測 

（１）三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度、経度及び楕円体高は

今期座標とする。 

（２）新点の緯度、経度及び楕円体高は、三次元網平均計算により求めた緯度、

経度及び楕円体高にセミ・ダイナミック補正を行った元期座標とする。 

（３）［略］ 

（４）［略］ 

（５）［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

第７節 品質評価 

（品質評価） 

第43条 ［略］ 

 

第８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第44条 ［略］ 

 

（成果等） 

第45条 ［略］ 

イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測 

（１）三次元網平均計算において、使用する既知点の経度と緯度は元期座標と

し、楕円体高は成果表の標高とジオイド高から求めた値とする。ただし、電子

基準点の楕円体高は、成果表の楕円体高とする。 

（２）新点の標高は、次のいずれかの方法により求めた値とする。 

（ⅰ）国土地理院が提供するジオイド・モデルにより求めたジオイド高を用

いて、楕円体高を補正する。 

（ⅱ）［略］ 

（３）［略］ 

（４）［略］ 

ロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測 

（１）三次元網平均計算において、使用する既知点の経度と緯度及び楕円体高は

今期座標とする。 

（２）新点の経度、緯度、楕円体高は、三次元網平均計算により求めた経度、緯

度、楕円体高にセミ・ダイナミック補正を行った元期座標とする。 

（３）［略］ 

（４）［略］ 

（５）［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

第７節 品質評価 

（品質評価） 

第43条 ［略］ 

 

第８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第44条 ［略］ 

 

（成果等） 

第45条 ［略］ 
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第３章 レベル等による水準測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第46条 「レベル等による水準測量」とは、既知点に基づき、レベル及びＴＳ等を用いて、

新点である水準点の標高を定める作業をいう。 

２ レベル等による水準測量は、既知点の種類、既知点間の路線長、観測の精度等に応

じて、１級水準測量、２級水準測量、３級水準測量、４級水準測量及び簡易水準測量

に区分するものとする。 

３ ［略］ 

 

（既知点の種類等） 

第47条 ［略］ 

 

（水準路線） 

第48条 ［略］ 

 

（レベル等による水準測量の方式） 

第49条 レベル等による水準測量は、次の方式を標準とする。 

一 ［略］ 

二 渡海（河）水準測量方式 

測量方法は、観測距離に応じて、次表により行うものとする。 

測量方法 観 測 距 離 
交互法 １級水準測量は約300ｍ以下とする。２～４級水準測量は約450ｍ以下とする。 

経緯儀法 １～４級水準測量は約１km以下とする。 

俯
ふ

仰ねじ法 １～４級水準測量は約２km以下とする。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第50条 ［略］ 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第51条 ［略］ 

第３章 水準測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第46条 「水準測量」とは、既知点に基づき、新点である水準点の標高を定める作業をい

う。 

２ 水準測量は、既知点の種類、既知点間の路線長、観測の精度等に応じて、１級水準

測量、２級水準測量、３級水準測量、４級水準測量及び簡易水準測量に区分するもの

とする。 

３ ［略］ 

 

（既知点の種類等） 

第47条 ［略］ 

 

（水準路線） 

第48条 ［略］ 

 

（水準測量の方式） 

第49条 水準測量は、次の方式を標準とする。 

一 ［略］ 

二 渡海（河）水準測量方式 

測量方法は、観測距離に応じて、次表により行うものとする。 

測量方法 観 測 距 離 
交互法 １級水準測量は約300ｍ以下とする。２～４級水準測量は約450ｍ以下とする。 

経緯儀法 １～４級水準測量は約１km以下とする。 

俯仰ねじ法 １～４級水準測量は約２km以下とする。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第50条 ［略］ 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第51条 ［略］ 
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第３節 選点 

（要旨） 

第52条 ［略］ 

 

（既知点の現況調査） 

第53条 ［略］ 

 

（新点の選定） 

第54条 ［略］ 

 

（建標承諾書等） 

第55条 ［略］ 

 

（選点図及び平均図等の作成） 

第56条 ［略］ 

 

第４節 測量標の設置 

（要旨） 

第57条 ［略］ 

 

（永久標識の設置） 

第58条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ 永久標識を設置した水準点については、第36条に規定する観測方法又は単点観測法

により座標を求め、成果数値データファイルに記載するものとする。また、既知点の

座標を求めた場合、当該点の管理者にその取扱いを確認することができる。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

第３節 選点 

（要旨） 

第52条 ［略］ 

 

（既知点の現況調査） 

第53条 ［略］ 

 

（新点の選定） 

第54条 ［略］ 

 

（建標承諾書等） 

第55条 ［略］ 

 

（選点図及び平均図等の作成） 

第56条 ［略］ 

 

第４節 測量標の設置 

（要旨） 

第57条 ［略］ 

 

（永久標識の設置） 

第58条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ 永久標識を設置した水準点については、第36条に規定する観測方法又は単点観測法

により座標を求め、成果数値データファイルに記載するものとする。また、既知点の

座標を求めた場合、当該点の管理者にその取り扱いを確認することができる。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 
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四 ［略］ 

 

（点の記の作成） 

第59条 ［略］ 

 

第５節 観測 

（要旨） 

第60条 ［略］ 

 

（機器） 

第61条 ［略］ 

 

（機器の点検及び調整） 

第62条 ［略］ 

 

（観測の実施） 

第63条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 渡海（河）水準測量 

一 ［略］ 

二 観測のセット数、読定単位等は、次表を標準とする。 

測量方法 
項目 

交互法 経緯儀法 俯仰ねじ法 

観測距離（Ｓ） 300ｍ（450ｍ）まで １kmまで ２km まで 

使用機器の性能 

１級レベル 
１級標尺 

１級トータルステーシ
ョン 
１級セオドライト 
１級レベル、１級標
尺 
（２級レベル） 

俯仰ねじを有する 
１級レベル 
１級標尺 

使用機器の数量 １式 ２式 

観測条件 ― 両岸で同時観測 

目標板白線の太さ 40mm×Ｓ ― 40mm×Ｓ 

観測時間帯 観測地点の南中時前３時間、後４時間の間に行う 

四 ［略］ 

 

（点の記の作成） 

第59条 ［略］ 

 

第５節 観測 

（要旨） 

第60条 ［略］ 

 

（機器） 

第61条 ［略］ 

 

（機器の点検及び調整） 

第62条 ［略］ 

 

（観測の実施） 

第63条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 渡海（河）水準測量 

一 ［略］ 

二 観測のセット数、読定単位等は、次表を標準とする。 

測量方法 
項目 

交互法 経緯儀法 俯仰ねじ法 

観測距離（Ｓ） 300ｍ（450ｍ）まで １kmまで ２km まで 

使用機器の性能 

１級レベル 
１級標尺 

１級トータルステーシ
ョン 
１級セオドライト 
１級レベル、１級標
尺 
（２級レベル） 

俯仰ねじを有する 
１級レベル 
１級標尺 

使用機器の数量 １式 ２式 

観測条件 ― 両岸で同時観測 

目標板白線の太さ 40mm×Ｓ ― 40mm×Ｓ 

観測時間帯 観測地点の南中時前３時間、後４時間の間に行う 
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セット数（ ｎ ） 60×Ｓ 80×Ｓ 
観測日数 ｎ／25 ｎ／40 

目標（標

尺） 

の読定単位 

自 岸 0.1mm（１mm） １秒 0.1mm（１mm） 

対 岸 
１mm １秒 

距離１mm 
俯仰ねじ目盛の1/10 

計 算 

単 位 

自岸器械高 ― 0.1mm（１mm） ― 
対岸目標高 ― 0.1mm（１mm） 0.1mm（１mm） 

高度定数の較差の 
許 容 範 囲 

― ５秒 
（７秒） 

― 

距離の測定 ― 第36条及び第37条を
準用する 

― 

観測方法 

自岸標尺１回、対岸
標尺５回、自岸標尺
１回の順にそれぞれ
１視準１読定行い、
これを１セットとす
る。 
１日の全観測セット
の1/2 を経過した時
点で、レベルと標尺
を対岸に移し替えて
同様の観測を行う。 

対岸の観測は鉛直角
観測により行い望遠
鏡右及び左の位置で
１視準１読定を１対
回とする２対回の観
測を行う。これを１
セットとする。 
自岸の観測は対岸観
測（１セット）の前
後に渡海水準点に立
てた標尺の任意２か
所の目盛を視準し、
鉛直角観測を行う。 
これを両岸におい
て、同時に行う観測
を１セットとする。 
１日のセット数は20
～60セットを標準と
する。 
全セット数のほぼ中
間で両岸の器械、標
尺を入れ替え同様の
観測を行う。 

自岸の標尺目盛を１
視準１読定した後
に、対岸目標板下段
位置、レベルの水平
位置、対岸目標板上
段位置の３か所の俯
仰ねじ目盛を読み取
り、再び、対岸目標
板上段、レベルの水
平位置、対岸目標板
下段位置の観測を行
う。 
これを両岸におい
て、同時に行う観測
を１セットとする。 
１日のセット数は20
～60セットを標準と
する。 
全セットのほぼ中間
で両岸の器械、標尺
を入れ替え同様の観
測を行う。 

備     考 

１．Ｓは、観測距離（km 単位）、観測日数欄の数字は１日当たり
の標準セット数とする。 

２．観測セット数及び日数の算定において、観測距離（km 単位）
を小数点以下１位まで求め、乗算後の端数は切り上げて整数とす
る。 

３．偶数セットの観測を行い、観測日数が１日に満たない場合は、
１日に切り上げる。 

４．表中の（ ）内は２～４級水準測量に適用する。 

４ ［略］ 

セット数（ ｎ ） 60×Ｓ 80×Ｓ 
観測日数 ｎ／25 ｎ／40 

目標（標

尺） 

の読定単位 

自 岸 0.1mm（１mm） １秒 0.1mm（１mm） 

対 岸 
１mm １秒 

距離１mm 
俯仰ねじ目盛の1/10 

計 算 

単 位 

自岸器械高 ― 0.1mm（１mm） ― 
対岸目標高 ― 0.1mm（１mm） 0.1mm（１mm） 

高度定数の較差の 
許 容 範 囲 

― ５秒 
（７秒） 

― 

距離の測定 ― 第36条及び第37条を
準用する 

― 

観測方法 

自岸標尺１回、対岸
標尺５回、自岸標尺
１回の順にそれぞれ
１視準１読定行い、
これを１セットとす
る。 
１日の全観測セット
の1/2 を経過した時
点で、レベルと標尺
を対岸に移し替えて
同様の観測を行う。 

対岸の観測は鉛直角
観測により行い望遠
鏡右及び左の位置で
１視準１読定を１対
回とする２対回の観
測を行う。これを１
セットとする。 
自岸の観測は対岸観
測（１セット）の前
後に渡海水準点に立
てた標尺の任意２か
所の目盛を視準し、
鉛直角観測を行う。 
これを両岸におい
て、同時に行う観測
を１セットとする。 
１日のセット数は20
～60セットを標準と
する。 
全セット数のほぼ中
間で両岸の器械、標
尺を入れ替え同様の
観測を行う。 

自岸の標尺目盛を１
視準１読定した後
に、対岸目標板下段
位置、レベルの水平
位置、対岸目標板上
段位置の３か所の俯
仰ねじ目盛を読み取
り、再び、対岸目標
板上段、レベルの水
平位置、対岸目標板
下段位置の観測を行
う。 
これを両岸におい
て、同時に行う観測
を１セットとする。 
１日のセット数は20
～60セットを標準と
する。 
全セットのほぼ中間
で両岸の器械、標尺
を入れ替え同様の観
測を行う。 

備     考 

１．Ｓは、観測距離（km 単位）、観測日数欄の数字は１日あたり
の標準セット数とする。 
２．観測セット数及び日数の算定において、観測距離（km 単位）
を小数点以下１位まで求め、乗算後の端数は切り上げて整数とす
る。 
３．偶数セットの観測を行い、観測日数が１日に満たない場合は、
１日に切り上げる。 
４．表中の（ ）内は２～４級水準測量に適用する。 

４ ［略］ 
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（再測） 

第64条 ［略］ 

 

（検測） 

第65条 １級水準測量及び２級水準測量においては、既知点と隣接する他の既設点間の検測を

行うものとする。なお、検測における結果と前回の観測高低差、又は測量成果の高低差

との較差の許容範囲は、次表を標準とする。また、検測は、片道観測を原則とする。 

区分 
項目 

１級水準測量 ２級水準測量 

前回の観測高低差との較差 2.5mm√S 5mm√S 
測量成果の高低差との較差 15mm√S 

備     考 Ｓは観測距離（片道、km単位）とする。 
 

 

第６節 計算 

（要旨） 

第66条 ［略］ 

一 標尺補正計算及び正規正標高補正計算（楕円補正）は、１級水準測量及び２級水

準測量について行う。ただし、１級水準測量においては、正規正標高補正計算に代

えて正標高補正計算（実測の重力値による補正）を用いることができる。また、２

級水準測量における標尺補正計算は、水準点間の高低差が70メートル以上の場合に

行うものとし、標尺補正量は、気温20度における標尺改正数を用いて計算するもの

とする。 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

 

（計算の方法） 

第67条 ［略］ 

 

（点検計算及び再測） 

第68条 ［略］ 

一 全ての単位水準環（新設水準路線によって形成された水準環で、その内部に水準

路線のないものをいう。以下同じ。）及び次の条件により選定された全ての点検路

（再測） 

第64条 ［略］ 

 

（検測） 

第65条 １級水準測量及び２級水準測量においては、隣接既知点間の検測を行うものとす

る。なお、検測における結果と前回の観測高低差、又は測量成果の高低差との較差の

許容範囲は、次表を標準とする。また、検測は、片道観測を原則とする。 

区分 
項目 

１級水準測量 ２級水準測量 

前回の観測高低差との較差 2.5mm√S 5mm√S 
測量成果の高低差との較差 15mm√S 

備     考 Ｓは観測距離（片道、km単位）とする。 
 

 

第６節 計算 

（要旨） 

第66条 ［略］ 

一 標尺補正の計算及び正規正標高補正計算（楕円補正）は、１級水準測量及び２級

水準測量について行う。ただし、１級水準測量においては、正規正標高補正計算に

代えて正標高補正計算（実測の重力値による補正）を用いることができる。また、

２級水準測量における標尺補正の計算は、水準点間の高低差が70メートル以上の場

合に行うものとし、標尺補正量は、気温20度における標尺改正数を用いて計算する

ものとする。 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

 

（計算の方法） 

第67条 ［略］ 

 

（点検計算及び再測） 

第68条 ［略］ 

一 すべての単位水準環（新設水準路線によって形成された水準環で、その内部に水

準路線のないものをいう。以下同じ。）及び次の条件により選定されたすべての点
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線について、環閉合差及び既知点から既知点までの閉合差を計算し、観測値の良否

を判定するものとする。 

イ ［略］ 

ロ 全ての既知点は、１つ以上の点検路線で結合させるものとする。 

ハ 全ての単位水準環は、路線の一部を点検路線と重複させるものとする。 

二 ［略］ 

２ ［略］ 

 

（平均計算） 

第69条 ［略］ 

 

第７節 品質評価 

（品質評価） 

第70条 ［略］ 

 

第８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第71条 ［略］ 

 

（成果等） 

第72条 ［略］ 

 

第４章 ＧＮＳＳ測量機による水準測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第73条 「ＧＮＳＳ測量機による水準測量」とは、既知点に基づき、ＧＮＳＳ測量機を用い

て、新設する水準点の標高を定める作業をいう。 

２ ＧＮＳＳ測量機による水準測量は、本章で規定する既知点の種類、既知点間の路線

長、観測の精度等により３級水準測量とし、設置される水準点の区分は第46条第３項

に準ずるものとする。 

３ ＧＮＳＳ測量機による水準測量の適用範囲は、ジオイド・モデルの提供地域とす

る。 

検路線について、環閉合差及び既知点から既知点までの閉合差を計算し、観測値の

良否を判定するものとする。 

イ ［略］ 

ロ すべての既知点は、1つ以上の点検路線で結合させるものとする。 

ハ すべての単位水準環は、路線の一部を点検路線と重複させるものとする。 

二 ［略］ 

２ ［略］ 

 

（平均計算） 

第69条 ［略］ 

 

第７節 品質評価 

（品質評価） 

第70条 ［略］ 

 

第８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第71条 ［略］ 

 

（成果等） 

第72条 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

（既知点の種類） 

第74条 既知点の種類は、次表を標準とする。 

 

区分 
項目 

３級水準測量 

既知点の種類 一～二等水準点 
電子基準点（「標高区分：水準測量による」に限る） 
１～２級水準点 

 

 

（ＧＮＳＳ測量機による水準測量の方式） 

第75条 ＧＮＳＳ測量機による水準測量の作業方法は、次表を標準とする。 

区分 

項目 

条 件 等 

３級水準測量 

測量方式 結合多角方式 

地形の状況等によりやむを得ないときは、単路線方式とすること
ができる。 

既知点数 ３点以上 

単路線方式の場合は、２点とすることができる。 

路線の辺数 ６辺以下 
観測距離 ６km以上、かつ、40km以下 

１．新点間距離も対象とする。 
２．既知点から新点又は新点から新点の距離が６km未満の場合
は、第49条第一号に規定する直接水準測量方式による３級水準
測量で行うものとする。 

路線長 60km 以下 
路線図形 新点は、外周路線に属する隣接既知点を結ぶ直線の内側に選点す

るものとする。ただし、地形の状況によりやむを得ないときは、
この限りでない。 

観測楕円体比高 700ｍ以下を標準とする。なお、700ｍを超える場合は日を変えて
点検観測を行うものとする。 

偏心距離の制限 既知点 500ｍ未満 
新点 250ｍ未満 

備考 １．｢路線の辺数｣は、既知点から他の既知点まで、既知点から交
点まで又は交点から他の交点までを対象とする。 

２．「路線長」は、既知点から他の既知点までを構成する基線長
の合計をいう。 

３．観測楕円体比高が700ｍを超える等の誤差要因となる可能性
が高い観測点においては、点検観測を行い、良否を判定するも
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のとする。 
なお、点検観測は、点検測量を兼ねることができるものとする。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第76条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。 

一 作業計画 

二 選点 

三 測量標の設置 

四 観測 

五 計算 

六 品質評価 

七 成果等の整理 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第77条 作業計画は、第10条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均

計画図を作成するものとする。 

 

第３節 選点 

（要旨） 

第78条 本章において「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において既知点（電子基準

点を除く。）の現況を調査するとともに、新点の位置を選定し、選点図及び平均図を

作成する作業をいう。 

 

（既知点の現況調査） 

第79条 既知点の現況調査は、異常の有無等を確認し、基準点現況調査報告書を作成するも

のとする。 

 

（新点の選定） 

第80条 新点は、後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。 

 

（建標承諾書等） 
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第81条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとす

るときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得なければな

らない。 

 

（選点図及び平均図等の作成） 

第82条 新点の位置を選定したときは、その位置及び路線等を地形図に記入し、選点図を作

成するものとする。 

２ 平均図は、選点図に基づいて作成する。ただし、平均図は計画機関の承認を得るも

のとする。 

 

第４節 測量標の設置 

（要旨） 

第83条 本章において「測量標の設置」とは、新設点の位置に永久標識を設ける作業をい

う。 

 

（永久標識の設置） 

第84条 新設点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書を作成

するものとする。 

２ 永久標識の規格及び設置方法は、付録５によるものとする。 

３ 設置した永久標識については、写真等により記録するものとする。 

４ 永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したＩＣタグを取り付けることができ

る。 

５ 永久標識を設置した水準点については、第95条に規定する三次元網平均計算で求め

た座標を成果数値データファイルに記載するものとする。 

一 記載は、0.1メートル位まで記入するものとする。 

二 偏心点を設けた場合の本点の座標は、第58条に規定する測定方法により求めるも

のとする。 

 

（点の記の作成） 

第85条 設置した永久標識については、点の記を作成するものとする。 

２ 点の記の備考欄には「ＧＮＳＳ測量機による水準測量」と記入するものとする。 
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第５節 観測 

（要旨） 

第86条 本章において「観測」とは、平均図等に基づき、ＧＮＳＳ観測により、関係点間の

高低差を観測する作業をいう。 

 

（機器） 

第87条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とす

る。 

機  器 性  能 摘  要 
１級ＧＮＳＳ測量機 

別表１による 

― 

２級ＧＮＳＳ測量機 観測距離が10km未満の場合に使用できる。 

３級レベル 
偏心要素の測定 

２級標尺 

鋼巻尺 JIS１級 ― 

 

（機器の点検及び調整） 

第88条 観測に使用する機器の点検は、観測着手前及び観測期間中に適宜行い、必要に応じ

て機器の調整を行うものとする。 

 

（ＧＮＳＳ観測の実施） 

第89条 ＧＮＳＳ観測に当たり、計画機関の承認を得た平均図に基づき、観測図を作成する

ものとする。 

２ ＧＮＳＳ観測は、平均図等に基づき、第36条第２項第二号リ（１）に規定するスタ

ティック法により行う。 

一 ＧＮＳＳ観測の方法は、次表を標準とする。 

 

区分 

項目 

条  件  等 

３級水準測量 

観 測 時 間 ５時間以上 
デ ー タ 取 得 間 隔 3 0 秒 以 下 
最 低 高 度 角 15 度を標準 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

アンテナ高測定単位 mm 
使用衛星数 ＧＰＳ・準天頂衛星 ５衛星以上 

Ｇ Ｐ Ｓ ・準 天 頂衛 星 
及びＧＬＯＮＡＳＳ衛星 

６衛星以上 

摘   要 

１．ＧＮＳＳ衛星の稼働状態、飛来情報等
を考慮し、片寄った配置の使用は避ける
ものとする。 

２．ＧＬＯＮＡＳＳ衛星を用いて観測する
場合は、ＧＰＳ衛星及びＧＬＯＮＡＳＳ
衛星を、それぞれ２衛星以上を用いるこ
と。 

３．電子基準点を使用する場合は、事前に
稼働状況を確認するものとする。 
４．観測距離が10km以上の観測は、１級Ｇ
ＮＳＳ測量機により２周波で行う。10km未
満の観測は２級以上の性能を有するＧＮＳ
Ｓ測量機により行う。 
ただし、１級ＧＮＳＳ測量機による場合は
２周波で行うものとする。 

二 アンテナ高（電子基準点を除く。）の測定は、次のとおりとする。 

イ 鋼巻尺で標識上面からＧＮＳＳアンテナ底面までの距離を垂直に測定すること

を標準とする。 

ロ 測定は、観測前と観測後に各２回行うものとする。 

ハ 測定の許容範囲は、次のとおりとする。 

（１）観測前と観測後の２回測定の較差は３ミリメートル以内とする。 

（２）観測前の平均値と観測後の平均値の較差は３ミリメートル以内とする。 

ニ アンテナ高は、観測前後４回の測定値の平均値とする。 

三 作業地域の気象条件等が次のようなときは、原則としてＧＮＳＳ観測を行わない

ものとする。 

イ 台風又は熱帯低気圧が接近又は通過しているとき。 

ロ 寒冷前線・温暖前線等が接近又は通過しているとき。 

ハ 積乱雲の急速な発達や集中豪雨が予測されるとき。 

ニ その他、大気遅延の影響を大きく受けると予測されるとき。 

 

（観測値の点検及び再測） 

第90条 観測値について点検を行い、ＧＮＳＳ観測の基線解析結果でＦＩＸ解を得られない

場合は、再測するものとする。 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

（偏心要素の測定） 

第91条 偏心点を設けた場合は、偏心要素である本点と偏心点間の高低差を測定するものと

する。 

２ 偏心要素の測定は、次表を標準とし、許容範囲を超えた場合は再測するものとす

る。 

 

偏心距離 
３級水準測量 

機器及び測定方法 測定単位 点検項目及び許容範囲 

100ｍ未満 

レベル等による水準測量の
うち３級水準測量に準じて
測定する。 
ただし、後視及び前視に同
一標尺を用いて観測する場
合は、往路及び復路の測点
数を１点とすることができ
る。 

mm 
往復の較差 

３mm 

100ｍ以上 

250ｍ未満 

レベル等による水準測量の
うち３級水準測量に準じて
測定する。 

mm 
往復の較差 

５mm 

250ｍ以上 

500ｍ未満 

レベル等による水準測量の
うち３級水準測量に準じて
測定する。 

mm 
往復の較差 
10mm√S 

Ｓ:測定距離（片道、km単位） 

３ 既知点及び新点に偏心点を設けた場合の計算は、次のとおり行うものとする。 

一 偏心点（既知点）の緯度、経度及び標高は次の方式により求めるものとする。 

イ 標高は、本点（既知点）の標高に偏心要素を加えるものとする。 

ロ 緯度及び経度は、偏心点（既知点）から最も近い電子基準点との基線解析によ

り求めるものとする。 

二 偏心点（既知点）の楕円体高は、当該偏心点の標高に、前号ロにより求めた緯度

及び経度によるジオイド・モデルより求めたジオイド高を加えるものとする。 

三 本点（新点）の標高は、第95条の三次元網平均計算で求めた偏心点（新点）の標

高に偏心要素を加えるものとする。 

 

第６節 計算 

（要旨） 

第92条 本章において、「計算」とは、新点の標高を求めるため、関連する諸要素の計算及

び成果表等の作成を行うことをいう。 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

（計算の方法等） 

第93条 計算は、付録６の計算式又はこれと同精度若しくはこれを上回る精度を有すること

が確認できる場合は、当該計算式を使用することができるものとする。 

２ 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。 

 

項目 
表示 

標高 ジオイド高 楕円体高 経緯度 

単位 ｍ ｍ ｍ 秒 
位 0.001 0.001 0.001 0.0001 

 

３ ＧＮＳＳ観測における基線解析は、次の各号により実施することを標準とする。 

一 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。 

項目 基線ベクトル成分 
単位 ｍ 
位 0.001 

二 ＧＮＳＳ衛星の軌道情報は、放送暦を標準とする。 

三 基線解析では、原則としてＰＣＶ補正を行うものとする。 

四 気象要素の補正は、基線解析ソフトウェアで採用している標準大気によるものと

する。 

五 基線解析は、基線長が10キロメートル以上の場合は２周波で行うものとし、基線

長が10キロメートル未満の場合は１周波又は２周波で行うものとする。 

六 基線解析の固定点の緯度、経度及び楕円体高は、次の方法により求めた値とす

る。 

イ 固定点に電子基準点を使用する場合 

（１）緯度及び経度は、当該電子基準点の成果表の値を使用する。 

（２）楕円体高は、電子基準点の成果表の標高に、ジオイド・モデルより求めた

ジオイド高を加えた値を使用する。 

ロ 固定点に電子基準点以外の既知点を使用する場合 

（１）緯度及び経度は、既知点から最も近い電子基準点の成果表の値を用いて、

当該電子基準点との基線解析により求められた値を使用する。 

（２）楕円体高は、既知点の成果表の標高に、（１）より得られた緯度及び経度

を用いて、ジオイド・モデルより求めたジオイド高を加えた値を使用する。 

七 基線解析に使用するＧＮＳＳ測量機の高度角は、観測時に設定した受信高度角と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

する。 

八 基線解析に使用するＧＮＳＳ観測データは５時間以上とし、データ取得間隔は30

秒以下とする。 

 

（点検計算及び再測） 

第94条 点検計算は、観測終了後、次により行うものとする。点検計算の結果、許容範囲を

超えた場合は、再測を行う等適切な措置を講ずるものとする。 

２ 観測値の点検は、次の各号により行うものとする。 

一 観測データの点検は、前半の２時間30分以上及び後半の２時間30分以上に分けて

基線解析を行い、基線ベクトルの較差を比較するものとする。ただし、観測楕円体

比高が700メートルを超える基線については、次項の点検観測を行い観測値の点検を

行うものとする。 

二 楕円体高の閉合差の点検は、次のイ又はロのいずれかの方法により行うものとす

る。 

イ 既知点間を結合する路線で、次の条件により点検する方法 

（１）全ての既知点は、１つ以上の点検路線で結合させるものとする。 

（２）結合計算に用いる楕円体比高は、５時間以上のデータを使用した基線解析

による値を使用する。 

（３）既知点の楕円体高は、前条第３項第六号に規定するものを使用する。 

（４）楕円体高の閉合差は、（２）の楕円体比高と（３）により得られた楕円体

比高の差とする。 

ロ 既知点１点を固定する仮定三次元網平均計算結果から求めた楕円体高により点

検する方法 

（１）既知点の緯度、経度及び楕円体高は、前条第３項第六号に規定するものを

使用する。 

（２）基線ベクトルは、５時間以上のデータを使用した基線解析による値を使用

する。 

（３）重量（Ｐ）は、基線解析により求められた分散・共分散行列の逆行列を用

いるものとする。ただし、全ての基線の解析手法、解析時間が同じでない場合

は、水平及び高さの分散の固定値を用いるものとする。なお、分散の固定値

は、ｄN ＝(0.004ｍ)2 ｄE ＝(0.004ｍ)2 ｄU ＝(0.007ｍ)2とする。 

３ 観測楕円体比高が700メートルを超えたときの点検観測については、次の各号により
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

行うものとする。 

一 観測時間は５時間以上とし、基線解析は、前条第３項に基づき行うものとする。 

二 前号による基線ベクトルと採用する基線ベクトルの較差を比較するものとする。 

４ 点検計算における許容範囲は、次表のとおりとする。 

 

区分 

項目 

許容範囲 
備     考 

３級水準測量 

基線ベクトル

の較差 

水平（ΔN、ΔE） 20mm ΔN：水平面の南北成分の較差 

ΔE：水平面の東西成分の較差 

ΔU：高さ成分の較差 

（前項第二号にも適用） 

高さ（ΔU） 40mm 

既知点間の楕円体高の閉合差 15mm√S Ｓ：路線長（km単位） 

仮定三次元網平均計算における 

楕 円 体 高 の 閉 合 差 
15mm√S Ｓ：路線長（km単位） 

仮定三次元網平均計算における 

基線ベクトルの各成分の残差 
20mm  

５ 点検計算の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

 

（三次元網平均計算） 

第95条 既知点２点以上を固定する三次元網平均計算は、平均図に基づき行うものとし、次

のとおりとする。 

一 既知点の緯度、経度及び楕円体高は、前条第２項第二号ロ（１）の規定を準用す

る。 

二 基線ベクトルは、前条第２項第二号ロ（２）の規定を準用する。 

三 重量（Ｐ）は、前条第２項第二号ロ（３）の規定を準用する。 

四 新点の標高は、ジオイド・モデルにより求めたジオイド高を用いて、三次元網平

均計算より求めた楕円体高を補正する。 

五 第93条第３項第六号ロの規定により基線解析を行った場合の三次元網平均計算

は、次のとおり行うことができるものとする。 

イ 電子基準点以外の既知点（水準点）は、楕円体高のみを固定する。 

ロ 既知点（水準点）から最も近い電子基準点は、緯度及び経度のみを固定す

る。 

六 三次元網平均計算による許容範囲は、次表を標準とする。 
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改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

区分 

項目 

許容範囲 

３級水準測量 

斜距離の残差 80mm 

２ 三次元網平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいものと確認されたも

のを使用するものとする。 

３ 三次元網平均計算の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

 

第７節 品質評価 

（品質評価） 

第96条 水準点成果の品質評価は、第43条の規定を準用する。 

 

第８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第97条 水準点成果のメタデータの作成は、第44条の規定を準用する。 

 

（成果等） 

第98条 成果等は、次の各号のとおりとする。ただし、作業方法によっては、この限りでな

い。 

一 観測手簿 

二 観測記簿 

三 計算簿 

四 平均図 

五 水準点成果表 

六 点の記 

七 建標承諾書 

八 測量標設置位置通知書 

九 網図等（基準点網図、水準路線図） 

十 精度管理表 

十一 品質評価表 

十二 測量標の地上写真 

十三 基準点現況調査報告書 

十四 成果数値データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

改       正       後 現行（平成 28年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

十五 点検測量簿 

十六 メタデータ 

十七 その他の資料 

 

 

第５章 復旧測量 

（要旨） 

第99条 ［略］ 

 

（復旧測量の作業区分） 

第100条 ［略］ 

 

（基準点の復旧測量） 

第101条 ［略］ 

 

（水準点の復旧測量） 

第102条 ［略］ 

２ 再設、移転又は改測による水準点の復旧測量には、第３章及び第４章の規定を準用

する。 

３ ［略］ 

 

 

 

 

 

第４章 復旧測量 

（要旨） 

第73条 ［略］ 

 

（復旧測量の作業区分） 

第74条 ［略］ 

 

（復旧測量の作業区分） 

第75条 ［略］ 

 

（水準点の復旧測量） 

第76条 ［略］ 

２ 再設、移転又は改測による水準点の復旧測量には、第３章の規定を準用する。 

 

３ ［略］ 

 

 

 

 



 

 

 

 

農林水産省測量作業規程 新旧対照表 

 
 
 
 
 
 

第３編     地形測量及び写真測量
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｢測量作業規程について｣（13農振第 3695 号平成 14 年 3月 29 日付け農林水産省農村振興局長通知）新旧対照表 
改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第３編 地形測量及び写真測量 

第１章 通則 

第１節 要旨 

（要旨） 

第103条 本編は、地形測量及び写真測量の作業方法等を定めるものとす

る。 

２ 「地形測量及び写真測量」とは、数値地形図データ等を作成又は

修正する作業をいい、地図編集を含むものとする。 

３ 「数値地形図データ」とは、地形、地物等の位置、形状を表す座

標データ及びその内容を表す属性データ等を、計算処理が可能な形

態で表現したものをいう。 

 

第２節 製品仕様書の記載事項 

（製品仕様書） 

第104条 製品仕様書は、当該地形測量及び写真測量の概覧、適用範囲、

データ製品識別、データの内容及び構造、参照系、データ品質、デー

タ製品配布、メタデータ等について体系的に記載するものとする。 

 

（数値地形図データの精度） 

第105条 ［略］ 

 

第３節 測量方法 

（要旨） 

第106条 製品仕様書で定めた数値地形図データ等を作成するための測量

方法は、第２章から第１２章までの規定に示す方法に基づき実施す

るものとする。  

 

第４節 図式 

（図式） 

第107条 ［略］ 

第３編 地形測量及び写真測量 

第１章 通則 

第１節 要旨 

（要旨） 

第77条 本編は、地形測量及び写真測量の作業方法等を定める。 

 

２ 「地形測量及び写真測量」とは、数値地形図データ等を作成及び

修正する作業をいい、地図編集を含むものとする。 

３ 「数値地形図データ」とは地形、地物等に係る地図情報を位置、

形状を表す座標データ及び内容を表す属性データ等として、計算処

理が可能な形態で表現したものをいう。 

 

第２節 製品仕様書の記載事項 

（製品仕様書） 

第78条 製品仕様書は、当該地形測量及び写真測量の概覧、適用範囲、デ

ータ製品識別、データの内容及び構造、参照系、データ品質、データ

製品配布、メタデータ等について体系的に記載する。 

 

（数値地形図データの精度） 

第79条 ［略］ 

 

第３節 測量方法 

（要旨） 

第80条 製品仕様書で定めた数値地形図データ等を作成するための測量

方法は、第２章から第１０章までの規定に示す方法に基づき実施す

る。 

 

第４節 図式 

（図式） 

第81条 ［略］ 
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改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

２ 地図情報レベル250の場合は、付録７の地図情報レベル500を準用

することを標準とする。 

３ 地図情報レベル500から5000までの場合は、付録７を標準とする。 

４ 地図情報レベル10000は基本測量における１万分１地形図図式を

標準とする。 

５ 地図情報レベルごとの地図項目の取得分類基準、数値地形図デー

タのファイル仕様、数値地形図データファイル説明書、分類コード

等は、付録７を使用することができる。 

６ 多言語による表記を行う場合は、付録８を標準とする。 

 

第２章 現地測量 

第１節  要旨 

（要旨） 

第108条 ［略］ 

 

（準拠する基準点） 

第109条 ［略］ 

 

（数値地形図データの地図情報レベル） 

第110条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第111条 ［略］ 

 

（機器及びシステム） 

第112条 ＴＳ等又はＧＮＳＳ測量機を用いて実施する現地測量に使用す

る機器及びシステムは、次表のもの又はこれと同等以上のものを標

準とする。 

機    器 性     能 読  取  範  囲 

３級トータルステーシ

ョン 
別表１による ― 

 

 

２ 地図情報レベル500から5000までの場合は、付録７を標準とする。 

３ 地図情報レベル10000は基本測量における１万分１地形図図式を

標準とする。 

４ 地図情報レベルごとの地図項目の取得分類基準、数値地形図デー

タのファイル仕様、数値地形図データファイル説明書、分類コード

等は、付録７を使用することができる。 

５ 多言語による表記を行う場合は、付録８を標準とする。 

 

第２章 現地測量 

第１節  要旨 

（要旨） 

第82条 ［略］ 

 

（準拠する基準点） 

第83条 ［略］ 

 

（数値地形図データの地図情報レベル） 

第84条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第85条 ［略］ 

 

（機器及びシステム） 

第86条 ＴＳ等又はＧＮＳＳ測量機を用いて実施する現地測量及びデー

タファイルの作成に使用する機器及びシステムは、次表のもの又は

これと同等以上のものを標準とする。 

機    器 性     能 読  取  範  囲 

３級トータルステーシ

ョン 
別表１による ― 
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２級ＧＮＳＳ測量機 

３級セオドライト 

測距儀 

３級レベル 

２級標尺 

デジタイザ 
分解能 0.1mm 以内 
読取精度 0.3mm 以内 

計測基図の図郭内の読
取りが可能なこと 

スキャナ 
分解能 0.1mm 以内 
読取精度 0.25％以内
(任意の２点間)  

計測基図の図郭内の読
取りが可能なこと 

自動製図機（プリンタ

等） 

描画精度 0.1mm 以内 
位置精度 0.2mm 以内 

― 

図形編集装置 
電子計算機及びスクリーンモニター、必要に応
じてデジタイザで構成されるもの。 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第113条 ［略］ 

 

第３節  基準点の設置 

（要旨） 

第114条 ［略］ 

２ 基準点の配点密度は、既設点を含め、次表を標準とする。ただし、

長狭な地域については、延長と幅を考慮し、配点密度を定めるもの

とする。  

10,000 ㎡当たりの配点密度 

地域 
地図情報レベル 

市街地 市街地近郊 山地 

250 7 点 6 点 7 点 

500 6 点 5 点 6 点 

1000 5 点 4 点 4 点 

３ ［略］ 

２級ＧＮＳＳ測量機 

３級セオドライト 

測距儀 

３級レベル 

２級標尺 

デジタイザ 
分解能 0.1mm 以内 
読取精度 0.3mm 以内 

計測基図の図郭内の読
取りが可能なこと 

スキャナ 
分解能 0.1mm 以内 
読取精度 0.25％以内
(任意の２点間) 

計測基図の図郭内の読
取りが可能なこと 

自動製図機（プリンタ

等） 

描画精度 0.1mm 以内 
位置精度 0.2mm 以内 

― 

図形編集装置 
電子計算機及びスクリーンモニター、必要に応
じてデジタイザで構成されるもの。 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第87条 ［略］ 

 

第３節  基準点の設置 

（要旨） 

第88条  ［略］ 

２ 基準点の配点密度は、既設点を含め、次表を標準とする。ただし、

長狭な地域については、延長と幅を考慮し、配点密度を定める。 

  

10,000 ㎡あたりの配点密度 

地域 
地図情報レベル 

市街地 市街地近郊 山地 

250 7 点 6 点 7 点 

500 6 点 5 点 6 点 

1000 5 点 4 点 4 点 

３ ［略］ 
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第４節 細部測量 

（要旨） 

第115条 本章において「細部測量」とは、基準点又は次条第１項のＴＳ

点にＴＳ等又はＧＮＳＳ測量機を整置し、地形、地物等を測定し、

数値地形図データを取得する作業をいう。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

 

第１款 ＴＳ点の設置 

（ＴＳ点の設置） 

第116条 ［略］ 

 

（ＴＳ等を用いるＴＳ点の設置） 

第117条 ［略］ 

 

（キネマティック法又はＲＴＫ法によるＴＳ点の設置） 

 第118条 キネマティック法又はＲＴＫ法によるＴＳ点の設置は、基準点

にＧＮＳＳ測量機を整置し、放射法により行うものとする。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 標高を求める場合は、ジオイド・モデルより求めたジオイド高を

用いて、楕円体高を補正して求めるものとする。 

 

 

（ネットワーク型ＲＴＫ法によるＴＳ点の設置） 

第119条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 標高を求める場合は、ジオイド・モデルより求めたジオイド高を

用いて、楕円体高を補正して求めるものとする。 

第４節 細部測量 

（要旨） 

第89条 本節において「細部測量」とは、基準点又は次条第１項のＴＳ点

にＴＳ等又はＧＮＳＳ測量機を整置し、地形、地物等を測定し、数

値地形図データを取得する作業をいう。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

 

第１款 ＴＳ点の設置 

（ＴＳ点の設置） 

第90条 ［略］ 

 

（ＴＳ等を用いるＴＳ点の設置） 

第91条 ［略］ 

 

（キネマティック法又はＲＴＫ法を用いるＴＳ点の設置） 

第92条 キネマティック法又はＲＴＫ法を用いるＴＳ点の設置は、基準点

にＧＮＳＳ測量機を整置し、放射法により行うものとする。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 標高を求める場合は、国土地理院が提供するジオイド・モデルよ

り求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めるものとす

る。 

 

（ネットワーク型ＲＴＫ法によるＴＳ点の設置） 

第93条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 標高を求める場合は、国土地理院が提供するジオイド・モデルよ

り求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めるものとす
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第２款 地形、地物等の測定 

（要旨） 

第120条 ［略］ 

 

（ＴＳ等を用いる地形、地物等の測定） 

第121条 ［略］ 

２ ［略］  

３ ［略］ 

一 ［略］ 

二 標高点の密度は、地図情報レベルに４センチメートルを乗じた

値を辺長とする格子に 1点を標準とし、標高点の数値はセンチメ

ートル位で表示するものとする。 

三 ［略］ 

四 ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

 

（キネマティック法又はＲＴＫ法による地形、地物等の測定） 

第122条 ［略］ 

２ ［略］  

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ 標高を求める場合は、ジオイド・モデルより求めたジオイド高を

用いて、楕円体高を補正して求めるものとする。 

る。 

 

第２款 地形、地物等の測定 

（要旨） 

第94条 ［略］ 

 

（ＴＳ等を用いる地形、地物等の測定） 

第95条 ［略］ 

２ ［略］  

３ ［略］ 

一 ［略］ 

二 標高点の密度は、地図情報レベルに４センチメートルを乗じた

値を辺長とする格子に 1点を標準とし、標高点数値はセンチメー

トル位で表示するものとする。 

三 ［略］ 

四 ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

 

（キネマティック法又はＲＴＫ法による地形、地物等の測定） 

第96条 ［略］ 

２ ［略］  

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ 標高を求める場合は、国土地理院が提供するジオイド・モデルよ

り求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めるものとす
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（ネットワーク型ＲＴＫ法による地形、地物等の測定） 

第123条  ［略］ 

２ 地形、地物等の測定は、第121条第２項から第７項までの規定を

準用する。 

３ ［略］ 

４ 単点観測法による場合は、第119条第４項の規定を準用する。 

５ 標高を求める場合は、ジオイド・モデルより求めたジオイド高を

用いて、楕円体高を補正して求めるものとする。 

 

 

第５節 数値編集 

（要旨） 

第124条 本章において「数値編集」とは、細部測量の結果に基づき、図

形編集装置を用いて地形、地物等の数値地形図データを編集し、編

集済データを作成する作業をいう。 

 

（数値編集の点検） 

第125条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 数値編集の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

 

第６節 補備測量 

（要旨） 

第126条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 補備測量の結果の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものと

する。 

る。 

 

（ネットワーク型ＲＴＫ法による地形、地物等の測定） 

第97条 ［略］ 

２ 地形、地物等の測定は、第95条第２項から第７項までの規定を準

用する。 

３ ［略］ 

４ 単点観測法による場合は、第93条第４項の規定を準用する。 

５ 標高を求める場合は、国土地理院が提供するジオイド・モデルよ

り求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めるものとす

る。 

 

第５節 数値編集 

（要旨） 

第98条 本節において「数値編集」とは、細部測量の結果に基づき、図形

編集装置を用いて、地物等の数値地形図データを編集し、編集済デ

ータを作成する作業をいう。 

 

（数値編集の点検） 

第99条 ［略］ 

２ ［略］ 

 

 

第６節 補備測量 

（要旨） 

第100条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 
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第７節 数値地形図データファイルの作成 

（要旨） 

第127条 本章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品

仕様書に従って編集済データから数値地形図データファイルを作

成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。 

 

第８節 品質評価 

（品質評価） 

第128条 ［略］ 

 

第９節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第129条 ［略］ 

 

（成果等） 

第130条 ［略］ 

 

第３章 地上レーザ測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第131条 「地上レーザ測量」とは、地上レーザスキャナを用いて地形、

地物等を観測し、数値地形図データを作成する作業をいう。 

 

（数値地形図データの地図情報レベル） 

第132条 地上レーザ測量により作成する数値地形図データの地図情報レ

ベルは、250及び500を標準とする。 

 

（地図情報レベルと観測条件） 

第133条 観測条件は、地図情報レベルに応じて次の各号により、設定す

るものとする。 

一 地形の観測条件は、放射方向のレーザ光を照射した地点（以下

第７節 数値地形図データファイルの作成 

（要旨） 

第101条 本節において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品

仕様書に従って編集済データから数値地形図データファイルを作

成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。 

 

第８節 品質評価 

（品質評価） 

第102条 ［略］ 

 

第９節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第103条 ［略］ 

 

（成果等） 

第104条 ［略］ 
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この章において「観測点」という。）の間隔によって決定するも

のとする。 

二 地物の観測条件は、放射方向の観測点間隔及びスポット長径に

よって決定するものとする。 

三 地上レーザスキャナの観測条件は、次表を標準とし、地物は放

射方向の観測点間隔又は放射方向のスポット長径のいずれかが

満たされているものとする。 

地図情報 

レベル 

地形 地物 

放射方向の観測
点間隔 

放射方向の観測
点間隔 

放射方向のスポ
ット長径(FWHM) 

250 330mm 25mm 50mm 

500 330mm 50mm 100mm 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第134条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。 

一 作業計画 

二 標定点の設置 

三 地上レーザ観測 

四 現地調査 

五 数値図化 

六 数値編集 

七 補測編集 

八 数値地形図データファイルの作成 

九 品質評価 

十 成果等の整理  

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第135条 作業計画は、第10条の規定によるほか、工程別に作成するもの

とする。 

 

第３節 標定点の設置 
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（要旨） 

第136条 本章において「標定点の設置」とは、座標変換により地上レー

ザスキャナに水平位置、標高及び方向を与えるための基準となる点

（以下この章において「標定点」という。）を設置する作業をいう。 

 

（標定点の配置） 

第137条 標定点は、地上レーザスキャナの設置位置とともに次の各号を

考慮し、適切に配置するものとする。 

一 作業地域の大きさ 

二 地上レーザスキャナの性能 

三 レーザ光の地形上でのスポット長径 

四 レーザ光の地物からの反射強度 

五 平面直角座標系への変換の方法 

２ 標定点は、地上レーザ観測の有効範囲の外に設置することを原則

とする。 

３ 標定点の数は、地上レーザ観測ごとに次の各号のとおりとする。 

一 相似変換による方法に用いる場合は４点以上 

二 後方交会による方法に用いる場合は３点以上 

４ 異なる地点から複数回、地上レーザ観測する場合には、標定点の

数は冗長性が保てる範囲で減らすことができる。 

５ 基準点は、標定点を兼ねることができる。 

 

（標定点の精度） 

第138条 標定点の精度は、数値地形図データの地図情報レベルに応じて、

次表を標準とする。 

精 度 
地図情報レベル  

水平位置 
（標準偏差） 

標高 
（標準偏差） 

250 0.1ｍ以内 0.1ｍ以内 

500 0.1ｍ以内 0.1ｍ以内 

 

（方法） 

第139条 標定点の設置は、第２章第４節第１款のＴＳ点の設置に準じた
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観測で求めることができる。 

 

（成果等） 

第140条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 標定点成果表 

二 地上レーザスキャナ・標定点配置図 

三 標定点測量簿及び同明細簿 

四 精度管理表 

五 その他の資料 

 

第４節 地上レーザ観測 

（要旨） 

第141条 本章において「地上レーザ観測」とは、地上レーザスキャナを

用いて地形、地物等を観測し、平面直角座標系に変換してオリジナ

ルデータを作成する作業をいう。 

 

（地上レーザスキャナ） 

第142条 地上レーザスキャナは、次の性能を有するものとする。 

一 地上レーザスキャナの距離観測方法は、ＴＯＦ（タイム・オブ・

フライト）方式又は位相差方式とすること。 

二 スポット径が分かること。 

三 観測点の水平及び垂直方向の角度の観測間隔が分かること。 

四 地形、地物等とレーザ光がなす角を入射角とし、標準的な地形、

地物等が入射角 1.5 度以上で観測できること。 

五 反射強度が取得できること。 

 

（方法） 

第143条 地上レーザ観測は、地形、地物等に対する方向、距離及び反射

強度を観測するものとする。 

２ 観測の方向は、地形の低い方から高い方への向きを原則とする。 

３ 観測は、方向、距離及び受光した反射強度を記録するものとする。 
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改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

４ 観測対象物は、標識、地形、地物等に分類し、これらの大きさ、

形状及び地上レーザスキャナからの距離に応じて観測を行うもの

とする。なお、標識とは、三次元観測データを取得するため、標定

点の上に設置する一時標識をいう。 

５ 観測方法は、次の各号を原則とする。 

一 平面直角座標系で観測する場合は、器械点と後視点による方法

を用いるものとする。 

二 局地座標系で観測する場合は、相似変換による方法又は後方交

会による方法を用いるものとする。 

６ 器械点と後視点による方法及び後方交会による方法を用いる場

合は、コンペンセータを備えた地上レーザスキャナを用いなければ

ならない。 

７ 反射強度が同等の地物が隣接する場合は、それらの境が濃淡とし

て捉えられるような措置をとることができるものとする。 

８ 一部の観測対象物のみを高密度で観測することができるものと

する。 

９ 同一箇所から複数回観測する場合は、それぞれ地上レーザスキャ

ナの器械高を変えることを原則とする。 

 

（標識の設置） 

第144条 標定点の上には、標識を設置することを原則とする。ただし、

標識と同等の観測精度が得られる地物を用いる場合は、この限りで

ない。 

２ 標識の形状及び大きさは、その中心が所定の精度で観測できるも

のでなければならない。 

３ 標識の形状及び反射特性は、地上レーザスキャナのメーカーが推

奨するものを使用することを原則とする。 

４ 標識の大きさは、地上レーザスキャナからの距離に応じて選択す

るものとする。 

５ 標識は、地上レーザスキャナに対して正対して設置しなければな

らない。 
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改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

（標識の観測） 

第145条 標識に照射された三次元観測データを用い、標識の中心を観測

する。 

 

（観測点の選定） 

第146条 数値図化に必要となる観測点を選定できるものとする。 

２ 観測点は、間隔に応じて間引きできるものとする。 

３ 観測点は、スポット長径に応じて除去することを原則とする。 

４ 観測点の選定は、第133条に規定する放射方向の観測点間隔及び

放射方向のスポット長径に準じて行うものとする。 

５ 内挿による観測点の微細化は、行ってはならない。 

 

（平面直角座標系への変換） 

第147条 局地座標系で観測した三次元観測データは、標定点等を使用し

て平面直角座標系へ変換し、オリジナルデータとするものとする。 

２ 平面直角座標系への変換における標定点の残差は、50ミリメート

ル以内とする。 

３ 平面直角座標系への変換の点検結果は、精度管理表にとりまとめ

るものとする。 

 

第５節 現地調査 

（要旨） 

第148条 本章において「現地調査」とは、地上レーザ観測で観測が困難

な各種表現事項、名称、観測不良箇所等を、現地において調査確認

する作業をいう。 

２ 観測不良箇所は、主に次の各号に定める範囲を調査する。 

一 他の地物による陰蔽範囲 

二 レーザ光の無反射範囲 

三 反射強度が同じ隣接地物  

 

（現地調査の実施） 
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改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第149条 現地調査は、次の各号による方法により実施するものとする。 

一 写真や写生による方法 

二 地上レーザ観測の濃淡図に整理する方法 

２ 写真や写生による方法では、各種表現事項等を写真や写生で記載

するものとする。 

３ 地上レーザ観測の濃淡図に整理する方法では、各種表現事項等を

地上レーザ観測の濃淡図に記載するものとする。 

４ 各種表現事項等は、必要に応じて明瞭な地物からオフセット値を

測定することを原則とする。 

 

（整理） 

第150条 現地調査の結果は、数値図化及び数値編集作業を考慮して、位

置が確認できるように整理するものとする。 

 

（成果等） 

第151条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 現地調査結果の整理資料 

二 その他の資料 

 

第６節 数値図化 

（要旨） 

第152条 本章において「数値図化」とは、現地調査の結果を基に地上レ

ーザ観測で得られたオリジナルデータから、地形、地物等の座標値

を取得し、数値図化データを記録する作業をいう。 

 

（数値図化システム） 

第153条 数値図化に使用するシステムの構成及びシステムの性能は､次

の各号を有するものとする。 

一 電子計算機、スクリーンモニター、マウス等を有すること。 

二 スクリーンモニターが複数の画面に分割できること。 

三 任意の視点からの三次元表示ができること。 
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改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

四 Ｘ、Ｙ、Ｚの座標値と所定のコードが入力及び記録できる機能

を有すること。 

 

（取得する座標値の位） 

第154条 数値図化における地上座標値は、0.01メートル位とする。  

 

（細部数値図化） 

第155条 細部数値図化は、線状対象物、建物、植生の順序で行い、等高

線は地形図化で行うものとする。 

２ 分類コードは、付録７の数値地形図データ取得分類基準を標準と

する。 

３ 数値図化は、オリジナルデータの上方からの正射影を基図とし、

断面図や陰影図を参考に行うものとする。 

４ 濃淡不足、陰蔽等の障害により判読困難な部分又は図化不能部分

がある場合は、その部分の範囲を明示し、必要に応じて補測編集を

行う場合の注意事項を記載するものとする。 

 

（地形図化） 

第156条 地形図化は、オリジナルデータより行うものとする。 

２ 分類コードは、付録７の数値地形図データ取得分類基準を標準と

する。 

３ 変形地は、可能な限り等高線で取得し、その状況によって変形地

記号を取得するものとする。 

４ 等高線は、主曲線だけでは地形を適切に表現できない部分につい

ては補助曲線等を取得するものとする。 

５ 陰蔽等の観測不良により図化不能部分がある場合は、その部分の

範囲を明示し、必要に応じて補測編集を行う場合の注意事項を記載

するものとする。 

６ オリジナルデータは、等高線間隔で段彩表現することを原則とす

る。 
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改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

（標高点の選定） 

第157条 標高点は、地形判読の便を考慮して次のとおり選定するものと

する。 

一 道路の主要な分岐点 

二 河川の合流点及び広い河川敷 

三 主な傾斜の変換点 

四 その付近の一般面を代表する地点 

五 凹地の読定可能な最深部 

六 その他地形を明確にするために必要な地点 

２ 標高点は、等密度に分布するよう配置に努め、その密度は、地図

情報レベルに４センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に１

点を標準とする。 

 

（標高点の観測） 

第158条 標高の観測は、オリジナルデータからの読み取りを原則とする。 

２ オリジナルデータの間隔が広く、適切な位置に観測点がない場合

には、周辺の観測点から内挿するものとする。 

 

（数値図化データの点検） 

第159条 数値図化データの点検は、第152条から前条までの工程で作成さ

れた数値図化データをスクリーンモニターに表示させて、オリジナ

ルデータ等を用いて行うものとする。 

２ 数値図化データの点検は、必要に応じて地図情報レベルの相当縮

尺の出力図を用い、次の項目について行うものとする。 

一 取得の漏れ及び過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無 

二 接合の良否 

三 標高点の位置及び密度並びに観測値の良否 

四 地形表現データの整合 

３ 数値図化データの点検結果は、精度管理表にとりまとめるものと

する。 
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改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第７節 数値編集 

（要旨） 

第160条 本章において「数値編集」とは、現地調査等の結果に基づき、

図形編集装置を用いて地形、地物等の数値地形図データを編集し、

編集済データを作成する作業をいう。 

 

（数値編集の点検） 

第161条 数値編集の点検は、編集済データ及び編集済データの出力図を

用いて行うものとし、数値編集済データは、スクリーンモニターを

用い、編集済データの出力図は自動製図機等による出力図を用いて

行うものとする。 

２ 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により

行うものとする。 

３ 数値編集の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

 

第８節 補測編集 

（要旨） 

第162条 本章において「補測編集」とは、数値図化で生じた判読困難な

部分又は図化不能な部分を現地測量にて補備し、数値編集済データ

を編集する作業をいう。 

２ 補測編集は、必要に応じて行うものとする。 

 

（方法） 

第163条 補測編集は、第203条第２項に準拠するものとする。 

 

（整理） 

第164条 補測編集の調査結果は、数値図化出力図に整理することを原則

とする。 

 

第９節 数値地形図データファイルの作成 

（要旨） 
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改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第 165 条 本章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品

仕様書に従って補測編集済データから数値地形図データファイル

を作成し、オリジナルデータ等とともに電磁的記録媒体に記録する

作業をいう。 

 

第１０節 品質評価 

（品質評価） 

第166条 数値地形図データファイルの品質評価は、第43条の規定を準用

する。 

 

第１１節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第167条 数値地形図データファイルのメタデータの作成は、第44条の規

定を準用する。 

 

（成果等） 

第168条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 数値地形図データファイル 

二 三次元観測データ 

三 オリジナルデータ 

四 観測図 

五 精度管理表 

六 品質評価表 

七 メタデータ 

八 その他の資料 

 

 

第４章 車載写真レーザ測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第169条 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 車載写真レーザ測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第105条 ［略］ 
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改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

（数値地形図データの地図情報レベル） 

第170条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第171条 ［略］ 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第172条 ［略］ 

 

第３節 調整点の設置 

（要旨） 

第173条 本章において「調整点の設置」とは、既知点のほかに解析結果

の点検や調整処理に必要な水平位置及び標高の基準となる点（以下

「調整点」という。）を設置する作業をいう。 

 

（調整点の設置） 

第174条 ［略］ 

 

（調整点の精度） 

第175条 ［略］ 

 

（方法） 

第176条 調整点の設置は、第２編第２章の基準点測量に準じた観測、又

は第２章第４節第１款のＴＳ点の設置に準じて行うものとする。た

だし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内において、既知点間

の距離、調整点間の距離、路線長等は、この限りでない。  

 

第４節 移動取得及びデータ処理 

第１款 移動取得 

（要旨） 

（数値地形図データの地図情報レベル） 

第106条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第107条 ［略］ 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第108条 ［略］ 

 

第３節 調整点の設置 

（要旨） 

第109条 本章において「調整点の設置」とは、既設点のほかに解析結果

の点検や調整処理に必要な水平位置及び標高の基準となる点（以下

「調整点」という。）を設置する作業をいう。 

 

（調整点の設置） 

第110条 ［略］ 

 

（調整点の精度） 

第111条 ［略］ 

 

（方法） 

第112条 調整点の設置は、第２編第２章の基準点測量に準じた観測、ま

たは、第３編第２章第４節第１款のＴＳ点の設置に準じて行うもの

とする。ただし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内において、

既知点間の距離、調整点間の距離、路線長等は、この限りでない。 

 

第４節 移動取得及びデータ処理 

第１款 移動取得 

（要旨） 
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改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第177条 ［略］ 

 

（車載写真レーザ測量システム） 

第178条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ＩＭＵは、センサ部のローリング、ピッチング、ヘディングの３

軸の傾き及び加速度が計測可能で、データ取得間隔を含む性能は、

次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有すること。 

セ ン サ 部 性  能 

ロ ー リ ン グ 0.05 度 

ピ ッ チ ン グ 0.05 度 

ヘ デ ィ ン グ 0.15 度 

データ取得間隔 0.01 秒 

 
５ 数値図化用データ取得装置は、次の性能を有するものを標準とす
る。 

一 ［略］ 

二 レーザ測距装置の数値図化範囲における正射影の最少点群密

度は、次のとおりとする。  

イ レーザ点群のみによる数値図化に用いる場合は、400点／平

方メートル以上であること。 

ロ 複合表示による立体的構造を持つ地物の数値図化及び距離

を得るために用いる場合は、50点／平方メートル以上であるこ

と。 

ハ 複合表示による平面的構造を持つ地物の数値図化に用いる

場合は、25点／平方メートル以上であること。 

三 ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

 

 

第113条 ［略］ 

 

（車載写真レーザ測量システム） 

第114条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 数値図化用データ取得装置は、次の性能を有するものを標準とす

る。 

一 ［略］ 

二 レーザ測距装置の数値図化範囲における正射影の最少点群密

度は、次のとおりとする。 

イ レーザ点群のみによる数値図化に用いる場合は、４００点

/m2以上であること。 

ロ 複合表示による立体的構造を持つ地物の数値図化及び距離

を得るために用いる場合は、５０点/m2以上であること。 

 

ハ 複合表示による平面的構造を持つ地物の数値図化に用いる

場合は、２５点/m2以上であること。 

三 ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 
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改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

（キャリブレーション） 

第179条 ［略］ 

２ 固定式システムとは、車載写真レーザ測量システムを構成する機

器の空間的配置を、作業者が変更できないものをいう。ＧＮＳＳ測

量機、ＩＭＵ、レーザ測距装置等の機器を一つの筐
きょう

体に固定し、

筐体ごと車両に着脱できるシステムを含む。 

３ ［略］ 

 

（移動取得計画） 

第180条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 固定局は、取得区間との基線距離を原則10キロメートル以内と

し、やむを得ない場合でも30キロメートルを超えないものとす

る。なお、固定局には、電子基準点を用いることができる。 

 

（移動取得） 

第181条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ＧＮＳＳ測量機の初期化は、ＧＮＳＳ衛星の最低高度角15度

を標準とする。 

 三 ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

 

（既知点との整合） 

第182条 ［略］ 

２ 既知点との整合の確認及び方法は、第119条第４項に準じて行う

ものとする。 

３ 標高を求める場合は、ジオイド・モデルより求めたジオイド高を

（キャリブレーション） 

第115条 ［略］ 
２ 固定式システムとは、車載写真レーザ測量システムを構成する機
器の空間的配置を、作業者が変更できないものをいう。 

 

 

３ ［略］ 

 

（移動取得計画） 

第116条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 固定局は、取得区間との基線距離を原則１０キロメートル以内

とし、やむを得ない場合でも３０キロメートルを超えないものと

する。なお、固定局には、電子基準点を用いることができる。 

 

（移動取得） 

第117条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ＧＮＳＳ測量機の初期化は、ＧＮＳＳ衛星の最低高度角１５

度を標準とする。 

三 ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

 

（既知点との整合） 

第118条 ［略］ 

２ 既知点との整合の確認及び方法は、第93条第４項に準じて行うも

のとする。 

３ 標高を求める場合は、国土地理院が提供するジオイド・モデルよ
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用いて、楕円体高を補正して求めるものとする。 

 

 

（取得結果の点検及び再移動取得） 

第183条 ［略］ 

 

第２款 データ処理 

（要旨） 

第184条 ［略］ 

 

（解析処理） 

第185条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 解析処理の結果の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものと

する。 

 

（数値図化用データの作成） 

第186条 ［略］ 

 

（数値図化用データの点検） 

第187条 ［略］ 

 

（数値図化用データの調整処理） 

第188条 ［略］ 

 

（調整処理結果の点検） 

第189条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 調整処理結果の点検の許容範囲は、第187条第４項に準ずるもの

り求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めるものとす

る。 

 

（取得結果の点検及び再移動取得） 

第119条 ［略］ 

 

第２款 データ処理 

（要旨） 

第120条 ［略］ 

 

（解析処理） 

第121条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

 

 

 

（数値図化用データの作成） 

第122条 ［略］ 

 

（数値図化用データの点検） 

第123条 ［略］ 

 

（数値図化用データの調整処理） 

第124条 ［略］ 

 

（調整処理結果の点検） 

第125条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 調整処理結果の点検の許容範囲は、第123条第４項に準じるもの
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とする。 

５ 調整処理結果の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものとす

る。 

 

（数値図化用データの再作成又は補正） 

第190条 ［略］ 

 

（合成） 

第191条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四 第188条第１項第二号により調整点から車載写真レーザ測量シ

ステムの軌跡を算出し、それぞれの数値図化用データが再作成さ

れた場合には、座標変換を行わずに合成ができるものとする。 

３ ［略］ 

 

（合成結果の点検） 

第192条 ［略］ 

 

（数値図化用データの整理） 

第193条 ［略］ 

一 第186条各号により作成された数値図化用データは、水平位置

並びに標高及び色又は反射強度を付加した三次元点群データと

して整理するものとする。 

二 ［略］ 

 

第５節 数値図化 

（要旨） 

第194条 本章において「数値図化」とは、車載写真レーザ測量用数値図

とする。 

 

 

 

（数値図化用データの再作成又は補正） 

第126条 ［略］ 

 

（合成） 

第127条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四 第124条第１項第二号により調整点から車載写真レーザ測量シ

ステムの軌跡を算出し、それぞれの数値図化用データが再作成さ

れた場合には、座標変換を行わずに合成ができるものとする。 

３ ［略］ 

 

（合成結果の点検） 

第128条 ［略］ 

 

（数値図化用データの整理） 

第129条 ［略］ 

一 第122条各号により作成された数値図化用データは、水平位置

並びに標高及び色又は反射強度を付加した三次元点群データと

して整理するものとする。 

二 ［略］ 

 

第５節 数値図化 

（要旨） 

第130条 本節において「数値図化」とは、車載写真レーザ測量用数値図
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化機を用いて、地図情報を数値形式で取得し、数値図化データを記

録する作業をいう。 

 

（車載写真レーザ測量用数値図化機） 

第195条 ［略］ 

 

（取得する座標値の単位） 

第196条 ［略］ 

 

（数値図化範囲） 

第197条 数値図化範囲は道路縁内を原則とし、車載写真レーザ測量シス

テムの性能が数値地形図データの精度の許容範囲を超えない範囲

で道路縁外も数値図化できるものとする。 

２ ［略］ 

 

（細部数値図化） 

第198条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 接合は、第326条に準拠して行うことを原則とする。 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

 

（数値図化用データの使用範囲） 

第199条 ［略］ 

 

（標高点の選定） 

第200条 ［略］ 

 

（数値図化データの点検） 

化機を用いて、地図情報を数値形式で取得し、数値図化データを記

録する作業をいう。 

 

（車載写真レーザ測量用数値図化機） 

第131条 ［略］ 

 

（取得する座標値の単位） 

第132条 ［略］ 

 

（数値図化範囲） 

第133条 数値図化範囲は道路縁内を原則とし、車載写真レーザ測量シス

テムの性能が数値地形図データの精度の規定値を超えない範囲で

道路縁外も数値図化できるものとする。 

２ ［略］ 

 

（細部数値図化） 

第134条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 接合は、第226条に準拠して行うことを原則とする。 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

 

（数値図化用データの使用範囲） 

第135条 ［略］ 

 

（標高点の選定） 

第136条 ［略］ 

 

（数値図化データの点検） 
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第201条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 数値図化データの点検結果は、精度管理表にとりまとめるものと

する。 

 

第６節 現地補測 

（要旨） 

第202条 本章において「現地補測」とは、数値図化データの出力図を用

いて数値地形図データを作成するために必要な各種表現事項及び

名称等について、地図情報レベルを考慮して現地において確認及び

補測し、数値編集に必要な現地補測データを作成する作業をいう。 

 

（方法） 

第203条 ［略］ 

一 ［略］ 

二 数値図化作業において生じた疑問事項及び重要な表現事項 

 

三 境界及び注記 

四 各種表現対象物の表現の誤り及び脱落 

２ ［略］ 

 

（出力図の作成） 

第204条 ［略］ 

 

（現地補測結果の点検） 

第205条 現地補測の結果の点検は、現地補測データ及び前条の規定によ

り作成した出力図を用い、第203条第１項に規定する事項について

行うものとする。 

２ 現地補測の点検は、第２章第４節の細部測量により行うものとす

る。 

３ 現地補測の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

第137条 ［略］ 

２ ［略］ 

 

 

 

第６節 現地補測 

（要旨） 

第138条 本節において「現地補測」とは、数値図化データの出力図を用

いて数値地形図データを作成するために必要な各種表現事項及び

名称等について、地図情報レベルを考慮して現地において確認及び

補測し、数値編集に必要な現地補測データを作成する作業をいう。 

 

（方法） 

第139条 ［略］ 

一 ［略］ 

二 編集作業において生じた疑問事項及び重要な表現事項 

三 編集困難な事項 

四 境界及び注記 

五 各種表現対象物の表現の誤り及び脱落 

２ ［略］ 

 

（出力図の作成） 

第140条 ［略］ 

 

（現地補測結果の点検） 

第141条 現地補測の結果の点検は、現地補測データ及び前条の規定によ

り作成した出力図を用い、第139条第１項に規定する事項について

行うものとする。 

２ 細部測量の点検は、第２章第４節の細部測量により行うものとす

る。 
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第７節 数値編集 

（要旨） 

第206条 本章において「数値編集」とは、現地補測等の結果に基づき、

図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを作

成する作業をいう。 

 

（数値編集） 

第207条 ［略］ 

 

（数値編集結果の点検） 

第208条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 数値編集の結果の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものと

する。 

 

第８節 数値地形図データファイルの作成 

（要旨） 

第209条 本章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品

仕様書に従って編集済データから数値地形図データファイルを作

成し、三次元点群データとともに電磁的記録媒体に記録する作業を

いう。 

 

第９節 品質評価 

（品質評価） 

第210条 ［略］ 

 

第１０節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第211条 ［略］ 

 

（成果等） 

第７節 数値編集 

（要旨） 

第142条 本節において「数値編集」とは、現地補測等の結果に基づき、

図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを作

成する作業をいう。 

 

（数値編集） 

第143条 ［略］ 

 

（数値編集結果の点検） 

第144条 ［略］ 

２ ［略］ 

 

 

 

第８節 数値地形図データファイルの作成 

（要旨） 

第145条 「数値地形図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従っ

て編集済データから数値地形図データファイルを作成し、電磁的記

録媒体に記録する作業をいう。  

 

 

第９節 品質評価 

（品質評価） 

第146条 ［略］ 

 

第１０節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第147条 ［略］ 

 

（成果等） 
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第212条 ［略］ 

２ 外部標定要素付き写真を測量成果とする場合には、個人情報の保

護及びプライバシーに配慮する。 

 

第５章 ＵＡＶ写真測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第213条 「ＵＡＶ写真測量」とは、無人航空機（以下「ＵＡＶ」という。）

により地形、地物等を撮影し、その数値写真を用いて数値地形図デ

ータを作成する作業をいう。 

 

（数値地形図データの地図情報レベル） 

第214条 ＵＡＶ写真測量により作成する数値地形図データの地図情報レ

ベルは、250及び500を標準とする。 

２ 地図情報レベル1000よりも大きい数値地形図データを作成する

場合は、次条第一号から第四号までの工程は地図情報レベル500の

規定に基づいて行い、同条第五号から第十一号までの工程は作成す

る数値地形図データの地図情報レベルに応じた規定に基づいて行

うものとする。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第215条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。 

一 作業計画 

二 標定点の設置 

三 撮影 

四 空中三角測量 

五 現地調査 

六 数値図化 

七 数値編集 

八 補測編集 

九 数値地形図データファイルの作成 

第148条 ［略］ 

２ 外部標定要素付き写真を測量成果とする場合には、個人情報の保

護及びプライバシーに配慮するものとする。 
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十 品質評価 

十一 成果等の整理  

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第216条 作業計画は、第10条の規定によるほか、工程別に作成するもの

とする。 

 

第３節 標定点の設置 

（要旨） 

第217条 本章において「標定点の設置」とは、空中三角測量に必要とな

る水平位置及び標高の基準となる点（以下この章において「標定点」

という。）を設置する作業をいう。 

２ 標定点には対空標識を設置する。 

 

（標定点の精度） 

第218条 標定点の精度は、数値地形図データの地図情報レベルに応じて、

次表を標準とする。 

精度 

地図情報レベル 

水平位置 

（標準偏差） 

標高 

（標準偏差） 

250 0.1ｍ以内 0.1ｍ以内 

500 0.1ｍ以内 0.1ｍ以内 

 

（対空標識の規格及び設置等） 

第219条 対空標識は、数値写真上で確認できるように、地上画素寸法等

を考慮し、形状、寸法、色等を選定するものとする。 

一 対空標識の模様は、次を標準とする。 

 

★型   Ｘ型    ＋型     円型 
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二 対空標識の辺長又は円形の直径は、撮影する数値写真に 15 画

素以上で写る大きさを標準とする。 

三 対空標識の色は白黒を標準とし、状況により黄黒とする。 

四 円型の対空標識を設置した標定点は、自動測定することを原則

とする。 

２ 対空標識の設置に当たっては、次の各号に定める事項に留意す

る。 

一 対空標識は、あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得て

設置する。 

二 ＵＡＶから明瞭に撮影できるよう上空視界を確保する。 

三 設置する地点の状態が良好な地点を選ぶものとする。 

四 数値写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定でき

る場合は、その構造物を標定点及び対空標識に代えることができ

る。 

３ 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに回収し現状を回

復するものとする。 

 

（標定点の配置） 

第220条 標定点は、作業地域の形状、撮影コースの設定、作業地域及び

その周辺の土地被覆を考慮し、適切に配置するものとする。 

２ 撮影が単コースの場合には、標定点は次の各号の条件を満たすよ

うに配置することを標準とする。 

一 標定点の配置は、コースの両端のステレオモデルに上下各１点

及び両端のステレオモデル以外では、コース内に均等に配置する

ことを標準とする。 

二 水平位置（ＮＨ）及び標高（ＮＶ）の標定点数は、次の式を標

準とする。 

ＮＨ＝ＮＶ＝（ｎ／２）＋２ 

なお、ｎはステレオモデル数とし、（ ）の中の計算終了時の小

数部は切り上げるものとする。 
３ 撮影が複数コースの場合には、標定点は次の各号の条件を満たす
ように配置することを標準とする。なお、撮影区域の形状は矩

く

形を
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標準とする。また、水平位置の標定点と標高の標定点は兼ねること
ができる。 

一 水平位置の標定点の配置は、ブロックの四隅に必ず配置すると

ともに、両端のコースについては６ステレオモデルに１点、その

他のコースについては３コースごとの両端のステレオモデルに

１点、ブロック内の位置精度を考慮して30ステレオモデルに１点

を均等の割合で配置することを標準とする。 

二 水平位置の標定点数（ＮＨ）は、次の式を標準とする。 

ＮＨ＝４＋２｛（ｎ－６）／６}＋２｛（ｃ－３）／３}＋｛（ｎ

－６）（ｃ－３）／30｝ 

なお、ｎは１コース当たりの平均ステレオモデル数、ｃはコース

数、{ ｝の中の計算終了時の小数部は切り上げ、負になる場合

は０とする。 

三 標高の標定点の配置は、２コースごとの両端ステレオモデルに

１点ずつ配置するほか、12ステレオモデルに１点の割合で各コー

スに均一に配置することを標準とする。 

四 標高の標定点数は、次の式を標準とする。 

ＮＶ＝（ｎ／12）ｃ＋２（ｃ／２） 

なお、ｎは１コース当たりの平均ステレオモデル数、ｃはコース

数、（ ）の中の計算終了時の小数部は切り上げ、計算されたＮ

Ｖが二号で計算されたＮＨより小さい場合は、ＮＶはＮＨと同数

とする。 

４ 標定点の配置計画は、撮影計画図の上に作成するものとする。 

 

（方法） 

第221条 標定点の設置は、次の各号のとおりとする。 

一 水平位置は、第２編第２章の基準点測量に準じた観測、又は第

３編第２章第４節第１款のＴＳ点の設置に準じた観測で求める

ことができる。 

二 標高は、第２編第３章で規定する簡易水準測量に準じた観測、

又は第３編第２章第４節第１款のＴＳ点の設置に準じた観測で

求めることができる。 
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（成果等） 

第222条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 標定点成果表 

二 標定点配置図 

三 標定点測量簿及び同明細簿 

四 精度管理表 

五 その他の資料 

 

第４節 撮影 

（要旨） 

第223条 本章において「撮影」とは、ＵＡＶを用いて測量用数値写真を

撮影する作業をいう。 

 

（使用するＵＡＶの性能等） 

第224条 撮影に使用するＵＡＶは、次の各号の性能及び機能を有するも

のを標準とする。 

一 自律飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備していること。 

二 航行能力は、利用が想定される撮影区域の地表風に耐えること

ができること。 

三 撮影時の機体の振動や揺れを補正し、デジタルカメラの向きを

安定させることができること。 

 

（使用するデジタルカメラの性能等） 

第225条 撮影に使用するデジタルカメラの本体は、次の各号の性能及び

機能を有することを標準とする。 

一 焦点距離、露光時間、絞り、ＩＳＯ感度が手動で設定できるこ

と。 

二 レンズの焦点の距離を調整したり、レンズのブレ等を補正した

りする自動処理機能を解除できること。 

三 焦点距離や露光時間等の情報が確認できること。 

四 十分な記録容量を確保できること。 
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五 撮像素子サイズ及び記録画素数の情報が確認できること。 

２ 撮影に使用するデジタルカメラのレンズは、単焦点のものを標準

とする。 

３ 撮影した画像は、非圧縮形式で記録することを標準とする。 

 

（独立したカメラキャリブレーション） 

第226条 撮影に使用するデジタルカメラは、独立したカメラキャリブレ

ーションを行ったものでなければならない。 

２ 独立したカメラキャリブレーションは、三次元のターゲットを用

いて行うことを標準とする。 

３ 独立したカメラキャリブレーションを行ったデジタルカメラで

撮影した画像の画像座標の残差は、0.1 画素以内とする。 

４ 独立したカメラキャリブレーションにより求める値は、焦点距

離、画像中心からの主点位置のズレ、放射方向の歪
ひず

み量及び接線方

向の歪み量を標準とする。 

５ 撮影に使用するデジタルカメラは、独立したカメラキャリブレー

ションを行った状態を維持するものとする。 

６ 独立したカメラキャリブレーションで作成する誤差モデルは、こ

れを使用するソフトに適合していなければならない。 

７ 作成する誤差モデルは、バンドル調整プログラムに適したもので

なければならない。 

８ 独立したカメラキャリブレーションは、撮影前に実施することを

標準とするが、撮影後に実施することもできるものとする。 

９ 二次元ターゲットを用いて独立したカメラキャリブレーション

を行う場合は、三次元ターゲットと同様に異なる方向からターゲッ

トを撮影し、焦点距離を正しく補正しなければならない。 

 

（撮影計画） 

第227条 撮影計画は、撮影区域ごとに、作成する数値地形図データの地

図情報レベル、地上画素寸法、対地高度、使用機器、地形形状、土

地被覆、気象条件等を考慮して立案し、撮影計画図としてまとめる

ものとする。 
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２ 撮影する数値写真の地上画素寸法は、作成する数値地形図データ

の地図情報レベルに応じて、次表を標準とする。 

 

地図情報レベル 地上画素寸法 

250 0.02ｍ以内 

500 0.03ｍ以内 

３ 対地高度は、｛（地上画素寸法）÷（使用するデジタルカメラの１

画素のサイズ）×（焦点距離）｝以下とし、地形や土地被覆、使用

するデジタルカメラ等を考慮して決定するものとする。 

４ 撮影基準面は、撮影区域に対して一つを定めるが、高低差の大き

い地域にあっては、数コース単位に設定することができる。 

５ デジタルカメラの焦点距離は、レンズの特性や地形等の状況によ

って決定するものとし、決定した焦点距離は、撮影終了まで固定す

るものとする。 

６ ＵＡＶの飛行速度は、数値写真が記録できる時間以上に撮影間隔

がとれる速度とする。 

７ 同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。 

８ 同一コース内の隣接数値写真との重複度は60パーセント、隣接コ

ースの数値写真との重複度は30パーセントを標準とする。 

９ コースの位置及び隣接数値写真との重複度は、次の各号に配慮す

るものとする。 

一 実体空白部を生じないようにする。 

二 隠蔽部ができる限り少なくなるようにする。 

三 パスポイント及びタイポイントが選点しがたい土地被覆がな

い。 

１０ 撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わり

の撮影区域外に１ステレオモデル以上設定する。 

１１ 撮影計画は、撮影時の明るさや風速、風向、地形、地物等の経

年変化等により、現場での見直しが生じることを考慮しておく。 

 

（機器の点検と撮影計画の確認） 
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第228条 ＵＡＶを飛行させるに当たっては、撮影計画の実際への適合性

を確認する飛行を行い、機器の点検と撮影計画の確認を行うものと

する。 

２ 機器の点検は、次の各号について行うものとする。 

一 ＵＡＶの外観 

二 ＵＡＶのネジの締付状態 

三 バッテリの状態 

四 送信機の状態 

五 デジタルカメラの装着状態 

六 デジタルカメラの設定 

３ 撮影計画の確認は、次の各号について行うものとする。 

一 露光時間、感度等の撮影条件 

二 撮影区域の地形、地物等の状況等を踏まえた撮影コース、対地

高度の見直し 

 

（撮影飛行） 

第229条 撮影飛行は、次の各号により行うものとする。 

一 計画対地高度及び計画撮影コースを保持するものとする。計画

対地高度に対する実際の飛行の対地高度のずれは、10パーセント

以内とする。 

二 離着陸以外は、自律飛行で行うことを標準とする。 

三 機体に異常が見られた場合は、ただちに撮影飛行を中止する。 

四 他のＵＡＶ等の接近が確認された場合には、ただちに撮影飛行

を中止する。 

 

（撮影結果の点検） 

第230条 撮影結果の点検は、撮影の直後に現地において行うものとする。 

２ 撮影結果の点検は、次の各号について行い、精度管理表等を作成

し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。 

一 撮影区域 

二 数値写真の画質 
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三 隣接数値写真間の重複度 

四 隣接数値写真間の地上画素寸法較差 

五 隠蔽部の有無 

六 全ての標定点が適切に撮影できているか 

３ 撮影結果の点検は、全ての数値写真を対象に行うものとする。 

４ 数値写真の画質は、ボケ、ブレ、ノイズ等について点検するもの

とする。 

５ 数値写真間の重複度は、数値写真を撮影された関係で並べて点検

するものとする。 

６ 隠蔽部の有無は、立体図化に障害がないかを点検するものとす

る。 

 

（再撮影） 

第231条 撮影結果の点検により、再撮影の必要がある場合は、それらの

箇所について速やかに行うものとする。 

 

（成果等） 

第232条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 撮影計画図 

二 独立したカメラキャリブレーションで得られる成果一式 

三 数値写真 

四 撮影記録 

五 撮影標定図 

六 精度管理表 

七 その他の資料 

 

第５節 空中三角測量 

（要旨） 

第233条 「空中三角測量」とは、撮影した数値写真、標定点、パスポイ

ント及びタイポイントの写真座標、カメラキャリブレーションデ

ータ等を用いて、数値写真の外部標定要素及びパスポイント、タイ
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ポイントの水平位置及び標高を決定する作業をいう。 

 

（パスポイント及びタイポイントの選定） 

第234条 パスポイントは、同一コースで連続する数値写真間を連結する

点、タイポイントは隣接コースの数値写真間を連結する点に分けて

選定するものとする。 

２ パスポイント及びタイポイントの選定は、数値写真間の連結が理

論的に最も堅ろうとなる配置で、数値写真上で明瞭に認められる位

置に配置することを標準とする。 

３ パスポイントの配置は、次の各号によるものとする。 

一 主点付近及び主点基線に直角な両方向の３箇所以上に配置す

ることを標準とする。 

二 主点基線に直角な方向は、上下端付近の等距離に配置すること

を標準とする。 

４ タイポイントの配置は、次の各号によるものとする。 

一 １モデル毎に等間隔かつ直線状にならないようジグザグに配

置することを標準とする。 

二 パスポイントで兼ねて配置することができる。 

 

（写真座標の測定） 

第235条 写真座標の測定は、標定点、パスポイント及びタイポイントを

立体視で測定することを標準とする。 

２ パスポイント及びタイポイントは、その点が写っている全ての数

値写真で測定することを標準とする。 

 

（調整計算） 

第236条 調整計算は、カメラキャリブレーションデータ、標定点、パス

ポイント及びタイポイントの写真座標を用い、バンドル法により、

各数値写真の外部標定要素並びにパスポイント及びタイポイント

の水平位置及び標高を求めるものとする。 

２ 調整計算は、作業地域全域を一つのブロックとして行うことを標
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準とする。 

３ 調整計算ソフトの異常値検索機能等により、標定点の異常、標定

点並びにパスポイント及びタイポイントの計測の誤り等に起因す

る全ての大誤差を点検するものとする。 

４ 調整計算では、セルフキャリブレーションは行わないことを標準

とする。 

５ 標定点の水平位置及び標高の残差は、どちらも標準偏差及び最大

値ともに次表を標準とする。 

地図情報レベル 標準偏差 最大値 

250 0.06ｍ以内 0.12ｍ以内 

500 0.12ｍ以内 0.24ｍ以内 

６ パスポイント及びタイポイントの交会残差は、標準偏差が 1.5 画

素以内、最大値が 3.0 画素以内とする。 

７ 大気屈折及び地球曲率の影響の補正は、行わないものとする。 

８ セルフキャリブレーション付きの調整計算を行った場合には、セ

ルフキャリブレーションデータを更新し、数値図化時のステレオモ

デル構築に再現できるようにしなければならない。 

９ 調整計算の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 
 

（成果等） 

第237条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 外部標定要素成果表 

二 パスポイント、タイポイント成果表 

三 空中三角測量作業計画、実施一覧図 

四 写真座標測定簿 

五 調整計算簿 

六 精度管理表 

七 その他の資料 

 

第６節 現地調査 

（要旨） 
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第238条 本章において「現地調査」とは、数値写真で判読が困難な各種

表現事項、名称、他の地物に隠蔽された箇所等を、現地において調

査確認する作業をいう。 

２ 現地調査を行うに当たっては、現地調査の着手前に数値写真や各

種既存資料を元に、予察を行うものとする。 

 

（現地調査の実施） 

第239条 現地調査は、予察の結果に基づいて数値写真及び各種資料を活

用し、次の各号について実施するものとする。 

一 予察結果の確認 

二 数値写真上で判読困難又は判読不能な事項 

三 注記に必要な事項 

四 その他特に必要とする事項 

五 標定点 

２ 前項の内容を調査する場合、次の事項について留意するものとす

る。 

一 コントラストが低い地物間の界 

二 接触する建物の区画 

三 数値写真上で不明瞭な植生及び植生界 

四 判読困難な凹地、がけ、岩等の表現上誤り易い地形 

３ 記号や注記は、ステレオモデルの向きに合わせて整理するものと

する。 

４ 現地調査を分割して行う場合には、接合の受け渡し方法を予め決

めておくものとする。 

 

（整理） 

第240条 調査結果は、数値図化及び数値編集作業を考慮して、数値写真

等に記入し、整理するものとする。 

 

（成果等） 

第241条 成果等は、次の各号のとおりとする。 
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一 現地調査結果を整理した数値写真等 

二 その他の資料  

 

第７節 数値図化 

（数値図化） 

第242条 数値図化は、第６章第８節の規定を準用する。 

 

第８節 数値編集 

（数値編集） 

第243条 数値編集は、第６章第９節の規定を準用する。 

 

第９節 補測編集 

（補測編集） 

第244条 補測編集は、第６章第１０節の規定を準用する。 

 

第１０節 数値地形図データファイルの作成 

（数値地形図データファイルの作成） 

第245条 本章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品

仕様書に従って補測編集済データから数値地形図データファイル

を作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。 

 

第１１節 品質評価 

（品質評価） 

第246条 数値地形図データファイルの品質評価は、第43条の規定を準用

する。 

 

第１２節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第247条 数値地形図データファイルのメタデータの作成は、第44条の規

定を準用する。 
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（成果等） 

第248条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 数値地形図データファイル 

二 精度管理表 

三 品質評価表 

四 メタデータ 

五 その他の資料 

 

 

第６章 空中写真測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第249条 ［略］ 

 

（数値地形図データの地図情報レベル） 

第250条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序）  

第251条 ［略］ 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第252条 ［略］ 

 

第３節 標定点の設置 

（要旨） 

第253条 本章において「標定点の設置」とは、既設点のほかに同時調整

に必要な水平位置及び標高の基準となる点（以下この章において

「標定点」という。）を設置する作業をいう。 

 

（標定点の精度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 空中写真測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第149条 ［略］ 

 

（数値地形図データの地図情報レベル） 

第150条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第151条 ［略］ 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第152条 ［略］ 

 

第３節 標定点の設置 

（要旨） 

第153条 本章において「標定点の設置」とは、既設点のほかに同時調整

に必要な水平位置及び標高の基準となる点（以下「標定点」という。）

を設置する作業をいう。 

 

（標定点の精度） 
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第254条 ［略］ 

 

（方法） 

第255条 ［略］ 

一 水平位置は、第２編第２章の基準点測量に準じた観測、又は第

２章第４節第１款のＴＳ点の設置に準じた観測で求めることが

できる。 

   二 標高は、第２編第３章で規定する簡易水準測量に準じた観測、

又は第２章第４節第１款のＴＳ点の設置に準じた観測で求める

ことができる。ただし、地図情報レベル2500以上の数値地形図デ

ータを作成する場合は、第２編第２章の基準点測量に準じた観測

で標高を求めることができる。 

  ２ ［略］ 

３ ［略］ 

 

（成果等） 

第256条 ［略］ 

 

第４節 対空標識の設置 

（要旨） 

第257条 ［略］ 

 

（対空標識の規格及び設置等） 

第258条 ［略］ 

２ ［略］ 

一  ［略］ 

  二 ［略］ 

  三 バックグラウンドの状態が良好な地点を選ぶものとする。 

  四 ［略］ 

   五 ［略］ 

  六 設置完了後、対空標識設置明細表に設置点付近の見取図を記載

第154条 ［略］ 

 

（方法） 

第155条 ［略］ 

一 水平位置は、第２編第２章の基準点測量に準じた観測、又は第

３編第２章第４節第１款のＴＳ点の設置に準じた観測で求める。 

 

二 標高は、第２編第３章で規定する簡易水準測量に準じた観測、

又は第３編第２章第４節第１款のＴＳ点の設置に準じた観測で

求めることができる。ただし、地図情報レベル2500以上の数値地

形図データを作成する場合は、第２編第２章の基準点測量に準じ

た観測で標高を求めるものとする。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

 

（成果等） 

第156条 ［略］ 

 

第４節 対空標識の設置 

（要旨） 

第157条 ［略］ 

 

（対空標識の規格及び設置等） 

第158条 ［略］ 

２ ［略］ 

一  ［略］ 

   二 ［略］ 

 三 バックグラウンドの状態が良好な地点を選ぶ。 

   四 ［略］ 

五 ［略］ 

   六 設置完了後、対空標識設置明細表に設置点付近の見取図を記載



41 
 

改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

し、写真の撮影を行うものとする。 

  ３ ［略］ 

 

（対空標識の偏心） 

第259条 ［略］ 

  ２ 対空標識を偏心して設置する場合は、偏心点に標杭を設置し、これ

を中心として対空標識板を取り付けるものとする。 

 

（偏心要素の測定及び計算） 

第260条 基準点等から偏心して対空標識を設置した場合は、偏心距離及

び偏心角を測定し、偏心計算を行うものとする。 

 

 

（対空標識の確認及び処置） 

第261条 ［略］ 

２ 対空標識の設置の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものと

する。 

 

（成果等） 

第262条 ［略］ 

  

第５節 撮影 

第１款 要旨 

（要旨） 

第263条 本章において「撮影」とは、測量用空中写真を撮影する作業を

いい、後続作業に必要な外部標定要素の同時取得及びデータ解析、

写真処理及び数値写真の作成工程を含むものとする。 

 

第２款 機材 

（航空機及び撮影器材） 

第264条 ［略］ 

し、写真の撮影を行う。 

３ ［略］ 

 

（対空標識の偏心） 

第159条 ［略］ 

２ 対空標識を偏心して設置する場合は、偏心点に標杭を設置し、これ

を中心として対空標識板を取り付ける。 

 

（偏心要素の測定及び計算） 

第160条 基準点等から偏心して対空標識を設置した場合は、偏心距離及

び偏心角（以下「偏心要素」という。）を測定し、偏心計算を行う

ものとする。 

 

（対空標識の確認及び処置） 

第161条 ［略］ 

 

 

 

（成果等） 

第162条 ［略］ 

 

第５節 撮影 

第１款 要旨 

（要旨） 

第163条 「撮影」とは、測量用空中写真を撮影する作業をいい、後続作

業に必要な外部標定要素の同時取得及びデータ解析、写真処理及び

数値写真の作成工程を含むものとする。 

 

第２款 機材 

（航空機及び撮影器材） 

第164条 ［略］ 
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２ ［略］ 

一 フィルム航空カメラは、広角航空カメラであること。ただし、

撮影区域の地形その他の状況により、普通角又は長焦点航空カメ

ラを用いることができる。 

二 フィルム航空カメラは、撮影に使用するフィルターと組み合わ

せた画面距離及び歪
わい

曲収差の検定値が、0.01ミリメートル位まで

明確なものであること。 

三 ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

（ＧＮＳＳ／ＩＭＵ装置） 

第265条 ［略］ 

 

（空中写真の数値化に使用する機器等） 

第266条 ［略］ 

 

第３款 撮影 

（空中写真の撮影縮尺及び地上画素寸法） 

第267条 空中写真の撮影縮尺及び数値写真の地上画素寸法は、地図情報

レベル等に応じて定めるものとする。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 平坦
たん

地の撮影は、計画機関が指示し、又は承認した場合には、地

上画素寸法を標準の160パーセントを限度として大きくすることが

できる。 

 

（撮影計画） 

第268条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 フィルム航空カメラは、広角航空カメラであること。ただし、

撮影地域の地形その他の状況により、普通角又は長焦点航空カメ

ラを用いることができる。 

二 フィルム航空カメラは、撮影に使用するフィルターと組み合わ

せた画面距離及び歪曲収差の検定値が、0.01ミリメートル位まで

明確なものであること。 

三 ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

（ＧＮＳＳ／ＩＭＵ装置） 

第165条 ［略］ 

 

（空中写真の数値化に使用する機器等） 

第166条 ［略］ 

 

第３款 撮影 

（空中写真の撮影縮尺及び地上画素寸法） 

第167条 空中写真の撮影縮尺及び数値写真の地上画素寸法は、地図情報

レベル等に応じて定める。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 平坦地の撮影は、計画機関が指示し、又は承認した場合には、地

上画素寸法を標準の160パーセントを限度として大きくすることが

できる。 

 

（撮影計画） 

第168条 ［略］ 
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２  ［略］ 

  ３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ＩＭＵ初期化飛行は、撮影の開始コース、終了コース及び撮影

基準面が異なるコースを考慮し行うものとする。 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ 新たに固定局を設置する場合は、１級基準点測量及び３級水

準測量に準ずる測量によって水平位置及び標高を求めるものとす

る。   

１１ ［略］ 

 

（撮影時期） 

第269条 ［略］ 

 

（撮影飛行） 

第270条 ［略］ 

 

（フィルムの使用） 

第271条 ［略］ 

 

（露出時間） 

第272条 ［略］ 

 

（航空カメラの使用） 

第273条 ［略］ 

２ やむを得ず他の航空カメラを使用する場合は、同一コースは同

一航空カメラを使用するものとする。 

３ ［略］ 

２  ［略］ 

   ３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ＩＭＵ初期化飛行は、撮影の開始コース、終了コース及び撮影

基準面が異なるコースを考慮し行う。 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ 新たに固定局を設置する場合は、１級基準点測量及び３級水準

測量に準ずる測量によって水平位置及び標高を求める。   

 

１１ ［略］ 

 

（撮影時期） 

第169条 ［略］ 

 

（撮影飛行） 

第170条 ［略］ 

 

（フィルムの使用） 

第171条 ［略］ 

 

（露出時間） 

第172条 ［略］ 

 

（航空カメラの使用） 

第173条 ［略］ 

２ やむを得ず他の航空カメラを使用する場合は、同一コースは同

一航空カメラを使用する。 

３ ［略］ 
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（空中写真の重複度） 

第274条 ［略］ 

 

第４款 ＧＮＳＳ／ＩＭＵデータの処理 

（ＧＮＳＳ／ＩＭＵデータの取得） 

第275条 ［略］ 

２ ［略］ 

３  ［略］ 

４ 航空機搭載ＧＮＳＳ／ＩＭＵは、撮影の前後に連続して５分以

上の観測を実施するものとする。  

 

（ＧＮＳＳ／ＩＭＵの解析処理） 

第276条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 解析処理は、キネマティック解析及びＩＭＵ観測データによる

最適軌跡解析を行うものとする。 

４ 最適軌跡解析結果より外部標定要素を算出するものとする。 

 

（ＧＮＳＳ／ＩＭＵ解析結果の点検） 

第277条 ［略］ 

２ ［略］ 

３  ［略］ 

４ 最適軌跡解析結果の点検は、撮影コース上において次の各号につ

いて行うものとする。  

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

５ 点検資料として、次の各号について作成するものとする。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

（空中写真の重複度） 

第174条 ［略］ 

 

第４款 ＧＮＳＳ／ＩＭＵデータの処理 

（ＧＮＳＳ／ＩＭＵデータの取得） 

第175条 ［略］ 

２ ［略］ 

３  ［略］ 

４ 航空機搭載ＧＮＳＳ／ＩＭＵは、撮影の前後に連続して５分以

上の観測を実施する。 

 

（ＧＮＳＳ／ＩＭＵの解析処理） 

第176条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 解析処理は、キネマティック解析及びＩＭＵ観測データによる

最適軌跡解析を行う。 

４ 最適軌跡解析結果より外部標定要素を算出する。 

 

（ＧＮＳＳ／ＩＭＵ解析結果の点検） 

第177条 ［略］ 

２ ［略］ 

３  ［略］ 

４ 最適軌跡解析結果の点検は、撮影コース上において次の各号につ

いて行う。  

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

５ 点検資料として、次の各号について作成する。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 
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  ６ ［略］ 

 

第５款 フィルムの処理 

（フィルムの写真処理） 

第278条 ［略］ 

２ 写真処理は、各種のむらを生じないように努め、折れ、きず、へ

こみ、膜面はがれ等で画像を損なわないように行うものとする。 

３ ［略］ 

４ 密着印画の作成は、フィルムの写真処理に準じて行うものとす

る。 

 

（フィルムの点検） 

第279条 ［略］ 

 

（ネガフィルムの編集） 

第280条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二  ［略］ 

三 コース番号は、原則として、東西コースにあっては北から南

へ、南北コースにあっては東から西へ１番から一連の番号を付す

ものとし、コースが分割されている場合は、Ａ、Ｂ、Ｃ等をコー

ス番号の次に付し、接続部では２モデル以上を重複させるものと

する。 

四 ［略］ 

五 各コースの両端の写真には、コース番号及び写真番号のほか必

要事項を記入するものとする。 

 

（ネガフィルムの収納） 

第281条 ［略］ 

 

  ６ ［略］ 

 

第５款 フィルムの処理 

（フィルムの写真処理） 

第178条 ［略］ 

２ 写真処理は、各種のむらを生じないように努め、折れ、きず、へ

こみ、膜面はがれ等で画像を損なわないように行う。 

３ ［略］ 

４ 密着印画の作成は、フィルムの写真処理に準じて行う。 

 

 

（フィルムの点検） 

第179条 ［略］ 

 

（ネガフィルムの編集） 

第180条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 コース番号は、原則として、東西コースにあっては北から南

へ、南北コースにあっては東から西へ１番から一連の番号を付

すものとし、コースが分割されている場合は、Ａ、Ｂ、Ｃ等を

コース番号の次に付し、接続部では２モデル以上を重複させ

る。 

四 ［略］ 

五 各コースの両端の写真には、コース番号及び写真番号のほか必

要事項を記入する。 

 

（ネガフィルムの収納） 

第181条 ［略］ 
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（空中写真の数値化） 

第282条 フィルム航空カメラにより撮影された空中写真の数値化は、適

切な画像が得られるように努め、写真画像の損傷、汚れ、幾何学

的歪み、輝度むら等を生じないように行うものとする。 

２ 数値化は、次の各号により行うものとする。 

        一 ［略］ 

     二 ［略］ 

     三 ［略］ 

     四 ［略］ 

     五 ［略］ 

     六 ［略］ 

     七 ［略］ 

     八 ［略］ 

     九 ［略］ 

     十 ［略］ 

     十一 ［略］ 

 

（数値化の範囲） 

第283条 ［略］ 

 

（指標座標の測定)  

第284条 数値写真の指標座標の測定は、デジタルステレオ図化機を使用

し、各数値写真に含まれる指標を１回測定するものとする。 

 

（内部標定） 

第285条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 指標の座標値及び歪曲収差は、使用した航空カメラの検定値を用 

いるものとする。  

 

（空中写真の数値化の点検） 

（空中写真の数値化） 

第182条 フィルム航空カメラにより撮影された空中写真の数値化は、適

切な画像が得られるように努め、写真画像の損傷、汚れ、幾何学

的歪み、輝度むら等を生じないように行う。 

２ 数値化は、次の各号により行う。 

       一 ［略］ 

    二 ［略］ 

    三 ［略］ 

    四 ［略］ 

    五 ［略］ 

    六 ［略］ 

    七 ［略］ 

    八 ［略］ 

    九 ［略］ 

    十 ［略］ 

    十一 ［略］ 

 

（数値化の範囲） 

第183条 ［略］ 

 

（指標座標の測定)  

第184条 数値写真の指標座標の測定は、デジタルステレオ図化機を使用

し、各数値写真に含まれる指標を１回測定する。 

 

（内部標定） 

第185条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 指標の座標値及び歪曲収差は、使用した航空カメラの検定値を用 

いる。 

 

（空中写真の数値化の点検） 



47 
 

改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第286条 ［略］ 

２ 点検は、次の項目について行うものとする。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四 ［略］ 

五 ［略］ 

六 ［略］ 

七 ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

 

第６款 数値写真の統合処理 

（原数値写真の統合処理） 

第287条 ［略］ 

 

（統合処理した数値写真の点検） 

第288条 ［略］ 

 

第７款 数値写真の整理 

（数値写真の整理） 

第289条 ［略］ 

 

（標定図の作成） 

第290条 ［略］ 

 

（数値写真の収納） 

第291条 数値写真の収納は、ファイルの欠損や重複等がないように留意

するものとする。 

２ フォルダとの関連やファイル名の付与等についての点検を行う

第186条 ［略］ 

２ 点検は、次の項目について行う。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四 ［略］ 

五 ［略］ 

六 ［略］ 

七 ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

 

第６款 数値写真の統合処理 

（原数値写真の統合処理） 

第187条 ［略］ 

 

（統合処理した数値写真の点検） 

第188条 ［略］ 

 

第７款 数値写真の整理 

（数値写真の整理） 

第189条 ［略］ 

 

（標定図の作成） 

第190条 ［略］ 

 

（数値写真の収納） 

第191条 数値写真の収納は、ファイルの欠損や重複等がないように留意

する。 

２ フォルダとの関連やファイル名の付与等についての点検を行う。 
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ものとする。 

 

第８款 品質評価 

（品質評価） 

第292条 ［略］ 

 

第９款 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第293条 ［略］ 

 

（成果等） 

第294条 ［略］ 

 

第６節 同時調整 

（要旨） 

第295条 「同時調整」とは、デジタルステレオ図化機を用いて、空中三

角測量により、パスポイント、タイポイント、標定点の写真座標

を測定し、標定点成果及び撮影時に得られた外部標定要素を統合

して調整計算を行い、各写真の外部標定要素の成果値、パスポイ

ント、タイポイント等の水平位置及び標高を決定する作業をいう

。 

 

（方法） 

第296条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ＧＮＳＳ／ＩＭＵ装置で得られた外部標定要素の観測データの

うち、計算に利用できるものは、第277条の規定による点検を完了

したものとする。 

 

 

 

第８款 品質評価  

（品質評価） 

第192条 ［略］ 

 

第９款 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第193条 ［略］ 

 

（成果等） 

第194条 ［略］ 

 

第６節 同時調整 

（要旨） 

第195条 同時調整とは、デジタルステレオ図化機を用いて、空中三角測

量により、パスポイント、タイポイント、標定点の写真座標を測

定し、標定点成果及び撮影時に得られた外部標定要素を統合して

調整計算を行い、各写真の外部標定要素の成果値、パスポイント

、タイポイント等の水平位置及び標高を決定する作業をいう。 

 

 

（方法） 

第196条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ＧＮＳＳ／ＩＭＵ装置で得られた外部標定要素の観測データの

うち、計算に利用できるものは、第177条の規定による点検を完了

したものとする。 
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（標定点の選定） 

第297条 ［略］ 

 

（パスポイント及びタイポイントの選定） 

第298条 ［略］ 

２ ［略］ 

一  ［略］ 

二 タイポイントの配置 

イ 隣接コースと重複している部分で、空中写真上で明瞭に認め

られる位置に、直線状にならないようジグザグに配置すること

を標準とする。 

ロ ［略］ 

ハ ［略］ 

３ ［略］ 

 

（写真座標の測定） 

第299条 写真座標の測定は、各写真に含まれる指標、標定点、パスポイ

ント及びタイポイントについてデジタルステレオ図化機を用いて

行うものとする。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

 

（内部標定） 

第300条 ［略］ 

一 指標座標の計算には、アフィン変換又はヘルマート変換を用い

る。 

二 ［略］ 

２ ［略］ 

 

（調整計算） 

（標定点の選定） 

第197条 ［略］ 

 

（パスポイント及びタイポイントの選定） 

第198条  ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 タイポイントの配置 

イ 隣接コースと重複している部分で、空中写真上で明瞭に認め

られる位置に、直線上にならないようジグザグに配置すること

を標準とする。 

ロ ［略］ 

ハ ［略］ 

３ ［略］ 

 

（写真座標の測定） 

第199条 写真座標の測定は、各写真に含まれる指標、標定点、パスポイ

ント及びタイポイントをデジタルステレオ図化機を用いて行うも

のとする。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

 

（内部標定） 

第200条 ［略］ 

一 指標座標の計算には、アフィン変換又はヘルマート変換を用い

るものとする。 

二 ［略］ 

２ ［略］ 

 

（調整計算） 
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第301条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ 標定点のどれか１点を用いて調整計算を行った後、その他の点を

検証点とし、第105条の水平位置及び標高の精度を満たすかを点検

する。 

７ 前項の検証点と計測値との較差が第105条の水平位置及び標高点

の標準偏差の範囲内であった場合は、全ての標定点を用いて調整計

算を行うものとする。 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０  ［略］ 

１１ 調整計算の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものとす

る。 

 

（整理） 

第302条 ［略］ 

 

（成果等） 

第303条 ［略］ 

 

第７節 現地調査 

（要旨） 

第304条 本章において「現地調査」とは、数値地形図データを作成する

ために必要な各種表現事項、名称等について地図情報レベルを考慮

して現地において調査確認し、その結果を空中写真及び参考資料に

記入して、数値図化及び数値編集に必要な資料を作成する作業をい

う。 

２ ［略］ 

第201条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ 標定点のどれか１点を用いて調整計算を行った後、その他の点を

検証点とし、第79条の水平位置及び標高の精度を満たすかを点検す

る。 

７ 前項の検証点と計測値との較差が第79条の水平位置及び標高点

の標準偏差の範囲内であった場合は、すべての標定点を用いて調整

計算を行うものとする。 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

 

 

 

（整理） 

第202条 ［略］ 

 

（成果等） 

第203条 ［略］ 

 

第７節 現地調査 

（要旨） 

第204条 「現地調査」とは、数値地形図データを作成するために必要な

各種表現事項、名称等について地図情報レベルを考慮して現地にお

いて調査確認し、その結果を空中写真及び参考資料に記入して、数

値図化及び数値編集に必要な資料を作成する作業をいう。 

 

２ ［略］ 
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３ 現地調査に使用する写真地図は、判読に支障のない解像度で、局

所的な歪みを生じないように作成するものとする。 

 

（予察） 

第305条 ［略］ 

 

（現地調査の実施） 

第306条 ［略］ 

 

（整理） 

第307条 ［略］ 

 

（接合） 

第308条 ［略］ 

 

（成果等） 

第309条 ［略］ 

 

第８節 数値図化 

（要旨） 

第310条 本章において「数値図化」とは、空中写真及び同時調整等で得

られた成果を使用し、デジタルステレオ図化機によりステレオモデ

ルを構築し、地形、地物等の座標値を取得し、数値図化データを記

録する作業をいう｡ 

 

（デジタルステレオ図化機） 

第311条 ［略］ 

 

（取得する座標値の位） 

第312条 ［略］ 

 

３ 現地調査に使用する写真地図は、判読に支障のない解像度で、局

所歪みを生じないように作成するものとする。  

 

（予察） 

第205条 ［略］ 

 

（現地調査の実施） 

第206条 ［略］ 

 

（整理） 

第207条 ［略］ 

 

（接合） 

第208条 ［略］ 

 

（成果等） 

第209条 ［略］ 

 

第８節 数値図化 

（要旨） 

第210条 「数値図化」とは、空中写真及び同時調整等で得られた成果を

使用し、デジタルステレオ図化機によりステレオモデルを構築し、

地形、地物等の座標値を取得し、数値図化データを記録する作業を

いう｡ 

 

（デジタルステレオ図化機） 

第211条 ［略］ 

 

（取得する座標値の位） 

第212条 ［略］ 
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（ステレオモデルの構築） 

第313条 「ステレオモデルの構築」とは、デジタルステレオ図化機にお

いて数値写真のステレオモデルを構築し、平面直角座標系と結合さ

せる作業をいう。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

一 ［略］ 

二 標定点の残差が第105条の規定以内であること。 

 

（細部数値図化） 

第314条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 変形地は、可能な限り等高線で取得し、その状況によって変形地

記号を取得するものとする。 

４ 等高線は、主曲線を１本ずつ測定して取得し、主曲線だけでは

地形を適切に表現できない部分について補助曲線等を取得するも

のとする。 

５ 陰影、ハレーション等の障害により判読困難な部分又は図化不能

部分がある場合は、その部分の範囲を表示し、現地補測（第330条

第２項に規定する現地補測をいう。）を行う場合の必要な注意事項

を記載するものとする。 

６ ［略］ 

 

（数値図化の範囲） 

第315条 ［略］ 

 

（地形データの取得） 

第316条 ［略］ 

２ 等高線法によりデータを取得する場合は、平面直角座標系におけ

る距離間隔、曲率変化又は時間間隔のいずれかを取得頻度の指標と

（ステレオモデルの構築） 

第213条 「ステレオモデルの構築」とは、デジタルステレオ図化機にお

いて数値写真のステレオモデルを構築し、地上座標系と結合させる

作業をいう。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

一 ［略］ 

二 標定点の残差が第79条の規定以内であること。 

 

（細部数値図化） 

第214条  ［略］ 

２ ［略］ 

３ 変形地は、可能な限り等高線で取得し、その状況によって変形地

記号を取得する。 

４ 等高線は、主曲線を１本ずつ測定して取得し、主曲線だけでは

地形を適切に表現できない部分について補助曲線等を取得する。 

 

５ 陰影、ハレーション等の障害により判読困難な部分又は図化不能

部分がある場合は、その部分の範囲を表示し、現地補測（第230条

第２項に規定する現地補測をいう。）を行う場合の必要な注意事項

を記載するものとする。 

６ ［略］ 

 

（数値図化の範囲） 

第215条 ［略］ 

 

（地形データの取得） 

第216条 ［略］ 

２ 等高線法によりデータを取得する場合は、地上座標系における距

離間隔、曲率変化又は時間間隔のいずれかを取得頻度の指標として
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して選択し、地形の状況に応じて適切に取得頻度を設定するものと

する。 

３ ［略］ 

４ 数値地形モデルのデータをそのまま採用し、成果とする場合

は、点検プログラム又は出力図等により、データの点検を行うも

のとする。 

 

（標高点の選定） 

第317条 ［略］ 

２ 標高点は、等密度に分布するように配置に努め、その密度は、地

図情報レベルに４センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に

１点を標準とする。 

 

（標高点の測定） 

第318条 ［略］ 

 

（他の測量方法によるデータの追加） 

第319条 数値図化データに、他の測量方法によるデータを追加する場合

は第322条の規定を準用する。 

 

（数値図化データの点検） 

第320条 数値図化データの点検は、第313条から前条までの工程で作成さ

れた数値図化データをスクリーンモニターに表示させて、空中写

真、現地調査資料等を用いて行うものとする。 

２ 数値図化データの点検は、必要に応じて地図情報レベルの相当

縮尺の出力図を用い、次の項目について行うものとする。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四 ［略］ 

３ 数値図化データの点検結果は、精度管理表にとりまとめるものと

選択し、地形の状況に応じて適切に取得頻度を設定するものとす

る。 

３ ［略］ 

４ 数値地形モデルのデータをそのまま採用し、成果とする場合

は、点検プログラム又は出力図等により、データの点検を行う。 

 

 

（標高点の選定） 

第217条 ［略］ 

２ 標高点は、なるべく等密度に分布するように配置するものとし、

その密度は、地図情報レベルに４センチメートルを乗じた値を辺長

とする格子に１点を標準とする。 

 

（標高点の測定） 

第218条 ［略］ 

 

（他の測量方法によるデータの追加） 

第219条 数値図化データに、他の測量方法によるデータを追加する場合

は第222条の規定を準用する。 

 

（数値図化データの点検） 

第220条 数値図化データの点検は、第213条から前条までの工程で作成さ

れた数値図化データをスクリーンモニターに表示させて、空中写

真、現地調査資料等を用いて行うものとする。 

２ 数値図化データの点検は、必要に応じて地図情報レベルの相当

縮尺の出力図を用い、次の項目について行う。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四 ［略］ 
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する。 

 

（地形補備測量） 

第321条 ［略］ 

 

（地形補備測量の方法） 

第322条 ［略］ 

 

第９節 数値編集 

（要旨） 

第323条 本章において「数値編集」とは、現地調査等の結果に基づき、

図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを作

成する作業をいう。 

２ 図形編集装置の構成は、第112条の規定を準用する。 

 

（数値図化データ及び現地調査データ等の入力） 

第324条  ［略］ 

２ 現地調査等において収集した図面等の資料は、デジタイザ又は

スキャナを用いて数値化し、図形編集装置に入力するものとする。 

 

（数値編集） 

第325条 ［略］ 

 

（接合） 

第326条 ［略］ 

２ 地形、地物等のずれが、第104条に定める製品仕様書の規定値以

内の場合は、関係図形データを修正して接合するものとする。 

３ 地形、地物等のずれが、第104条に定める製品仕様書の規定値を

満たさない場合は、数値図化作業を再度実施するものとする。 

４ 基盤地図情報に該当する地物を含む場合は、第１２章第６節の規

定を準用する。 

 

 

（地形補備測量） 

第221条 ［略］ 

 

（地形補備測量の方法） 

第222条 ［略］ 

 

第９節 数値編集 

（要旨） 

第223条 本節において「数値編集」とは、現地調査等の結果に基づき、

図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを作

成する作業をいう。 

２ 図形編集装置の構成は、第86条の規定を準用する。 

 

（数値図化データ及び現地調査データ等の入力） 

第224条 ［略］ 

２ 現地調査等において収集した図面等の資料は、デジタイザ又は

スキャナを用いて数値化し、図形編集装置に入力する。 

 

（数値編集） 

第225条  ［略］ 

 

（接合） 

第226条  ［略］ 

２ 地形、地物等のずれが、第78条に定める製品仕様書の規定値以内

の場合は、関係図形データを修正して接合するものとする。 

３ 地形、地物等のずれが、第78条に定める製品仕様書の規定値を満

たさない場合は、数値図化作業を再度実施するものとする。 

４ 基盤地図情報に該当する地物を含む場合は、第１０章第６節の規

定を準用する。 



55 
 

改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

（出力図の作成） 

第327条 ［略］ 

２ 自動製図機の性能は、第112条の規定を準用する。 

３ ［略］ 

４ 出力図は、第107条に定める図式に基づいて作成するものとする。 

 

（点検） 

第328条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 数値編集の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。 

 

第１０節 補測編集 

（要旨） 

第329条 本章において「補測編集」とは、前節で作成された編集済デー

タ及び出力図に表現されている 重要な事項の確認を行い、必要部

分を現地において補測する測量（以下「現地補測」という。）を行

い、これらの結果に基づき編集済データを編集することにより、補

測編集済データを作成する作業をいう。  

 

（方法） 

第330条 ［略］ 

 

（補測編集） 

第331条 ［略］ 

 

（出力図の作成） 

第332条 出力図の作成は、第327条の規定を準用する。 

 

（出力図の点検） 

第333条 出力図の点検は、補測編集済データ及び前条の規定により作成

した出力図を用い、第330条第１項に規定する事項について行うも

（出力図の作成） 

第227条 ［略］ 

２ 自動製図機の性能は、第86条の規定を準用する。 

３ ［略］ 

４ 出力図は、第81条に定める図式に基づいて作成するものとする。 

 

（点検） 

第228条 ［略］ 

２ ［略］ 

 

 

第１０節 補測編集 

（要旨） 

第229条 「補測編集」とは、前節で作成された編集済データ及び出力図

に表現されている重要な事項の 確認を行い、必要部分を現地にお

いて補測する測量（以下「現地補測」という。）を行い、これらの

結果に基づき編集済データを編集することにより、補測編集済デー

タを作成する作業をいう。 

 

（方法） 

第230条 ［略］ 

 

（補測編集） 

第231条 ［略］ 

 

（出力図の作成） 

第232条 出力図の作成は、第227条の規定を準用する。 

 

（出力図の点検） 

第233条 出力図の点検は、補測編集済データ及び前条の規定により作成

した出力図を用い、第230条第１項に規定する事項について行うも
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のとする｡  

 

第１１節 数値地形図データファイルの作成 

（要旨） 

第334条 本章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品

仕様書に従って補測編集済データから数値地形図データファイル

を作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。 

 

第１２節 品質評価 

（品質評価） 

 第335条 ［略］ 

 

第１３節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第336条 ［略］ 

 

 （成果等） 

第337条 ［略］ 

 

 

第７章 既成図数値化 

第１節 要旨 

（要旨） 

第338条 ［略］ 

 

（成果の形式） 

第339条 ［略］ 

 

（座標値の位） 

第340条 ［略］ 

 

のとする｡ 

 

第１１節 数値地形図データファイルの作成 

（要旨） 

第234条 本節において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品

仕様書に従って補測編集済データから数値地形図データファイル

を作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。 

 

第１２節 品質評価 

（品質評価） 

第235条 ［略］ 

 

第１３節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第236条 ［略］ 

 

（成果等） 

第237条 ［略］ 

 

 

第４章 既成図数値化 

第１節 要旨 

（要旨） 

第238条 ［略］ 

 

（成果の形式） 

第239条 ［略］ 

 

（座標値の位） 

第240条 ［略］ 
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（工程別作業区分及び順序） 

第341条 ［略］ 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第342条 ［略］ 

 

第３節 計測用基図作成 

（要旨） 

第343条 ［略］ 

２ 既成図の原図が利用困難な場合は、複製用原図を利用することが

できる。なお、「複製用原図」とは、既成図の原図を複製したもの

をいう。 

３ 複製用原図は、図郭線及び対角線の点検を行うものとする。複

製用原図の図郭線及び対角線に対する許容範囲は次のとおりとす

る。ただし、誤差が許容範囲を超える場合は、補正が可能か適切

に対応するものとする。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

 

（計測用基図作成） 

第344条 ［略］ 

２ 計測用基図の材質は、伸縮の少ないポリエステルフィルム等を使

用するものとする。   

３ ［略］  

４ 計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図と比較等を行い、画

線の良否、表示内容等を点検し、必要に応じて修正するものとす

る。 

 

第４節 計測  

（要旨） 

（工程別作業区分及び順序） 

第241条 ［略］ 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第242条 ［略］ 

 

第３節 計測用基図作成 

（要旨） 

第243条 ［略］ 

２ 既成図の原図が利用困難な場合は、複製用原図を利用することが

できる。 

 

３ 複製用原図は、図郭線及び対角線の点検を行う。複製用原図の

図郭線及び対角線に対する許容範囲は次のとおりとする。ただ

し、誤差が許容範囲を超える場合は、補正が可能か適切に対応す

る。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

 

（計測用基図作成） 

第244条 ［略］ 

２ 計測用基図の材質は、伸縮の少ないポリエステルフィルム等を使

用する。  

３ ［略］  

４ 計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図と比較等を行い、画

線の良否、表示内容等を点検し、必要に応じて修正する。 

 

 

第４節 計測 

（要旨） 
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第345条 ［略］ 

 

（計測機器） 

第346条 計測機器は、第112条に掲げるデジタイザ及びスキャナ又はこれ

と同等以上のものを標準とする。 

 

（デジタイザ計測） 

第347条 ［略］ 

２ 各計測項目の計測開始時及び終了時には、図郭四隅をそれぞれ

独立に２回ずつ計測し、較差が 0.3 ミリメートルを超えた場合は

再計測するものとする。ただし、計測用基図の状況に応じて、図

郭四隅付近で座標が確認できる点を使用することができる。  

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］  

 

（スキャナ計測） 

第348条 ［略］ 

２ 図郭四隅又はその付近で座標が確認できる点の画素座標は、ス

クリーンモニターに表示して計測するものとする。 

３ ［略］ 

一  ［略］ 

二 計測においては、図葉ごとに縦及び横方向とも規定の画素数 

になるように補正を行うものとする。   

三 ［略］ 

四 ［略］ 

五 ［略］ 

４ ［略］ 

第245条 ［略］ 

 

（計測機器） 

第246条 計測機器は、第86条に掲げるデジタイザ及びスキャナ又はこれ

と同等以上のものを標準とする。 

 

（デジタイザ計測） 

第247条 ［略］ 

２ 各計測項目の計測開始時及び終了時には、図郭四隅をそれぞれ

独立に２回ずつ計測し、較差が 0.3 ミリメートルを超えた場合は

再計測する。ただし、計測用基図の状況に応じて、図郭四隅付近

で座標が確認できる点を使用することができる。  

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

 

（スキャナ計測） 

第248条 ［略］ 

２ 図郭四隅又はその付近で座標が確認できる点の画素座標は、ス

クリーンモニターに表示して計測する。 

３ ［略］ 

一  ［略］ 

二 計測においては、図葉ごとに縦及び横方向とも規定の画素数 

になるように補正を行う。   

三 ［略］ 

四 ［略］ 

五 ［略］ 

４ ［略］ 
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５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

第５節 数値編集 

（要旨） 

第349条 本章において「数値編集」とは、図形編集装置を用いて計測デ

ータを編集し、編集済データを作成する作業をいう。 

２ 図形編集装置の構成等は、第112条の規定を準用する。 

 

（数値編集） 

第350条 ［略］ 

２ 計測データに取得漏れ、誤り等がある場合は、訂正するものとす

る。 

３ 隣接する図郭間の計測データの不合は、接合処理により座標を一

致させるものとする。 

４ 基盤地図情報に該当する地物を含む場合は、第１２章第６節の規

定を準用する。 

 

（数値編集の点検） 

第351条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

一 自動製図機等により計測用基図画像と重ね合わせて作成する

ものとする。  

二 ［略］ 

        三  ［略］ 

４ ［略］ 

一 ［略］ 

イ 数値化項目の脱落等の有無及び位置の精度について、点検

用出力図と計測用基図を対照して行うものとする。 

ロ 接合については、隣接する図葉の接合部分を点検用出力図

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

第５節 数値編集 

（要旨） 

第249条 本節において「数値編集」とは、図形編集装置を用いて計測デ

ータを編集し、編集済データを作成する作業をいう。 

２ 図形編集装置の構成等は、第86条の規定を準用する。 

 

（数値編集） 

第250条 ［略］ 

２ 計測データに取得漏れ、誤り等がある場合は、訂正する。 

 

３ 隣接する図郭間の計測データの不合は、接合処理により座標を一

致させる。 

４ 基盤地図情報に該当する地物を含む場合は、第１０章第６節の規

定を準用する。 

 

（数値編集の点検） 

第251条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

一 自動製図機等により計測用基図画像と重ね合わせて作成す

る。  

二 ［略］ 

        三  ［略］ 

４ ［略］ 

一 ［略］ 

イ 数値化項目の脱落等の有無及び位置の精度について、点検

用出力図と計測用基図を対照して行う。 

ロ 接合については、隣接する図葉の接合部分を点検用出力図
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で目視により点検するものとする。 

二 ［略］ 

イ 数値化項目の脱落、位置の精度、画線のつながり等につい

て、目視により行うものとする。 

ロ ［略］ 

ハ 接合については、隣接図葉を表示し、良否を点検するもの

とする。 

５ ［略］ 

６ 数値編集の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

 

第６節 数値地形図データファイルの作成 

（要旨） 

第352条 本章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品

仕様書に従って編集済データから数値地形図データファイルを作

成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。 

 

第７節 品質評価  

（品質評価） 

第353条 ［略］ 

 

第８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第354条 ［略］ 

 

（成果等） 

第355条 ［略］ 

 

 

第８章 修正測量 

第１節  要旨 

（要旨） 

で目視により点検する。 

二 ［略］ 

イ 数値化項目の脱落、位置の精度、画線のつながり等につい

て、目視により行う。 

ロ ［略］ 

ハ 接合については、隣接図葉を表示し、良否を点検する。 

 

５ ［略］ 

 

 

第６節 数値地形図データファイルの作成 

（要旨） 

第252条 本節において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品

仕様書に従って編集済データから数値地形図データファイルを作

成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。 

 

第７節 品質評価 

（品質評価） 

第253条 ［略］ 

 

第８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第254条 ［略］ 

 

（成果等） 

第255条 ［略］ 

 

 

第５章 修正測量 

第１節  要旨 

（要旨） 
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第356条 ［略］ 

 

（方法） 

第357条 ［略］ 

 

 

一 ＴＳ等を用いる修正 

二 キネマティック法による修正 

三 ＲＴＫ法による修正 

四 ネットワーク型ＲＴＫ法による修正 

五 地上レーザ測量による修正 

六 車載写真レーザ測量による修正 

七 ＵＡＶ写真測量による修正 

八 空中写真測量による修正 

九 既成図を用いる方法による修正 

十 他の既成データを用いる方法による修正 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 接合は、第326条に準拠して行うものとする。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第358条 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第256条 ［略］ 

 

（方法） 

第257条 ［略］ 

一 空中写真測量による修正 

二 車載写真レーザ測量による修正 

三 ＴＳ等を用いる修正 

四 キネマティック法による修正 

五 ＲＴＫ法による修正 

六 ネットワーク型ＲＴＫ法による修正 

  

  

  

  

七 既成図を用いる方法による修正 

八 他の既成データを用いる方法による修正 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 接合は、第226条に準拠して行うものとする。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第258条 ［略］ 

一 空中写真測量による修正 

イ 作業計画 

ロ 撮影 

ハ 予察 

ニ 修正数値図化 

ホ 現地調査 

へ 修正数値編集 

ト 数値地形図データファイルの更新 

チ 品質評価 
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一 ＴＳ等を用いる修正 

イ 作業計画 

ロ 予察 

ハ 修正数値図化 

（１）基準点の設置 

（２）修正細部測量 

ニ 修正数値編集 

ホ 数値地形図データファイルの更新 

へ 品質評価 

ト 成果等の整理 

二 キネマティック法による修正 

イ 作業計画 

ロ 予察 

ハ 修正数値図化 

（１）基準点の設置 

（２）修正細部測量 

ニ 修正数値編集 

ホ 数値地形図データファイルの更新 

ヘ 品質評価 

ト 成果等の整理 

リ 成果等の整理 

二 車載写真レーザ測量による修正 

イ 作業計画 

ロ 予察 

ハ 移動取得及びデータ処理 

ニ 修正数値図化 

ホ 現地補測 

ヘ 修正数値編集 

ト 数値地形図データファイルの更新 

チ 品質評価 

リ 成果等の整理 

三 ＴＳ等を用いる修正 

イ 作業計画 

ロ 予察 

ハ 修正数値図化 

（１）基準点の設置 

（２）修正細部測量 

ニ 修正数値編集 

ホ 数値地形図データファイルの更新 

へ 品質評価 

ト 成果等の整理 

四 キネマティック法による修正 

イ 作業計画 

ロ 予察 

ハ 修正数値図化 

（１）基準点の設置 

（２）修正細部測量 

ニ 修正数値編集 

ホ 数値地形図データファイルの更新 

ヘ 品質評価 

ト 成果等の整理 
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三 ＲＴＫ法による修正 

イ 作業計画 

ロ 予察 

ハ 修正数値図化 

（１）基準点の設置 

（２）修正細部測量 

ニ 修正数値編集 

ホ 数値地形図データファイルの更新 

ヘ 品質評価 

ト 成果等の整理 

四 ネットワーク型ＲＴＫ法による修正 

イ 作業計画 

ロ 予察 

ハ 修正数値図化 

（１）基準点の設置 

（２）修正細部測量 

ニ 修正数値編集 

ホ 数値地形図データファイルの更新 

ヘ 品質評価 

ト 成果等の整理 

五 地上レーザ測量による修正 

イ 作業計画 

ロ 予察 

ハ 地上レーザ観測 

ニ 現地調査 

ホ 修正数値図化 

ヘ 修正数値編集 

ト 数値地形図データファイルの更新 

チ 品質評価 

リ 成果等の整理 

六 車載写真レーザ測量による修正 

五 ＲＴＫ法による修正 

イ 作業計画 

ロ 予察 

ハ 修正数値図化 

（１）基準点の設置 

（２）修正細部測量 

ニ 修正数値編集 

ホ 数値地形図データファイルの更新 

ヘ 品質評価 

ト 成果等の整理 

六 ネットワーク型ＲＴＫ法による修正 

イ 作業計画 

ロ 予察 

ハ 修正数値図化 

（１）基準点の設置 

（２）修正細部測量 

ニ 修正数値編集 

ホ 数値地形図データファイルの更新 

ヘ 品質評価 

ト 成果等の整理 
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イ 作業計画 

ロ 予察 

ハ 移動取得及びデータ処理 

ニ 修正数値図化 

ホ 現地補測 

ヘ 修正数値編集 

ト 数値地形図データファイルの更新 

チ 品質評価 

リ 成果等の整理 

七 ＵＡＶ写真測量による修正 

イ 作業計画 

ロ 撮影 

ハ 予察 

ニ 修正数値図化 

ホ 現地調査 

へ 修正数値編集 

ト 数値地形図データファイルの更新 

チ 品質評価 

リ 成果等の整理 

八 空中写真測量による修正 

イ 作業計画 

ロ 撮影 

ハ 予察 

ニ 修正数値図化 

ホ 現地調査 

へ 修正数値編集 

ト 数値地形図データファイルの更新 

チ 品質評価 

リ 成果等の整理 

九 既成図を用いる方法による修正 

イ 作業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七 既成図を用いる方法による修正 

イ 作業計画 
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ロ 予察 

（１）既成図の収集 

（２）修正箇所の抽出 

 ハ 現地調査 

ニ 修正数値図化 

（１）現地調査結果の編集 

（２）座標計測による修正データの取得 

ホ 修正数値編集 

ヘ 数値地形図データファイルの更新 

ト 品質評価 

チ 成果等の整理 

十 他の既成データを用いる方法による修正 

イ 作業計画 

ロ 予察 

ハ 修正数値図化 

（１）他の既成データの収集 

（２）他の既成データの出力図の作成 

（３）修正箇所の抽出 

ニ 現地調査 

ホ 修正数値編集 

ヘ 数値地形図データファイルの更新 

ト 品質評価 

チ 成果等の整理 

 

（関係規定の準用） 

第359条 修正測量作業については、ここに定めるもののほか、第２章か

ら第７章までの規定を準用する。 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第360条 ［略］ 

ロ 予察 

（１）既成図の収集 

（２）修正箇所の抽出 

ハ 現地調査 

ニ 修正数値図化 

（１）現地調査結果の編集 

（２）座標計測による修正データの取得 

ホ 修正数値編集 

ヘ 数値地形図データファイルの更新 

ト 品質評価 

チ 成果等の整理 

八 他の既成データを用いる方法による修正 

イ 作業計画 

ロ 予察 

ハ 修正数値図化 

（１）他の既成データの収集 

（２）他の既成データの出力図の作成 

（３）修正箇所の抽出 

ニ 現地調査 

ホ 修正数値編集 

ヘ 数値地形図データファイルの更新 

ト 品質評価 

チ 成果等の整理 

 

（関係規定の準用） 

第259条 修正測量作業については、ここに定めるもののほか、第２章か

ら第５章までの規定を準用する。 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第260条 ［略］ 
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第３節 予察 

（要旨） 

第361条 ［略］ 

 

第４節 修正数値図化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 予察 

（要旨） 

第261条 ［略］ 

 

第４節 修正数値図化 

第１款 空中写真測量による修正数値図化 

（要旨） 

第262条 本款において「修正数値図化」とは、空中写真測量により経年

変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。 

 

（方法） 

第263条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第４章第８節の規

定を準用する。 

２ 相互標定は、パスポイント付近で行い、対地標定は、旧数値地形

図データの座標数値若しくはＧＮＳＳ／ＩＭＵ装置で得られた外

部標定要素等を用いて行うものとする。 

３ 第177条の規定によるＧＮＳＳ／ＩＭＵデータの点検を完了した

外部標定要素を用いた標定において、点検する地物等の数は６点以

上とし、誤差の許容範囲は次表の値とし、誤差の許容範囲を超えた

場合には、旧数値地形図データの座標値を使用して同時調整を行う

ものとする。 

地図情報レベル 
水平位置の誤差の許容範

囲 

標高の誤差の許容範

囲 

500 

1000 

2500 

5000 

10000 

0.25ｍ 

0.50ｍ 

1.25ｍ 

2.50ｍ 

5.00ｍ 

0.2ｍ 

0.3ｍ 

0.5ｍ 

1.0ｍ 

1.5ｍ 

 

第２款 車載写真レーザ測量による修正数値図化 

（要旨） 
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第１款 ＴＳ等を用いる修正数値図化 

（要旨） 

第362条 ［略］ 

 

（方法） 

第363条 ［略］ 

 

第２款 キネマティック法による修正数値図化 

（要旨） 

第364条 ［略］ 

 

（方法） 

第365条 ［略］ 

 

第３款 ＲＴＫ法による修正数値図化 

（要旨） 

第366条 ［略］ 

 

（方法） 

第367条 ［略］ 

 

第４款 ネットワーク型ＲＴＫ法による修正数値図化 

（要旨） 

第368条 ［略］ 

 

第264条 本款において「修正数値図化」とは、車載写真レーザ測量によ

り経年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。 

（方法） 

第265条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第３章第５節の規

定を準用する。 

 

第３款 ＴＳ等を用いる修正数値図化 

（要旨） 

第266条 ［略］ 

 

（方法） 

第267条 ［略］ 

 

第４款 キネマティック法による修正数値図化 

（要旨） 

第268条 ［略］ 

 

（方法） 

第269条 ［略］ 

 

第５款 ＲＴＫ法による修正数値図化 

（要旨） 

第270条 ［略］ 

 

（方法） 

第271条 ［略］ 

 

第６款 ネットワーク型ＲＴＫ法による修正数値図化 

（要旨） 

第272条 ［略］ 
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（方法） 

第369条 ［略］ 

 

第５款 地上レーザ測量による修正数値図化 

（要旨） 

第370条 本款において「修正数値図化」とは、予察結果に基づき、地上

レーザ測量により、修正データを取得する作業をいう。 

 

（方法） 

第371条 修正データの取得は、予察結果等に基づき第３章第６節の規定

を準用する。 

 

第６款 車載写真レーザ測量による修正数値図化 

（要旨） 

第372条 本款において「修正数値図化」とは、車載写真レーザ測量によ

り経年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。 

 

（方法） 

第373条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第４章第５節の規

定を準用する。 

 

第７款 ＵＡＶ写真測量による修正数値図化 

（要旨） 

第374条 本款において「修正数値図化」とは、ＵＡＶ写真測量により経

年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。 

 

（方法） 

第375条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第６章第８節の規

定を準用する。 

 

第８款 空中写真測量による修正数値図化 

（方法） 

第273条 ［略］ 
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（要旨） 

第376条 本款において「修正数値図化」とは、空中写真測量により経年

変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。 

 

（方法） 

第377条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第６章第８節の規

定を準用する。 

２ 相互標定は、パスポイント付近で行い、対地標定は、旧数値地形

図データの座標数値若しくはＧＮＳＳ／ＩＭＵ装置で得られた外

部標定要素等を用いて行うものとする。 

３ 第277条の規定によるＧＮＳＳ／ＩＭＵデータの点検を完了した

外部標定要素を用いた標定において、点検する地物等の数は６点以

上とし、誤差の許容範囲は次表の値とし、誤差の許容範囲を超えた

場合には、旧数値地形図データの座標値を使用して同時調整を行う

ものとする。 

地図情報レベル 水平位置の誤差の許容範囲 標高の誤差の許容範囲 

500 

1000 

2500 

5000 

10000 

0.25ｍ 

0.50ｍ 

1.25ｍ 

2.50ｍ 

5.00ｍ 

0.2ｍ 

0.3ｍ 

0.5ｍ 

1.0ｍ 

1.5ｍ 

 

第９款 既成図を用いる方法による修正数値図化 

（要旨） 

第378条 ［略］ 

 

（使用する既成図の要件） 

第379条 ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 既成図の精度は、これにより取得された修正データが第356条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７款 既成図を用いる方法による修正数値図化  

（要旨） 

第274条  ［略］ 

 

（使用する既成図の要件） 

第275条 ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 既成図の精度は、これにより取得された修正データが第256条
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第２項の規定に掲げる精度を満たすものとする。 

四 ［略］ 

２ ［略］ 

 

（方法） 

 第380条 ［略］ 

 

第１０款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化 

（要旨） 

第381条 ［略］ 

 

（使用する他の既成データの要件） 

第382条 使用する他の既成データの要件は、第379条の規定を準用する。 

 

（方法） 

第383条 ［略］ 

 

第５節 現地調査 

（要旨） 

第384条 本章において「現地調査」とは、修正データを作成するために

必要な各種表現事項、名称等を現地において調査確認し、必要に応

じて補備測量を行う作業をいう。 

２ ［略］ 

 

第６節 修正数値編集 

（要旨） 

第385条 ［略］ 

２ 図形編集装置の構成等は、第112条の規定を準用する。 

 

（方法） 

第386条 ［略］ 

第２項の規定に掲げる精度を満たすものとする。 

四 ［略］ 

２ ［略］ 

 

（方法） 

第276条 ［略］ 

 

第８款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化 

（要旨） 

第277条 ［略］ 

 

（使用する他の既成データの要件） 

第278条 使用する他の既成データの要件は、第275条の規定を準用する。 

 

（方法） 

第279条 ［略］ 

 

第５節 現地調査 

（要旨） 

第280条 「現地調査」とは、修正データを作成するために必要な各種表

現事項、名称等を現地において調査確認し、必要に応じて補備測量

を行う作業をいう。 

２ ［略］ 

 

第６節 修正数値編集 

（要旨） 

第281条 ［略］ 

２ 図形編集装置の構成等は、第86条の規定を準用する。 

 

（方法） 

第282条 ［略］ 
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（編集済数値地形図データの点検） 

第387条 ［略］ 

  

第７節 数値地形図データファイルの更新 

（要旨） 

第388条 ［略］ 

 

第８節 品質評価 

（品質評価） 

第389条 ［略］ 

 

第９節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第390条 ［略］ 

 

（成果等） 

第391条 ［略］ 

 

第９章 写真地図作成 

第１節 要旨 

（要旨） 

第392条 ［略］ 

 

（写真地図作成） 

第393条 ［略］ 

２ 空中写真の撮影方法は、第６章第５節の規定を準用する。 

 

（方法） 

第394条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

（編集済数値地形図データの点検） 

第283条 ［略］ 

 

第７節 数値地形図データファイルの更新 

（要旨） 

第284条 ［略］ 

 

第８節 品質評価 

（品質評価） 

第285条 ［略］ 

 

第９節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第286条 ［略］ 

 

（成果等） 

第287条 ［略］ 

 

第７章 写真地図作成 

第１節 要旨 

（要旨） 

第288条 ［略］ 

 

（写真地図作成） 

第289条 ［略］ 

２ 空中写真の撮影方法は、第４章第５節の規定を準用する。 

 

（方法） 

第290条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 
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第395条 ［略］ 

 

（空中写真測量に関する規定の準用） 

第396条 前条第一号から第六号までの作業については、次に規定すると

ころによるほか、第６章第２節から第９節までの規定を準用する。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 数値地形モデルの作成におけるブレークライン、等高線、標高

点等の計測は、第６章第８節の規定を準用する。 

四 写真地図データに重ね合わせる注記等のデータを作成する場

合には、第６章第６節から第９節までの規定を準用する。 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第397条 ［略］ 

 

（使用する数値写真） 

第398条 数値写真は、作業着手前１年以内に撮影されたものを用いるこ

とを原則とする。 

２ ［略］ 

 

第３節 数値地形モデルの作成 

（要旨） 

第399条 ［略］ 

  

（標高の取得） 

第400条 標高は、デジタルステレオ図化機等を用いて、第394条第２項の

規定を満たした精度で取得するものとする。必要に応じて局所的な

歪みを補正するための地性線等を取得するものとする。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

第291条 ［略］ 

 

（空中写真測量に関する規定の準用） 

第292条 前条第一号から第七号までの作業については、次に規定すると

ころによるほか、第４章第２節から第９節までの規定を準用する。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 数値地形モデルの作成におけるブレークライン、等高線、標高

点等の計測は、第４章第８節の規定を準用する。 

四 写真地図データに重ね合わせる注記等のデータを作成する場

合には、第４章第６節から第９節までの規定を準用する。 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第293条 ［略］ 

 

（使用する数値写真） 

第294条 数値写真は、原則として、作業着手前１年以内に撮影されたも

のを用いるものとする。 

２ ［略］ 

 

第３節 数値地形モデルの作成 

（要旨） 

第295条 ［略］ 

 

（標高の取得） 

第296条 標高は、デジタルステレオ図化機等を用いて、第290条第２項の

規定を満たした精度で取得するものとする。必要に応じて局所歪み

を補正するための地性線等を取得するものとする。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 
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４ ［略］ 

５ 標高点計測法により標高点を選定する場合は、第317条の規定を

準用する。 

６ 自動標高抽出技術におけるグリッド間隔は、画像相関間隔が第

394条第２項の規定による精度を満たすものとする。 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ 既成の数値地形モデルを使用する場合は、データの品質及び経

年変化等についての点検を行うものとする。 

 

（数値地形モデルへの変換） 

第401条 数値地形モデルへの変換は、前条で取得した標高により第394条

第２項の規定を満たすグリッド又は不整三角網を用いるものとす

る。 

２ 数値地形モデルの形状をグリッドで作成する場合は、グリッド間

隔は第394条第２項の規定を準用する。 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 大規模な湖沼水面及び海水面の数値地形モデルは、標高値にマイ

ナス9999メートル等の現実に存在しない値を与えるものとする。 

 

 

（数値地形モデルの編集） 

第402条 ［略］ 

 

（数値地形モデルファイルの作成） 

第403条 ［略］ 

２ 数値地形モデルファイルの格納単位は、第411条に規定する写真

地図データファイルの格納単位と同一とする。 

３ 不整三角網の数値地形モデルファイルを格納する場合は、図郭に

４ ［略］ 

５ 標高点計測法により標高点を選定する場合は、第217条の規定を

準用する。 

６ 自動標高抽出技術におけるグリッド間隔は、画像相関間隔が第

290条第２項の規定による精度を満たすものとする。 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ 既成の数値地形モデルを使用する場合は、データの品質及び経

年変化等についての点検を行う。 

 

（数値地形モデルへの変換） 

第297条 数値地形モデルへの変換は、前条で取得した標高により第290条

第２項の規定を満たすグリッド又は不整三角網を用いるものとす

る。 

２ 数値地形モデルの形状をグリッドで作成する場合は、グリッド間

隔は第290条第２項の規定を準用する。 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 大規模な湖沼水面及び海水面の数値地形モデルは、標高値にマイ

ナス９９９９メートルなど現実に存在しない値を与えるものとす

る。 

 

（数値地形モデルの編集） 

第298条 ［略］ 

 

（数値地形モデルファイルの作成） 

第299条 ［略］ 

２ 数値地形モデルファイルの格納単位は、第307条に規定する写真

地図データファイルの格納単位と同一とする。 

３ 不整三角網の数値地形モデルファイルを格納する場合は、図郭に
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またがる三角形は図郭線による分割処理を行うものとする。 

 

（数値地形モデルファイルの点検） 

第404条 ［略］ 

２ 数値地形モデルファイルの標高点精度は、第394条第２項の規定

を準用する。 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 数値地形モデルファイルの点検結果は、精度管理表にとりまとめ

るものとする。 

 

第４節 正射変換 

（要旨） 

第405条 ［略］ 

 

（正射投影画像の作成） 

第406条 正射投影画像は、数値写真を標定し、数値地形モデルを用いて 

作成するものとする。 

２ 正射投影画像の地上画素寸法は、第394条第２項の規定を準用す

る。 

３ 内部標定は、第300条の規定を準用する。 

４ ［略］ 

 

第５節 モザイク 

（要旨） 

第407条 ［略］ 

  

（方法） 

第408条 ［略］ 

２ モザイクは、線状対象物においては不整合のないように努め、そ

の他の対象物においては第394条第２項に規定する水平位置の精度

またがる三角形は図郭線による分割処理を行う。 

 

（数値地形モデルファイルの点検） 

第300条 ［略］ 

２ 数値地形モデルファイルの標高点精度は、第290条第２項の規定

を準用する。 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

 

 

 

第４節 正射変換 

（要旨） 

第301条 ［略］ 

 

（正射投影画像の作成） 

第302条 正射投影画像は、数値写真を標定し、数値地形モデルを用いて 

作成する。 

２ 正射投影画像の地上画素寸法は、第290条第２項の規定を準用す

る。 

３ 内部標定は、第200条の規定を準用する。 

４ ［略］ 

 

第５節 モザイク 

（要旨） 

第303条 ［略］ 

 

（方法） 

第304条 ［略］ 

２ モザイクは、線状対象物においては不整合のないように努め、そ

の他の対象物においては第290条第２項に規定する水平位置の精度
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を満たすものとする。 

 

（モザイク画像の点検） 

第409条 ［略］ 

２ モザイク画像の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものとす

る。 

 

第６節 写真地図データファイルの作成 

（要旨） 

第410条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 注記等のデータを取得した場合には、第６章第８節又は第９節の

規定により格納するものとする。 

 

（写真地図データファイル等の格納） 

第411条 写真地図データファイルの格納単位は、付録７第８４条を基本

とした図葉単位（以下「国土基本図の図郭」という。）とするもの

とする。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

  

第７節 品質評価 

（品質評価） 

第412条 ［略］ 

 

第８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第413条 ［略］ 

 

 （成果等） 

第414条 ［略］ 

を満たすものとする。 

 

（モザイク画像の点検） 

第305条 ［略］ 

 

 

 

第６節 写真地図データファイルの作成 

（要旨） 

第306条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 注記等のデータを取得した場合には、第４章第８節又は第９節の

規定により格納するものとする。 

 

（写真地図データファイル等の格納） 

第307条 写真地図データファイルの格納単位は、付録７第８４条を基本

とした図葉単位（以下「国土基本図図郭」という。）とするものと

する。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

 

第７節 品質評価 

（品質評価） 

第308条 ［略］ 

 

第８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第309条 ［略］ 

 

（成果等） 

第310条 ［略］ 
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第１０章 航空レーザ測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第415条 ［略］ 

 

（地図情報レベルと格子間隔） 

第416条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第417条 ［略］ 

 

第２節 作業計画  

（要旨） 

第418条 ［略］ 

 

第３節 固定局の設置 

（固定局の設置） 

第419条 ［略］ 

２ 固定局の設置は、計測対象地域内の基線距離が50キロメートルを

超えないように選定するものとする。 

３ ［略］ 

４ 新たに固定局を設置する場合は、第２偏基準点測量の１級基準点

測量及び３級水準測量により水平位置及び標高値を求めるものとす

る。  

５ 固定局を設置した場合は、固定局明細表を作成するものとする。 

 

（固定局の点検） 

第420条 ［略］ 

 

第４節 航空レーザ計測 

（航空レーザ計測） 

第８章 航空レーザ測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第311条 ［略］ 

 

（地図情報レベルと格子間隔） 

第312条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第313条 ［略］ 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第314条 ［略］ 

 

第３節 固定局の設置 

（固定局の設置） 

第315条 ［略］ 

２ 固定局の設置は、計測対象地域内の基線距離が50キロメートルを

超えないように選定する。 

３ ［略］ 

４ 新たに固定局を設置する場合は、第２偏基準点測量の１級基準点

測量及び３級水準測量により水平位置及び標高値を求める。  

 

５ 固定局を設置した場合は、固定局明細表を作成する。 

 

（固定局の点検） 

第316条 ［略］ 

 

第４節 航空レーザ計測 

（航空レーザ計測） 
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第421条 ［略］ 

 

（航空レーザ測量システム） 

第422条 ［略］ 

２   ［略］ 

一  ［略］ 

二  ［略］ 

三 ＧＮＳＳ測量機は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上

の性能を有するものとする。 

項 目 性  能 

水平成分 0.3m 

高さ成分 0.3m 

四 ［略］ 

    五  ［略］ 

    六  ［略］ 

        七 ［略］ 

八 機器点検内容を記録した点検記録は、作業着手前に作成するも

のとする。 

 

（計測データの取得） 

第423条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 同一コースにおける対地速度は一定の速度を保つように努める

ものとする。 

４ ［略］ 

５ ＧＮＳＳ観測については、次の方法により行うものとする。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

 

（航空レーザ用数値写真） 

第317条 ［略］ 

 

（航空レーザ測量システム） 

第318条 ［略］ 

２   ［略］ 

一  ［略］ 

二  ［略］ 

三 ＧＮＳＳ測量機は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上

の性能を有すること。 

項 目 性  能 

水平成分 0.3m 

高さ成分 0.3m 

四 ［略］ 

   五  ［略］ 

   六  ［略］ 

       七 ［略］ 

    八 機器点検内容を記録した点検記録は、作業着手前に作成する。 

 

 

（計測データの取得） 

第319条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 同一コースにおける対地速度は一定の速度を保つように努める。 

 

４ ［略］ 

５ ＧＮＳＳ観測については、次のとおり行うものとする。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

 

（航空レーザ用数値写真） 
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第424条 ［略］ 

 

（航空レーザ計測の点検） 

第425条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

 

三 解の品質 

四 位置の往復解の差 

五 ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

 

第５節 調整用基準点の設置 

（調整用基準点の設置） 

第426条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 点数は、作業地域の面積（平方キロメートル）を25で割った値

に１を足した値を標準とし、最低数は４点とする。 

三 ［略］ 

 

（調整用基準点の測定） 

第427条 ［略］ 

一 ［略］ 

二 標高の測定は、第２編第３章で規定する４級水準測量により行

第320条 ［略］ 

 

（航空レーザ計測の点検） 

第321条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 位置の往復解の差 

四 解の品質 

 

五 ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

 

第５節 調整用基準点の設置 

（調整用基準点の設置） 

第322条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 点数は、作業地域の面積（km2）を25で割った値に１を足した

値を標準とし、最低数は４点とする。 

三 ［略］ 

 

（調整用基準点の測定） 

第323条 ［略］ 

一 ［略］ 

二 標高の測定は、第２編第３章で規定する４級水準測量により行



79 
 

改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

う。ただし、近傍に必要な水準点がない場合には、４級水準測量

に代えて、測定する調整用基準点に最も近い２点以上の水準点を

既知点としたＧＮＳＳ観測のスタティック法により標高を求め

ることができる。 

２ ［略］ 

 

第６節 三次元計測データの作成 

（三次元計測データの作成） 

第428条 ［略］ 

２ 三次元計測データを作成する際は、断面表示、鳥瞰
かん

表示等により、

隣接する建物等に複数回反射して得られるノイズ等によるエラー

計測部分を削除するものとする。 

３ 三次元計測における地上座標値は、センチメートル位とする。 

 

 

（三次元計測データの点検） 

第429条 三次元計測データの点検は、調整用基準点成果との比較により

行うものとする。 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 各調整用基準点において調整用基準点と三次元計測データと

の較差を求め、その平均値とＲＭＳ誤差等を求めるものとする。 

三 全ての調整用基準点において三次元計測データの平均値との

較差を求め、その平均値との標準偏差等を求めるものとする。 

四 点検結果は、三次元計測データ点検表及び調整用基準点調査表

に整理するものとする。 

３ ［略］ 

一 ［略］ 

二 全ての調整用基準点での点検の結果、較差の平均値の絶対値が

25センチメートル以上又は標準偏差が25センチメートル以上の

場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処置を講

じる。ただし、較差の傾向が、作業地域全体で同じ場合は第436

う。ただし、近傍に必要な水準点がない場合には、測定する調整

用基準点に最も近い２点以上の水準点を既知点として第２編第

２章基準点測量に規定するＧＮＳＳ観測のスタティック法に準

じて行うことができる。 

２ ［略］ 

 

第６節 三次元計測データの作成 

（三次元計測データの作成） 

第324条 ［略］ 

２ 三次元計測データを作成する際は、断面表示、鳥瞰表示等により、

隣接する建物等に複数回反射して得られるノイズ等によるエラー

計測部分を削除するものとする。 

３ 三次元計測における地上座標値は、１センチメートル単位とす

る。 

 

（三次元計測データの点検） 

第325条 三次元計測データの点検は、調整用基準点との比較により行う

ものとする。 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 各調整用基準点において調整用基準点と三次元計測データと

の較差を求め、その平均値とＲＭＳ誤差等を求める。 

三 すべての調整用基準点において三次元計測データの平均値との
較差を求め、その平均値との標準偏差等を求める。 

四 点検結果は、三次元計測データ点検表及び調整用基準点調査表

に整理する。 

３ ［略］ 

一 ［略］ 

二 すべての調整用基準点での点検の結果、較差の平均値の絶対値

が25センチメートル以上又は標準偏差が25センチメートル以上

の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処置を

講じる。 ただし、較差の傾向が、作業地域全体で同じ場合は第
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条の規定に基づき補正を行う。 

 

（コース間標高値の点検） 

第430条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 点検箇所の数は、（コース長キロメートル/10＋１）の小数点

以下切り上げとする。 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四  ［略］ 

五 重複コースごとの各コースの点検箇所の標高値の較差を求め 

較差の平均値等を求めるものとする。 

六 重複コースごとの標高値の較差の平均値の絶対値が30センチ

メートル以上の場合は、点検箇所の再選定又は点検結果からキ

ャリブレーション値の再計測と計測データの再補正を行うもの

とする。 

３ コース間標高値の点検の整理は、コース間点検箇所残差表で行う

ものとする。また、配点図は、コース間点検箇所配点図を作成する

ものとする。 

 
（再点検） 

第431条 ［略］ 

（航空レーザ用写真地図データの作成） 

 

第432条 ［略］ 

２ 航空レーザ用写真地図データファイルの作成は、次の各号により

作成するものとする。 

一 ファイルの単位は、国土基本図の図郭の単位を原則とする。 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

 

（水部ポリゴンデータの作成） 

332条の規定に基づき補正を行う。 

 

（コース間標高値の点検） 

第326条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 点検箇所の数は、（コース長km/10＋１）の小数点以下切り上

げとする。 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四  ［略］ 

   五 重複コースごとの各コースの点検箇所の標高値の較差を求め 

較差の平均値等を求める。 

六 重複コースごとの標高値の較差の平均値の絶対値が30センチ

メートル以上の場合は、点検箇所の再選定又は点検結果からキ

ャリブレーション値の再計測と計測データの再補正を行う。 

 

３ コース間標高値の点検の整理は、コース間点検箇所残差表で行

う。また、配点図は、コース間点検箇所配点図を作成する。 

 

 

（再点検） 

第327条 ［略］ 

（航空レーザ用写真地図データの作成） 

 

第328条 ［略］ 

２ 航空レーザ用写真地図データファイルの作成は、次の各号により

作成する。 

一 ファイルの単位は、国土基本図図郭の単位を原則とする。 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

（水部ポリゴンデータの作成） 



81 
 

改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

第433条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 水部ポリゴンデータの作成は、所定の格子間隔により決定する

ものとする。ただし、水部が存在しない場合は、作業を省略する

ことができる。 

 

（欠測率の計算） 

第434条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 欠測率は、対象面積に対する欠測の割合を示すものであり、次

の計算式で求めるものとする。  

      欠測率＝(欠測格子数／格子数）×100 

４ 計算は、国土基本図の図郭ごとに行い、欠測率は、欠測率調査表

に整理するものとする。 

５ ［略］ 

 

（データの点検） 

第435条 ［略］ 

 

第７節 オリジナルデータの作成 

（オリジナルデータの作成）  

第436条 ［略］ 

 

（オリジナルデータの点検） 

第437条 ［略］ 

２ 補正を行いオリジナルデータを作成した場合は、補正後の較差

の平均値と標準偏差が許容範囲内であるかを調整用基準点残差表

により点検するものとする。  

 

第８節 グラウンドデータの作成 

（グラウンドデータの作成） 

第329条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 水部ポリゴンデータの作成は、所定の格子間隔により決定す

る。ただし、水部が存在しない場合は、作業を省略することがで

きる。 

 

（欠測率の計算） 

第330条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 欠測率は、対象面積に対する欠測の割合を示すものであり、次

の計算式で求める。  

      欠測率＝(欠測格子数／格子数）×100 

４ 計算は、国土基本図図郭ごとに行い、欠測率は、欠測率調査表に

整理する。 

５ ［略］ 

 

（データの点検） 

第331条 ［略］ 

 

第７節 オリジナルデータの作成 

（オリジナルデータの作成） 

第332条  ［略］ 

 

（オリジナルデータの点検） 

第333条 ［略］ 

２ 補正を行いオリジナルデータを作成した場合は、補正後の較差の

平均値と標準偏差が許容範囲内であるかを調整用基準点残差表に

より点検する。 

 

第８節 グラウンドデータの作成 

（グラウンドデータの作成） 
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第438条  ［略］ 

２ グラウンドデータは、作業地域の外周を格子間隔の 10倍以上の

距離を延伸した範囲について作成するものとする。 

３ 「フィルタリング」とは、地表面以外のデータを取り除く作業をい

う。対象項目は、次表を標準とする。 

交通施
設 

道路施設
等 

道路橋（長さ５ｍ以上）、高架橋、横断歩道橋、照
明灯、信号灯、道路情報板等 

鉄道施設 

鉄道橋（長さ５ｍ以上）、高架橋（モノレールの高

架橋含む）、跨
こ

線橋、プラットホーム、プラットホ

ーム上屋、架線支柱、信号灯支柱 
移動体 駐車車両、鉄道車両、船舶 

建物等 
建物及び 
付属施設
等 

一般住宅、工場、倉庫、公共施設、駅舎、無壁舎、
温室、ビニールハウス、競技場のスタンド、門、プ
ール（土台部分含む）、へい 

小物体  
記念碑、鳥居、貯水槽、肥料槽、給水塔、起重機、
煙突、高塔、電波塔、灯台、灯標、輸送管（地上、
空間）、送電線 

水部等 
水部に関
する構造
物 

浮き桟橋、水位観測施設、河川表示板 

植  
生 

 樹木※１、竹林※１、生垣※１ 

その他 その他 
大規模な改変工事中の地域※２、地下鉄工事等の
開削部、資材置場等の材料、資材 

備考 

※１ 地表面として、判断できる部分は可能な限り採用するも
のとする。  
※２ 地表面として、ほぼ恒久的であると判断できるものは採

用するものとする。 

４ 大規模な地表遮蔽部分のフィルタリングにおいて、地形表現に不

具合が生じる場合は、周囲のフィルタリングしていないグラウンド

データ等を用いて内挿補間を行うものとする。 

 

（低密度ポリゴンデータの作成） 

第439条 ［略］ 

第334条 ［略］ 

２ グラウンドデータは、作業地域の外周を格子間隔の 10倍以上の

距離を延伸した範囲について作成する。 

３ 「フィルタリング」とは、地表面以外のデータを取り除く作業をい

う。対象項目は、次表を標準とする。 

交通施
設 

道路施設
等 

道路橋（長さ５ｍ以上）、高架橋、横断歩道橋照明
灯、信号灯、道路情報板等 

鉄道施設 

鉄道橋（長さ５ｍ以上）、高架橋（モノレールの高

架橋含む）、跨線橋、プラットホーム、プラットホ

ーム上屋、架線支柱、信号灯支柱 

移動体 駐車車両、鉄道車両、船舶 

建物等 
建物及び 
付属施設
等 

一般住宅、工場、倉庫、公共施設、駅舎、無壁舎、
温室、ビニールハウス、競技場のスタンド、門、プ
ール（土台部分含む）、へい 

小物体  
記念碑、鳥居、貯水槽、肥料槽、給水塔、起重機、
煙突、高塔、電波塔、灯台、灯標、輸送管（地上、
空間）、送電線 

水部等 
水部に関
する構造
物 

浮き桟橋、水位観測施設、河川表示板 

植  
生 

 樹木※１、竹林※１、生垣※１ 

その他 その他 
大規模な改変工事中の地域※２、地下鉄工事等の
開削部、資材置場等の材料、資材 

備考 
※１ 地表面として、判断できる部分は可能な限り採用する。 
※２ 地表面として、ほぼ恒久的であると判断できるものは採 
用する。 

４ 大規模な地表遮蔽部分のフィルタリングにおいて、地形表現に不 

  具合が生じる場合は、周囲のフィルタリングしていないグラウンド

データ等を用いて内挿補間を行う。 

 

（低密度ポリゴンデータの作成） 

第335条 ［略］ 
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２ ［略］ 

３ 低密度の範囲は、第105条の数値地形図データの精度を満たせな

い箇所とし、等高線等の表示によって決定するものとする。 

 

（既存データとの整合） 

第440条 ［略］ 

２ 点検箇所は、調整用基準点及び地表遮蔽物の影響が少ないグラウ

ンド、空き地、道路、公園等で平坦な箇所を対象とし、国土基本図

の図郭単位ごとに１箇所以上、１箇所当たりの計測数が100点以上

存在することを原則とする。 

３ ［略］ 

 

（フィルタリング点検図の作成） 

第441条 ［略］ 

２ フィルタリング点検図は、「航空レーザ用写真地図データ及び等

高線データの重ね合せ図」及び「航空レーザ用写真地図データ、オ

リジナルデータ、水部ポリゴン及び低密度ポリゴンの重ね合せ図」

の２種類を作成するものとする。ただし、航空レーザ用写真地図デ

ータが作成されていない場合は、航空レーザ用写真地図データに代

えてオリジナルデータから作成された陰影段彩図等とすることがで

きる。 

３ フィルタリング点検図は、国土基本図の図郭単位で作成するもの

とする。 

４ フィルタリング点検図は、格子間隔の地図情報レベルに対応し

た縮尺で出力するものとする。 

５ 「航空レーザ用写真地図データ及び等高線データの重ね合せ図」

における等高線の間隔及び色区分は、次表を標準とする。また、計

曲線には等高線データ数値を付加し、凹地については凹地記号をそ

れぞれ付加するものとする。 

６［略］ 

 

２ ［略］ 

３ 低密度の範囲は、第79条の数値地形図データの精度を満たせない

箇所とし、等高線等の表示によって決定するものとする。 

 

（既存データとの整合） 

第336条 ［略］ 

２ 点検箇所は、調整用基準点及び地表遮蔽物の影響が少ないグラウ

ンド、空き地、道路、公園等で平坦な箇所を対象とし、国土基本図

図郭単位ごとに１箇所以上、１箇所あたりの計測数が100点以上存

在することを原則とする。 

３ ［略］ 

 

（フィルタリング点検図の作成） 

第337条 ［略］ 

２ フィルタリング点検図は、「航空レーザ用写真地図データ及び等

高線データの重ね合せ図」及び「航空レーザ用写真地図データ、オ

リジナルデータ、水部ポリゴン及び低密度ポリゴンの重ね合せ図」

の２種類を作成する。ただし、航空レーザ用写真地図データが作成

されていない場合は、航空レーザ用写真地図データに代えてオリジ

ナルデータから作成された陰影段彩図等とすることができる。 

３ フィルタリング点検図は、国土基本図図郭単位で作成する。 

 

４ フィルタリング点検図は、格子間隔の地図情報レベルに対応し

た縮尺で出力する。 

５ 「航空レーザ用写真地図データ及び等高線データの重ね合せ図」

における等高線の間隔及び色区分は、次表を標準とする。また、計

曲線には等高線データ数値を付加し、凹地については凹地記号をそ

れぞれ付加する。 

 

６ ［略］ 
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７ フィルタリング点検図は、図郭から格子間隔の 10 倍以上の距離

を延伸した範囲について作成するものとする。 

 

 

 

 

（フィルタリングの点検） 

第442条 ［略］ 

一 第438条第３項に規定するフィルタリング対象項目のオリジナ

ルデータ採否の適否 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

２ フィルタリングについて、点検測量を全体の５パーセント実施す

るものとする。 

３ フィルタリングの良否の判断が困難な場合は、図形編集装置を用

いた断面表現等により点検するものとする。 

４ フィルタリングの点検結果は、精度管理表にとりまとめるものと

する。  

 

第９節 グリッドデータの作成 

（グリッドデータの作成） 

第443条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ グリッドデータは、国土基本図の図郭単位で作成するものとする。 

４ グリッドデータへの標高値の内挿補間法は、地形形状及びグリッ

ドデータの使用目的並びにグラウンドデータの密度を考慮し、ＴＩ

Ｎ、最近隣法を用いることを標準とする。ただし、データの欠損が

多い箇所については、Ｋｒｉｇｉｎｇ法により内挿補間することが

できるものとする。 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

等高線種類 間 隔 色  区  分 

計 曲 線 ５ｍ 黄 色 

主 曲 線 １ｍ 赤 色 

７ フィルタリング点検図は、図郭から格子間隔の 10 倍以上の距離

を延伸した範囲について作成する。 

 

 

 

 

（フィルタリングの点検） 

第338条 ［略］ 

一 第334条第３項に規定するフィルタリング対象項目のオリジナ

ルデータ採否の適否 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

２ フィルタリングについて、点検測量を全体の５パーセント実施す

る。 

３ フィルタリングの良否の判断が困難な場合は、図形編集装置を用

いた断面表現等により点検する。 

 

 

 

第９節 グリッドデータの作成 

（グリッドデータの作成） 

第339条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ グリッドデータは、国土基本図図郭単位で作成する。 

４ グリッドデータへの標高値内挿補間法は、地形形状並びにグリッ

ドデータの使用目的及びグラウンドデータの密度を考慮し、ＴＩ

Ｎ、最近隣法を用いることを標準とする。ただし、データの欠損が

多い箇所については、Ｋｒｉｇｉｎｇ法により内挿補間することが

できるものとする。 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

等高線種類 間 隔 色  区  分 

計 曲 線 ５ｍ 黄 色 

主 曲 線 １ｍ 赤 色 
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（グリッドデータ点検図の作成） 

第444条 グリッドデータ点検図は、作成されたグリッドデータに異常が

ないか及び隣接図との接合が適切に行われているかを点検するた

めに作成するものとする。 

２ ［略］ 

３ グリッドデータ点検図は、国土基本図の図郭単位に作成された陰

影段彩図を標準とし、低密度ポリゴンの境界線を重ね合わせて表示

するものとする。 

４ 陰影段彩図は、地図情報レベル 5000 から 10000 を標準として作

成するものとする。 

５ ［略］ 

 

（グリッドデータの点検） 

第445条 ［略］ 

２ グリッドデータの点検結果は、精度管理表にとりまとめるものと

する。 

 

第１０節 等高線データの作成 

（等高線データの作成） 

第446条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 等高線データは、国土基本図の図郭単位で作成するものとする。 

二 グラウンドデータ又はグリッドデータの間隔は、次表を標準と 

する。なお、グラウンドデータ及びグリッドデータは、作業地域 

の外周を格子間隔の 10倍以上の距離を延伸した範囲のものを使 

用することとする。 

 

（グリッドデータ点検図の作成） 

第340条 グリッドデータ点検図は、作成されたグリッドデータに異常が

ないか及び隣接図との接合が適切に行われているかを点検するた

めに作成する。 

２ ［略］ 

３ グリッドデータ点検図は、国土基本図図郭単位に作成された陰影

段彩図を標準とし、低密度ポリゴンの境界線を重ね合わせて表示す

る。 

４ 陰影段彩図は、地図情報レベル 5000 から 10000 を標準として作

成する。 

５ ［略］ 

 

（グリッドデータの点検） 

第341条 ［略］ 

 

 

 

第１０節 等高線データの作成 

（等高線データの作成） 

第342条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 等高線データは、国土基本図図郭単位で作成する。 

二 グラウンドデータ又はグリッドデータの間隔は、次表を標準と 

する。なお、グラウンドデータ及びグリッドデータは、作業地域 

の外周を格子間隔の 10倍以上の距離を延伸した範囲のものを使 

用する。 
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（等高線データの点検） 

第447条 ［略］ 

 

第１１節 数値地形図データファイルの作成 

（要旨） 

第448条 本章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品

仕様書に従って数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒

体に記録する作業をいう。 

２ ［略］ 

 

第１２節 品質評価 

（品質評価） 

第449条 ［略］ 

  

第１３節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第450条 ［略］ 

  

（成果等） 

第451条 ［略］ 

 

 

第１１章 地図編集 

第１節 要旨 

地図情報 

レベル 
主曲線 計曲線 

グラウンドデータ、グリッドデータ 

約１ｍ 約２ｍ 約５ｍ 

500 １ｍ ５ｍ ○ ― ― 

1000 １ｍ ５ｍ ○ ― ― 

2500 ２ｍ 10ｍ ○ ○ ― 

5000 ５ｍ 25ｍ ○ ○ ○ 

 

（等高線データの点検） 

第343条 ［略］ 

 

第１１節 数値地形図データファイルの作成 

（要旨） 

第344条 本節において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品

仕様書に従って数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒

体に記録する作業をいう。 

２ ［略］ 

 

第１２節 品質評価 

（品質評価） 

第345条 ［略］ 

 

第１３節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第346条 ［略］ 

 

（成果等）  

第347条 ［略］ 

 

 

第９章 地図編集 

第１節 要旨 

地図情報 

レベル 
主曲線 計曲線 

グラウンドデータ、グリッドデータ 

約１ｍ 約２ｍ 約５ｍ 

500 １ｍ ５ｍ ○ ― ― 

1000 １ｍ ５ｍ ○ ― ― 

2500 ２ｍ 10ｍ ○ ○ ― 

5000 ５ｍ 25ｍ ○ ○ ○ 
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（要旨） 

第452条 ［略］ 

 

（基図データ） 

第453条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 編集原図データの地図情報レベルと同等又はそれより小さい

地図情報レベルのもの。 

 

（地図編集） 

第454条 ［略］ 

 

（編集資料） 

第455条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第456条 ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四 数値編集 

五 数値地形図データファイルの作成 

六 品質評価 

七 成果等の整理 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第457条 ［略］ 

 

第３節 資料収集及び整理 

（要旨） 

第348条 ［略］ 

 

（基図データ） 

第349条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 編集原図データより地図情報レベルの精度の高いもの。 

 

 

（地図編集） 

第350条 ［略］ 

 

（編集資料） 

第351条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第352条 ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四 編集 

 

五 品質評価 

六 成果等の整理 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第353条 ［略］ 

 

第３節 資料収集及び整理 
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（要旨） 

第458条 ［略］ 

 

第４節 編集原稿データの作成 

（要旨） 

第459条 ［略］ 

２ 図形編集装置の構成は、第112条の規定を準用する。 

 

（編集原稿データの作成） 

第460条 ［略］ 

 

第５節 数値編集 

（要旨） 

第461条 本章において「数値編集」とは、編集資料を参考に、図形編集

装置を用いて編集原図データを作成する作業をいう。  

 

（編集原図データの作成） 

第462条 ［略］ 

 

（接合） 

第463条 ［略］ 

 

第６節 数値地形図データファイルの作成 

（数値地形図データファイルの作成） 

第464条 本章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品

仕様書に従って編集原図データから数値地形図データファイルを

作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。 

 

第７節 品質評価 

（品質評価） 

第465条 数値地形図データファイルの品質評価は、第43条の規定を準用

（要旨） 

第354条 ［略］ 

 

第４節 編集原稿データの作成 

（要旨） 

第355条 ［略］ 

２ 図形編集装置の構成は、第86条の規定を準用する。 

 

（編集原稿データの作成） 

第356条 ［略］ 

 

第５節 編集 

（要旨） 

第357条 本節において「編集」とは、編集資料を参考に、図形編集装置

を用いて編集原図データを作成する作業をいう。 

 

（編集原図データの作成） 

第358条 ［略］ 

 

（接合） 

第359条 ［略］ 

 

第６節 数値地形図データファイルの作成 

（数値地形図データファイルの作成） 

第360条 本節において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品

仕様書に従って編集原図データから数値地形図データファイルを

作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。 

 

第７節 品質評価 

（品質評価） 

第361条 編集原図データの品質評価は、第43条の規定を準用する。 
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する。 

 

第８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第466条 数値地形図データファイルのメタデータの作成は、第44条の規

定を準用する。 

 

（成果等） 

第467条 ［略］ 

 

 

第１２章 基盤地図情報の作成  

第１節 要旨 

（要旨） 

第468条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 基盤地図情報のうち、測量の基準点の設置は第２編の規定を準

用し、本章では数値地形図データの作成について規定するものと

する。 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

第２節 基盤地図情報の作成方法 

（基盤地図情報の作成方法） 

第469条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 新たな測量作業によって基盤地図情報を作成する場合の測量方

法は、製品仕様書に規定する要求事項を満たす適切な整備方法を選

択するものとする。 

 

 

第８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第362条 編集原図データのメタデータの作成は、第44条の規定を準用す

る。 

 

（成果等） 

第363条 ［略］ 

 

 

第１０章 基盤地図情報の作成 

第１節 要旨 

（要旨） 

第364条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 基盤地図情報のうち、測量の基準点の設置は第２編の規定を準

用し、本章では数値地形図データの作成について規定する。 

 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

第２節 基盤地図情報の作成方法 

（要旨） 

第365条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 新たな測量作業によって基盤地図情報を作成する場合の測量方

法は、製品仕様書に規定する要求事項を満たす適切な整備方法を選

択する。 
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５ 「既存の測量成果等」とは、基本測量成果及び公共測量成果に、

工事竣
しゅん

工図その他の地図に準ずる図面類（以下「地図に準ずる資

料」という。）を加えたものをいう。 

６ ［略］ 

 

第３節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成 

（要旨） 

第470条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第471条 ［略］ 

 

第４節 作業計画 

（要旨） 

第472条 ［略］ 

 

第５節 既存の測量成果等の収集及び整理 

（要旨） 

第473条 ［略］ 

２ 作業着手前に、当該作業地域における既存の基本測量成果及び

公共測量成果に加えて、工事竣工図その他の地図に準ずる資料を

収集するものとする。 

３ ［略］ 

４  既存の基本測量成果、公共測量成果及び地図に準ずる資料の収

集に当たっては、併せてデータの空間範囲、時間範囲、品質等を

把握できる製品仕様書、メタデータ等の資料を収集するものとす

る。 

５ 収集した既存の測量成果等の中の基盤地図情報の採否について

は、既存の測量成果等と基盤地図情報の取得基準を比較し確認す

るものとする。 

６ 既存の測量成果等に含まれる地物の品質が、基盤地図情報に適

合しているか又は調整により適合できるかを確認するものとす

５ 「既存の測量成果等」とは、基本測量成果及び公共測量成果に、

工事竣工図その他の地図に準ずる図面類（以下「地図に準ずる資料」

という。）を加えたものをいう。 
６ ［略］ 

 

第３節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成 

（要旨） 

第366条 ［略］ 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第367条 ［略］ 

 

第４節 作業計画 

（要旨） 

第368条 ［略］ 

 

第５節 既存の測量成果等の収集及び整理 

（要旨） 

第369条 ［略］ 

２ 作業着手前に、当該作業地域における既存の基本測量成果及び

公共測量成果に加えて、工事竣工図その他の地図に準ずる資料を

収集する。 

３ ［略］ 

４  既存の基本測量成果、公共測量成果及び地図に準ずる資料の収

集に当たっては、併せてデータの空間範囲、時間範囲、品質等を

把握できる製品仕様書、メタデータ等の資料を収集する。 

 

５ 収集した既存の測量成果等の中の基盤地図情報の採否について

は、既存の測量成果等と基盤地図情報の取得基準を比較し確認す

る。 

６ 既存の測量成果等に含まれる地物の品質が、基盤地図情報に適
合しているか又は調整により適合できるかを確認する。   



91 
 

改  正  案 現  行 （平成 28 年 5月 23 日付け 28農振第 7号） 

る。   

７ 既存の測量成果等の系譜（更新履歴、作成方法等）を調べ、基

盤地図情報に適合しているか確認するものとする。 

８ ［略］ 
９ 基盤地図情報の基情報となる既存の測量成果等が複数存在する
場合は、最も位置精度及び現状を適切に反映している既存の測量
成果等を選定するものとする。  

 

第６節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整 

（要旨） 

第474条  ［略］ 

 

（位置整合性等の向上の区分） 

第475条 ［略］ 

 

（接合） 

第476条 ［略］ 

 

（相対位置の調整） 

第477条 ［略］ 

 

第７節 基盤地図情報項目の抽出 

（要旨） 

第478条 ［略］ 

２ 抽出する項目の範囲は、項目及び基準に関する省令に定める項

目が規定された製品仕様書に従うものとする。 

３ ［略］ 

 

第８節 品質評価 

（要旨） 

第479条 ［略］ 

 

 

７ 既存の測量成果等の系譜（更新履歴、作成方法等）を調べ、基

盤地図情報に適合しているか確認する。 

８ ［略］ 

９ 基盤地図情報の基情報となる既存の測量成果等が複数存在する

場合は、最も位置精度及び現状を適切に反映している既存の測量

成果等を選定する。  

 

第６節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整 

（要旨） 

第370条 ［略］ 

 

（位置整合性等の向上の区分） 

第371条 ［略］ 

 

（接合） 

第372条 ［略］ 

 

（相対位置の調整） 

第373条 ［略］ 

 

第７節 基盤地図情報項目の抽出 

（要旨） 

第374条 ［略］ 

２ 抽出する項目の範囲は、項目及び基準に関する省令に定める項

目が規定された製品仕様書に従う。 

３ ［略］ 

 

第８節 品質評価 

（要旨） 

第375条 ［略］ 
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第９節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第480条 ［略］ 

 

（成果等） 

第481条 ［略］ 

 

第９節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第376条 ［略］ 

 

（成果等） 

第377条 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

農林水産省測量作業規程 新旧対照表 

 
 
 
 
 
 

第４編     三次元点群測量 
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｢測量作業規程について｣（13農振第 3695 号平成 14 年 3月 29 日付け農林水産省農村振興局長通知）新旧対照表 
改       正       後 現行（平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農振第 7号） 

第４編 三次元点群測量 

第１章 通則 

第１節 要旨 

（要旨） 

第482条 本編は、三次元点群測量の作業方法等を定めるものとする。 

２ 「三次元点群測量」とは、応用測量等に用いる三次元点群データを作成する作業を

いう。 

３ 「三次元点群データ」とは、地形を表す三次元の座標データ及びその内容を表す属

性データを、計算処理が可能な形態で表現したものをいう。 

４ 「観測時期間の標高の較差」とは、異なる時期で取得された三次元点群データの高

さ方向の変化量をいう。 

 

第２節 製品仕様書の記載事項 

（製品仕様書） 

第483条 製品仕様書は、当該三次元点群測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データ

の内容及び構造、参照系、データ品質、データ製品配布、メタデータ等について体系

的に記載するものとする。 

 

第３節 測量方法 

（要旨） 

第484条 製品仕様書で定めた三次元点群データを作成するための測量方法は、第２章又は

第３章の規定に示す方法に基づき実施するものとする。 

 

第２章 地上レーザ点群測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第485条 「地上レーザ点群測量」とは、地上レーザスキャナを用いて地形、地物等を観測

し、三次元点群データを作成する作業をいう。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第486条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。 

一 作業計画 

二 標定点の設置 

三 地上レーザ観測 

四 三次元点群データ編集 

五 三次元点群データファイルの作成 

六 品質評価 

七 成果等の整理 

 

第２節 作業計画 
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（要旨） 

第487条 作業計画は、第10条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。 
 

第３節 標定点の設置 

（要旨） 

第488条 本章において「標定点の設置」とは、水平位置及び標高の精度を持った既知点の

ほかに座標変換により地上レーザスキャナに水平位置、標高及び方向を与えるための

基準となる点（以下本章において「標定点」という。）を設置する作業をいい、原則

として平面直角座標系で行うものとする。 
 

（標定点の配置） 

第489条 標定点の配置は、次項に規定するもののほか、第137条の規定を準用する。 

２ 標定点は、三次元点群測量を実施する期間、保持できる場所に設置することを原則

とし、基準点も同様とする。なお、保持が困難な場合は予備の標定点を設置するもの

とする。 
 

（標定点の精度） 

第490条 標定点の精度は、水平位置（標準偏差）が0.1メートル以内、標高（標準偏差）が

0.1メートル以内を標準とする。 

２ 標定点間の距離の許容範囲は、次表を標準とする。 

距  離 許容範囲 備  考 

20ｍ未満 10mm 
S は点間距離の計算値（ｍ位）をいう。 

20ｍ以上 S/2,000 

３ 標定点間の標高の閉合差の許容範囲は、次表を標準とする。 

 

項  目 許容範囲 備考 

環閉合差 40mm√  
s は観測距離（片道、km位）とする。 

既知点間での閉合差 50mm√  

 

（方法） 

第491条 標定点の設置は、第３編第２章第４節第１款のＴＳ点の設置に準じて行うものと

する。 

２ 標定点の標高は、レベル等による水準測量に準じた観測により求めることができ

る。 

 

（成果等） 

第492条 成果等は、次の各号のとおりとする。 
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一 標定点成果表 

二 地上レーザスキャナ・標定点配置図及び水準路線図 

三 標定点測量簿及び同明細簿 

四 精度管理表 

五 その他の資料 

 

第４節 地上レーザ観測 

（要旨） 

第493条 本章において「地上レーザ観測」とは、地上レーザスキャナを用いて地形、地物

等を観測し、平面直角座標系に変換してオリジナルデータを作成する作業をいう。 

２ 同一地域において、複数時期の三次元点群データを取得する場合の観測条件は、対

象及び観測時期間の標高の較差の許容範囲に基づき、次表を標準とする。 

対象 
観測時期間の標高の較差 

（標準偏差） 

観測条件 

放射方向の観測点間隔 最小入射角[度] 

水平面 5mm 250mm 4 

水平面 10mm 500mm 2 

斜面 20mm 1000mm - 

３ 表面に凸凹や起伏のある地形は、前項を基準として観測時期間の標高の較差の許容

範囲及び観測条件を設定するものとする。 

４ 観測時期間の標高の較差の許容範囲を設定しない場合の観測条件は、三次元点群デ

ータの要求密度等に基づき設定するものとする。 

 

（使用する地上レーザスキャナの性能等） 

第494条 使用する地上レーザスキャナの性能等は、第142条の規定を準用する。 
 

（器械点と後視点の選定） 

第495条 器械点と後視点は、水平位置及び標高の精度を持った既知点並びに標定点（以下

本章において「標定点等」という。）を使用する。 

２ 器械点は、地上レーザスキャナが堅ろうに整置できなければならない。 

 

（標識の設置） 

第496条 標識の設置は、第144条の規定を準用する。ただし、地物を標識に用いてはならな

い。 

 

（方法） 

第497条 方法は、次項及び第３項に規定するもののほか、第143条の規定を準用する。 

２ 地上レーザ観測は、器械点と後視点による方法で行うことを原則とし、第493条第

４項により観測条件等を設定した場合は、相似変換による方法及び後方交会による方



4 
 

改       正       後 現行（平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農振第 7号） 

法で行うことができる。 

３ 第493条第２項又は第３項に基づいて行う場合、地上レーザスキャナの器械高は、

次の各号のとおり整置するものとする。 

一 新規に観測する場合は、器械高をミリメートル位で観測するものとする。 

二 改測で観測する場合は、新規の観測時の器械高に対し、標高較差の許容範囲の３

分の１以内を標準として整置するものとする。 

４ 反射強度等を用いた判読の資料とするため、地上レーザスキャナの位置から作業地

域の写真を撮影することを原則とする。 
 

（標識の観測） 

第498条 標識の観測は、第145条の規定を準用する。 
 

（観測点の選定） 

第499条 観測点の選定は、第493条第２項に規定する放射方向の観測点間隔及び最小入射角

に準じて行うものとする。 

２ 内挿処理による観測点の細密化は、行ってはならない。 

 

（平面直角座標系への変換） 

第500条 平面直角座標系への変換は、本条に規定するもののほか、第147条の規定を準用す

る。 

２ 平面直角座標系への変換は、原則として行うものとする。 

３ 平面直角座標系への変換における標定点等との水平位置の残差は、50ミリメートル

以内とする。ただし、相似変換による方法においての標定点等との標高の残差は、第

493条第４項の規定により設定した精度以内とする。 

４ 平面直角座標系への変換の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

 

第５節 三次元点群データ編集 

（要旨） 

第501条 本章において「三次元点群データ編集」とは、オリジナルデータから地形を捉え

ていない点を除去してグラウンドデータを作成し、所定のデータ構造に構造化する作

業をいう。 
 

（三次元点群データ編集システム） 

第502条 三次元点群データ編集に使用するシステムは、次の各号の構成及び性能を有する

ものとする。 

一 電子計算機、スクリーンモニター、マウス等を有すること。 

二 任意の視点からの三次元表示ができること。 

三 Ｘ、Ｙ、Ｚの座標値の修正及び記録できる機能を有すること。 

 

（方法） 

第503条 三次元点群データ編集は、三次元点群データ編集システムを用いてオリジナルデ
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ータを三次元で表示し、目視にて地形以外から反射してきた観測点を除去し、グラウ

ンドデータを作成する。 
 

（構造化） 

第504条 本章において「構造化」とは、グラウンドデータを決められた構造のデータに変

換する作業をいう。 

なお、必要に応じてブレークラインを追加できるものとする。 

２ 構造化は、不整三角網（ＴＩＮ）又はグリッド構造を原則とする。 

３ 構造化の方法は、グラウンドデータの密度や作業地域の形状に応じて決定するもの

とする。 

４ 不整三角網への構造化は、地形の形状に応じて最適な方法を採用するものとする。 

５ グリッドへの構造化は、最近隣法又は不整三角網からの内挿を原則とする。 

 

第６節 三次元点群データファイルの作成 

（要旨） 

第505条 本章において「三次元点群データファイルの作成」とは、製品仕様書に従ってグ
ラウンドデータ又は変換した構造化データから三次元点群データファイルを作成し、
電磁的記録媒体に記録する作業をいう。 

２ 三次元点群データ説明書は、付録７を使用することができる。 

 

第７節 品質評価 

（品質評価） 

第506条 三次元点群データファイルの品質評価は、第43条の規定を準用する。 
 

第８節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第507条 三次元点群データファイルのメタデータの作成は、第44条の規定を準用する。 
 

（成果等） 

第508条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 三次元点群データファイル 

二 オリジナルデータ 

三 観測図 

四 精度管理表 

五 品質管理表 

六 メタデータ 

七 その他の資料 

 

 

第３章 ＵＡＶ写真点群測量 

第１節 要旨 
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（要旨） 

第509条 「ＵＡＶ写真点群測量」とは、ＵＡＶにより地形、地物等を撮影し、その数値写

真を用いて三次元点群データを作成する作業をいう。 

２ ＵＡＶ写真点群測量は、裸地等の対象物の認識が可能な区域に適用することを標準

とする。 
 

（工程別作業区分及び順序） 

第510条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。 

一 作業計画 

二 標定点及び検証点の設置 

三 撮影 

四 三次元形状復元計算 

五 三次元点群データ編集 

六 三次元点群データファイルの作成 

七 品質評価 

八 成果等の整理 
 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第511条 作業計画は、第10条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。 

２ 作成する三次元点群データの位置精度は、作業範囲において観測した三次元点群デ

ータの検証を行う点（以下本章において「検証点」という。）の位置座標と、この地

点に相当する三次元点群データが示す位置座標のＸ、Ｙ、Ｚ成分の較差の許容範囲に

より、0.05メートル以内、0.10メートル以内又は0.20メートル以内のいずれかを標準

とする。 
 

第３節 標定点及び検証点の設置 

（要旨） 

第512条 「標定点及び検証点の設置」とは、三次元形状復元計算に必要となる水平位置及

び標高の基準となる点（以下本章において「標定点」という。）並びに検証点を設置

する作業をいう。 

２ 標定点及び検証点には対空標識を設置する。 

 

（対空標識の規格及び設置等） 

第513条 対空標識の規格及び設置等は、第219条の規定を準用する。 

 

（標定点及び検証点の配置） 

第514条 標定点は、作業地域の形状及び比高が大きく変化するような箇所、撮影コースの

設定、地表面の状態等を考慮しつつ、次の各号のとおり配置するものとする。 

一 標定点は、作業地域を囲むように配置する点（以下「外側標定点」という。）及

び作業地域内に配置する点（以下「内側標定点」という。）で構成する。 
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二 外側標定点は、作業地域の外側に配置することを標準とする。 

三 内側標定点は、作業地域内に均等に配置することを標準とする。 

四 標定点の配置間隔は、作成する三次元点群データの位置精度に応じて、以下の表

を標準とする。 

なお、外側標定点は３点以上、内側標定点は１点以上設置するものとする。 

位置精度 
隣接する外側標定点

間の距離 

任意の内側標定点とその点

を囲む各標定点との距離 

0.05ｍ以内 100ｍ以内 200ｍ以内 

0.10ｍ以内 100ｍ以内 400ｍ以内 

0.20ｍ以内 200ｍ以内 600ｍ以内 

五 計画時の作業地域内において最も標高の高い地点及び最も標高の低い地点には、

標定点を設置する。なお、これらの標定点は、外側標定点又は内側標定点の一部と

することができる。 

２ 検証点は、標定点とは別に、次の各号のとおり配置するものとする。 

一 検証点は、標定点からできるだけ離れた場所に、作業地域内に均等に配置するこ

とを標準とする。 

二 設置する検証点の数は、設置する標定点の総数の半数以上（１未満の端数がある

ときは、端数は切り上げる。）を標準とする。 

三 検証点は、平坦な場所又は傾斜が一様な場所に配置することを標準とする。 
 

（方法） 

第515条 標定点並びに検証点の位置及び標高は、第３編第２章第４節第１款のＴＳ点の設

置に準じた観測により求めるものとする。ただし、作成する三次元点群データの位置

精度が0.05メートル以内の場合には、第117条に規定するＴＳ等を用いるＴＳ点の設

置に準じて行うものとする。 

２ 標定点及び検証点の観測結果については、精度管理表にまとめるものとする。 

３ ＴＳ等を用いる場合は、第627条第３項の規定を準用する。 

４ キネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法によるＴＳ点の設置は、

第118条及び第119条に準じて行うものとする。いずれの方法においても、観測は２セ

ット行うものとする。１セット目の観測値を採用値とし、２セット目を点検値とす

る。セット間の格差の許容範囲は、Ｘ及びＹ成分は20ミリメートル、Ｚ成分は30ミリ

メートルを標準とする。 

 

（成果等） 

第516条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 標定点及び検証点成果表 

二 標定点及び検証点配置図 

三 標定点並びに検証点測量簿及び同明細簿 

四 精度管理表 
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五 その他の資料 
 

第４節 撮影 

（要旨） 

第517条 本章において「撮影」とは、ＵＡＶを用いて三次元形状復元計算用の数値写真を

撮影する作業をいう。 

 

（使用するＵＡＶの性能等） 

第518条 撮影に使用するＵＡＶの性能等は、第224条の規定を準用する。 

 

（使用するデジタルカメラの性能等） 

第519条 撮影に使用するデジタルカメラの性能等は、第225条の規定を準用する。 

 

（撮影計画） 

第520条 撮影計画は、撮影区域ごとに、作成する三次元点群データの位置精度、地上画素

寸法、対地高度、使用機器、地形形状、土地被覆、気象条件等を考慮して立案し、撮

影計画図としてまとめるものとする。 

２ 撮影する数値写真の地上画素寸法は、作成する三次元点群データの位置精度に応じ

て、次表を標準とする。 

位置精度 地上画素寸法 

0.05ｍ以内 0.01ｍ以内 

0.10ｍ以内 0.02ｍ以内 

0.20ｍ以内 0.03ｍ以内 

３ 対地高度は、｛（地上画素寸法）÷（使用するデジタルカメラの１画素のサイズ）

×（焦点距離）｝以下とし、地形や土地被覆、使用するデジタルカメラ等を考慮して

決定するものとする。 

４ 撮影基準面は、撮影区域に対して一つを定めることを標準とするが、高低差の大き

い地域にあっては、ＵＡＶ運航の安全を考慮し、数コース単位に設定することができ

る。 

５ デジタルカメラの焦点距離は、レンズの特性や地形等の状況によって決定するもの

とする。決定した焦点距離は、撮影終了まで固定することを標準とする。ただし、地

形形状等からオートフォーカスを使用することが適切であると判断される場合は、こ

の限りではない。 

６ ＵＡＶの飛行速度は、数値写真が記録できる時間以上に撮影間隔がとれる速度とす

る。 

７ 同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。 

８ 撮影後に実際の写真重複度を確認できる場合には、同一コース内の隣接数値写真と

の重複度が80パーセント以上、隣接コースの数値写真との重複度が60パーセント以上

を確保できるよう撮影計画を立案することを標準とする。撮影後に写真重複度の確認

が困難な場合には、同一コース内の隣接数値写真との重複度は90パーセント以上、隣
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接コースの数値写真との重複度は60パーセント以上として撮影計画を立案するものと

する。 

９ 外側標定点を結ぶ範囲のさらに外側に、少なくとも１枚以上の数値写真が撮影され

るよう、撮影計画を立案するものとする。 

１０ 撮影計画は、撮影時の明るさや風速、風向、地形、地物等の経年変化等により、

現場での見直しが生じることを考慮しておく。 

 

（機器の点検と撮影計画の確認） 

第521条 機器の点検と撮影計画の確認は、第228条の規定を準用する。 

 

（撮影飛行） 

第522条 ＵＡＶによる撮影飛行は、第229条の規定を準用する。 

 

（撮影結果の点検） 

第523条 撮影の直後に、現地において撮影結果の点検を行うものとする。 

２ 撮影結果の点検は、次の各号について行い、精度管理表を作成し、再撮影が必要か

否かを判定するものとする。 

一 撮影区域 

二 数値写真の画質 

三 隣接数値写真間の重複度 

四 隠蔽部の有無 

五 全ての標定点及び検証点が適切に撮影できているか 

３ 数値写真の画質は、全ての写真を対象に、ボケ、ブレ、ノイズ等について点検する

ものとする。 

４ 数値写真間の重複度は、撮影結果から、主点間の距離が長い地点等重複度が小さい

と考えられる箇所を複数抜き取り、撮影区域等を元に計算する。ただし、数値写真重

複度の確認が困難であって、同一コース内の隣接数値写真との重複度を90パーセント

以上として撮影計画を立案している場合には、点検を省略できるものとする。 

５ 隠蔽部の有無は、三次元点群データ作成に障害がないかを点検するものとする。 

 

（再撮影） 

第524条 撮影結果の点検により、再撮影の必要がある場合は、第231条の規定を準用する。 

 

（成果等） 

第525条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 撮影計画図 

二 数値写真 

三 撮影記録 

四 撮影標定図 

五 精度管理表 
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六 その他の資料 

 

第５節 三次元形状復元計算 

（要旨） 

第526条 「三次元形状復元計算」とは、撮影した数値写真及び標定点を用いて、数値写真

の外部標定要素及び数値写真に撮像された地点（以下本章において「特徴点」とい

う。）の位置座標を求め、地形、地物等の三次元形状を復元し、オリジナルデータを

作成する作業をいう。 

２ 三次元形状復元計算は、特徴点の抽出、標定点の測定、外部標定要素の算出、三次

元点群データの生成までの一連の処理を含むものとする。 

３ 三次元形状復元計算に用いる撮像素子寸法及び画素数は、デジタルカメラのカタロ

グ値を採用し、焦点距離の初期値は、デジタルカメラのカタログの焦点距離の値を用

いるものとする。 

４ 三次元形状復元計算は、分割して実施しないことを標準とする。 

５ カメラのキャリブレーションについては、三次元形状復元計算において、セルフキ

ャリブレーションを行うことを標準とする。 

 

（三次元形状復元計算結果の点検） 

第527条 三次元形状復元計算の結果は、三次元形状復元計算ソフトの機能に応じて点検す

るものとする。 

２ 三次元復元計算結果の点検結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

 

（標定点の残差及び検証点の較差の点検） 

第528条 三次元形状復元計算で得られる標定点の残差が、Ｘ、Ｙ、Ｚのいずれの成分も、

作成する三次元点群データの位置精度以内であることを点検する。 

２ あらかじめ求めた検証点の位置座標と、三次元形状復元計算で得られた検証点の位

置座標との較差が、Ｘ、Ｙ、Ｚのいずれの成分も、作成する三次元点群データの位置

精度以内であることを点検する。 

３ 点検のために、必要に応じてオルソ画像を作成することができるものとする。 

４ 点検の結果、精度を満たさない場合には、不良写真の除去及び特徴点の修正を行っ

た上で、再度三次元形状復元計算を行い、点検を行うものとする。こうした処理を行

っても精度を満たさない場合には、再撮影を行うものとする。 

５ 三次元形状復元計算ソフトで直接検証点の位置座標を求めることができない場合

は、検証点の位置座標は、次の方法で求めるものとする。 

一 平面位置は、第３項で作成したオルソ画像上で検証点の位置を確認し、座標を求

める。 

二 標高は、作成した三次元点群データを用いて、各検証点に対し平面座標上の距離

が15センチメートル以内であるような三次元点群データを抽出し、距離の重み付内

挿法（Inverse Distance Weighted 法：IDW法）で求める。 



11 
 

改       正       後 現行（平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農振第 7号） 

（成果等） 

第529条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 オリジナルデータ 

二 三次元形状復元計算ソフトが出力する情報 

三 精度管理表 

四 その他の資料 
 

第６節 三次元点群データ編集 

（要旨） 

第530条 本章において「三次元点群データ編集」とは、オリジナルデータから必要に応じ

て異常点の除去又は三次元点群データの補間等の編集を行ってグラウンドデータを作

成し、所定の構造に構造化する作業をいう。 

 

（三次元点群データ編集） 

第531条 オリジナルデータを複数の方向から表示し、地形以外を示す特徴点及び成果に不

要となる特徴点等の異常点を取り除くものとする。 

２ オリジナルデータが必要な密度を満たさない場合は、必要に応じてＴＳ等を用いて

現地補測を行い、三次元点群データを補間する。 

３ 異常点やオリジナルデータが必要な密度を満たさない場所が広範囲に分布する場合

には、数値写真及び三次元形状復元計算結果を見直し、必要に応じて数値写真の再撮

影又は三次元形状復元計算の再計算を行うものとする。 

 

（構造化） 

第532条 本章において「構造化」とは、グラウンドデータを決められた構造の構造化デー

タに変換する作業をいう。 

２ 構造化に当たっては、必要に応じてブレークラインを追加できるものとする。 

 

第７節 三次元点群データファイルの作成 

（要旨） 

第533条 本章において「三次元点群データファイルの作成」とは、製品仕様書に従ってグ

ラウンドデータ又は変換した構造化データから三次元点群データファイルを作成し、

電磁的記録媒体に記録する作業をいう。 

２ 三次元点群データ説明書は、付録７を使用することができる。 

 

第８節 品質評価 

（品質評価） 

第534条 三次元点群データファイルの品質評価は、第43条の規定を準用する。 
 

第９節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 



12 
 

改       正       後 現行（平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農振第 7号） 

第535条 三次元点群データファイルのメタデータの作成は、第44条の規定を準用する。 

 

（成果等） 

第536条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

一 三次元点群データファイル 

二 精度管理表 

三 品質管理表 

四 メタデータ 

五 その他の資料 
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第５編     応用測量 
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｢測量作業規程について｣（13農振第 3695 号平成 14 年 3月 29 日付け農林水産省農村振興局長通知）新旧対照表 
改       正       後 現行（平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農振第 7号） 

第５編 応用測量 

第１章 通則 

第１節 要旨 

（要旨） 

第537条 ［略］ 

 

（応用測量の区分） 

第538条 ［略］ 

 

（使用する成果） 

第539条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 第１項の規定により水準測量を実施する場合は、第２編第３章及び第４章の規定を

準用する。 

４ ［略］ 

５ 第１項の規定により三次元点群測量を実施する場合は、第４編の規定を準用する。 

 

（機器） 

第540条 ［略］ 

 

（機器の点検及び調整） 

第541条 ［略］ 

 

（計算結果の表示単位） 

第542条 座標値等の計算結果の表示単位等は、次表を標準とする。ただし、用地測量にお

いては第627条第６項の規定を適用する。 

区分 方向角 距離 標高 座標値 

単位 秒 ｍ ｍ ｍ 

位 １ 0.001 0.001 0.001 

２ ［略］ 

３ キネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法により標高を求めた場合 

第４編 応用測量 

第１章 通則 

第１節 要旨 

（要旨） 

第378条 ［略］ 

 

（応用測量の区分） 

第379条 ［略］ 

 

（使用する成果） 

第380条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 第１項の規定により水準測量を実施する場合は、第２編第３章の規定を準用する。 

４ ［略］ 

 

 

 

（機器） 

第381条 ［略］ 

 

（機器の点検及び調整） 

第382条 ［略］ 

 

（計算結果の表示単位） 

第383条 座標値等の計算結果の表示単位等は、次表を標準とする。ただし、用地測量におい

ては第466条第６項の規定を適用する。 

区分 方向角 距離 標高 座標値 

単位 秒 ｍ ｍ ｍ 

位 １ 0.001 0.001 0.001 

２ ［略］ 

３ キネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法により標高を求めた場合
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は、ジオイド・モデルにより求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めるも

のとする。 

 

（標杭の材質、寸法等） 

第543条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 標杭を設置する位置の状況により、金属標、標識プレート、十字鋲、測量くぎ等を

使用することができる。なお、測量くぎは、ＪＩＳ規格を標準とする。 

４ ［略］ 

 

第２節 製品仕様書の記載事項 

（製品仕様書） 

第544条 ［略］ 

 

第２章 確定測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第545条 ［略］ 

 

（方式） 

第546条 ［略］ 

 

（作業区分及び順序） 

第547条 ［略］ 

 

（測量の基礎とする点） 

第548条 ［略］ 

 

（誤差の限度） 

第549条 ［略］ 

 

第２節 計 画 

（要旨） 

は、国土地理院が提供するジオイド・モデルにより求めたジオイド高を用いて、楕円

体高を補正して求めるものとする。 

 

（標杭の材質、寸法等） 

第384条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 標杭を設置する位置の状況により、金属標、標識プレート、十字鋲等を使用するこ

とができる。 

４ ［略］ 

 

第２節 製品仕様書の記載事項 

（製品仕様書） 

第385条 ［略］ 

 

第２章 確定測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第386条 ［略］ 

 

（方式） 

第387条 ［略］ 

 

（作業区分及び順序） 

第388条 ［略］ 

 

（測量の基礎とする点） 

第389条 ［略］ 

 

（誤差の限度） 

第390条 ［略］ 

 

第２節 計 画 

（要旨） 
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第550条 ［略］ 

 

（境界調査） 

第551条 ［略］ 

 

第３節 地上法 

第１款 要旨 

（要旨） 

第552条 ［略］ 

 

（地上法の細分） 

第553条 ［略］ 

 

第２款 作業計画 

（作業計画） 

第554条 ［略］ 

 

第３款 基準点測量 

（要旨） 

第555条 ［略］ 

 

（実施方法） 

第556条 ［略］ 

 

（基準点の配置） 

第557条 ［略］ 

 

（基準点の名称） 

第558条 ［略］ 

 

（補助基準点） 

第559条 ［略］ 

 

第391条 ［略］ 

 

（境界調査） 

第392条 ［略］ 

 

第３節 地上法 

第１款 要旨 

（要旨） 

第393条 ［略］ 

 

（地上法の細分） 

第394条 ［略］ 

 

第２款 作業計画 

（作業計画） 

第395条 ［略］ 

 

第３款 基準点測量 

（要旨） 

第396条 ［略］ 

 

（実施方法） 

第397条 ［略］ 

 

（基準点の配置） 

第398条 ［略］ 

 

（基準点の名称） 

第399条  ［略］ 

 

（補助基準点） 

第400条 ［略］ 

 



4 
 

改       正       後 現行（平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農振第 7号） 

第４款 一筆地測量 

（要旨） 

第560条 ［略］ 

 

（実施方法） 

第561条 ［略］ 

 

（観測の点検） 

第562条 ［略］ 

 

第４節 確定図の作成 

（要旨） 

第563条 ［略］ 

 

（確定測量図） 

第564条 ［略］ 

 

（平板確定図） 

第565条 ［略］ 

 

第５節 地積測定 

（要旨） 

第566条 ［略］ 

 

（方法） 

第567条 ［略］ 

 

第６節 成果等の整理 

（成果等） 

第568条 ［略］ 

 

第３章 路線測量 

第１節 要旨 

第４款 一筆地測量 

（要旨） 

第401条 ［略］ 

 

（実施方法） 

第402条 ［略］ 

 

（観測の点検） 

第403条 ［略］ 

 

第４節 確定図の作成 

（要旨） 

第404条 ［略］ 

 

（確定測量図） 

第405条 ［略］ 

 

（平板確定図） 

第406条 ［略］ 

 

第５節 地積測定 

（要旨） 

第407条 ［略］ 

 

（方法） 

第408条 ［略］ 

 

第６節 成果等の整理 

（成果等） 

第409条 ［略］ 

 

第３章 路線測量 

第１節 要旨 
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（要旨） 

第569条 ［略］ 

 

（路線測量の細分） 

第570条 ［略］ 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第571条 ［略］ 

 

第３節 線形決定 

（要旨） 

第572条 ［略］ 

 

（方法） 

第573条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

一 整合の確認は、次のとおり行うものとする。 

イ ［略］ 

ロ ［略］ 

ハ ［略］ 

ニ ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

イ ［略］ 

ロ ［略］ 

ハ イとロの較差により点検を行う。較差の許容範囲は、次表を標準とする。 

点検距離 許容範囲 

500m以上 点検距離の1/10,000 

（要旨） 

第410条 ［略］ 

 

（路線測量の細分） 

第411条 ［略］ 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第412条 ［略］ 

 

第３節 線形決定 

（要旨） 

第413条 ［略］ 

 

（方法） 

第414条  ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

一 整合の確認は、次により行うものとする。 

イ ［略］ 

ロ ［略］ 

ハ ［略］ 

ニ ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

イ ［略］ 

ロ ［略］ 

ハ イとロの較差により点検を行う。較差の許容範囲は次表を標準とする。 

点検距離 許容範囲 

500ｍ以上 点検距離の1/10,000 
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500m 未満 50mm 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ 第７項の較差の許容範囲は、次表を標準とする。 

区分 
距離 

平  地 山  地 備  考 

30m 未満 10mm 15mm 
Sは点間距離の計算値 

30m 以上 S/3,000 S/2,000 

１０ ［略］ 

 

（ＩＰの設置） 

第574条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 点検測量は、ＩＰの点間距離を測定し、座標差から求めた距離との比較により行う。

ただし、ＩＰの点間距離が直接測定できない場合は、前条第８項の規定を準用する。 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

 

第４節 中心線測量 

（要旨） 

第575条 ［略］ 

 

（方法） 

第576条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

一 ＴＳ等を用いる場合は、第574条第２項第一号の規定を準用する。 

二 キネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法による場合は、第573条

第３項第二号から第四号、第４項及び第５項の規定を準用する。 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

500ｍ未満 50mm 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ 前７項の較差の許容範囲は次表を標準とする。 

区分 
距離 

平  地 山  地 備  考 

30m 未満 10mm 15mm 
Sは点間距離の計算値 

30m 以上 S/3,000 S/2,000 

１０ ［略］ 

 

（ＩＰの設置） 

第415条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 点検測量は、ＩＰ点間の距離を測定し、座標差から求めた距離との比較により行う。 

ただし、ＩＰ点間の距離が直接測定できない場合は、前条第８項の規定を準用する。 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

 

第４節 中心線測量 

（要旨） 

第416条 ［略］ 

 

（方法） 

第417条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

一 ＴＳ等を用いる場合は、第415条第２項第一号の規定を準用する。 

二 キネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法による場合は、第414条

第３項第二号から第四号、第４項及び第５項の規定を準用する。 

５ ［略］ 

６ ［略］ 
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７ 前項において中心点間等の距離が、直接測定ができない場合は、第573条第８項の規

定を準用する。 

８ 第６項の較差の許容範囲は、次表を標準とする。 

 

      区分 

距離 
平 地 山 地 備   考 

20ｍ未満 10 ㎜ 20 ㎜ 

S は点間距離の計算値 

20ｍ以上 S/2,000 S/1,000 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

 

（標杭の設置） 

第577条 ［略］ 

 

第５節 仮ＢＭ設置測量 

（要旨） 

第578条 ［略］ 

 

（方法） 

第579条 ［略］ 

 

（標杭の設置） 

第580条 ［略］ 

 

第６節 縦断測量 

（要旨） 

第581条 ［略］ 

 

（方法） 

第582条 ［略］ 

 

７ 前項において中心点間等の距離が、直接測定ができない場合は、第414条第８項の規

定を準用する。 

８ 前２項の較差の許容範囲は、次表を標準とする。 

 

      区分 

距離 
平 地 山 地 備   考 

20ｍ未満 10 ㎜ 20 ㎜ 

S は点間距離の計算値 

20ｍ以上 S/2,000 S/1,000 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

 

（標杭の設置） 

第418条  ［略］ 

 

第５節 仮ＢＭ設置測量 

（要旨） 

第419条 ［略］ 

 

（方法） 

第420条 ［略］ 

 

（標杭の設置） 

第421条 ［略］ 

 

第６節 縦断測量 

（要旨） 

第422条 ［略］ 

 

（方法） 

第423条 ［略］ 
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第７節 横断測量 

（要旨） 

第583条 ［略］ 

 

（方法） 

第584条  ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ネットワーク型ＲＴＫ法による場合は、第573条第４項及び第５項の規定を準用

する。 

四 ［略］ 

五 ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

１１ ［略］ 

 

第８節 詳細測量 

（要旨） 

第585条 ［略］ 

 

（方法） 

第586条 ［略］ 

 

第９節 用地幅杭設置測量 

（要旨） 

第587条 ［略］ 

 

（方法） 

第７節 横断測量 

（要旨） 

第424条 ［略］ 

 

（方法） 

第425条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ネットワーク型ＲＴＫ法による場合は、第414条第４項及び第５項の規定を準用す

る。 

四 ［略］ 

五 ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

１１ ［略］ 

 

第８節 詳細測量 

（要旨） 

第426条 ［略］ 

 

（方法） 

第427条 ［略］ 

 

第９節 用地幅杭設置測量 

（要旨） 

第428条 ［略］ 

 

（方法） 
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第588条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

一 ＴＳ等を用いる場合は、第574条第２項第一号の規定を準用する。 

二 キネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法による場合は、第573条

第３項第二号から第四号、第４項及び第５項の規定を準用する。 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

 

（用地幅杭点間測量） 

第589条 ［略］ 

２ 前項において用地幅杭間の距離が直接測定できない場合は、第573条第８項の規定

を準用する。 

３ ［略］ 

 

第１０節 品質評価 

（品質評価） 

第590条 ［略］ 

 

第１１節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第591条 ［略］ 

 

（成果等） 

第592条 ［略］ 

成果等の整理 

該当する測量の種類 

線形 

決定 

条件点 

の観測 

IPの 

設置 

中心線 

測量 

仮BM 

設置 

測量 

縦断 

測量 

横断 

測量 

詳細 

測量 

用地幅 

杭設置 

測量 

観測手簿  ○   ○ ○ ○ ○  

計算簿 ○ ○ ○ ○     ○ 

成果表  ○   ○ ○  ○  

線形図データ 

ファイル 
○         

第429条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

一 ＴＳ等を用いる場合は、第415条第２項第一号の規定を準用する。 

二 キネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法による場合は、第414条

第３項第二号から第四号、第４項及び第５項の規定を準用する。 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

 

（用地幅杭点間測量） 

第430条 ［略］ 

２ 前項において用地幅杭間の距離が直接測定できない場合は、第414条第８項の規定を

準用する。 

３ ［略］ 

 

第１０節 品質評価 

（品質評価） 

第431条 ［略］ 

 

第１１節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第432条 ［略］ 

 

（成果等） 

第433条 ［略］ 

成果等の整理 

該当する測量の種類 

線形 

決定 

条件点 

の観測 

I P  

設置 

測量 

中心線 

測量 

仮BM 

設置 

測量 

縦断 

測量 

横断 

測量 

詳細 

測量 

用地幅 

杭設置 

測量 

観測手簿  ○   ○ ○ ○ ○  

計算簿 ○ ○ ○ ○     ○ 

成果表  ○   ○ ○  ○  

線形図データ 

ファイル 
○         
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線形地形図 

データファイル 
   ○      

縦横断面図 

データファイル 
     ○ ○ ○  

詳細平面図 

データファイル 
       ○  

引照点図    ○      

精度管理表  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質評価表     ○ ○  ○ ○ 

メタデータ     ○ ○  ○ ○ 

２ ［略］ 

 

第４章 河川測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第593条 ［略］ 

 

（河川測量の細分） 

第594条 ［略］ 

一 作業計画 

二 距離標設置測量 

  三 水準基標測量 

四 定期縦断測量 

五 定期横断測量 

六 深浅測量 

七 法線測量 

八 海浜測量及び汀線測量 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第595条 ［略］ 

 

第３節 距離標設置測量 

（要旨） 

線形地形図 

データファイル 
   ○      

縦横断面図 

データファイル 
     ○ ○ ○  

詳細平面図 

データファイル 
       ○  

引照点図    ○      

精度管理表  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質評価表     ○ ○  ○ ○ 

メタデータ     ○ ○  ○ ○ 

２ ［略］ 

 

第４章 河川測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第434条 ［略］ 

 

（河川測量の細分） 

第435条 ［略］ 

一 作業計画 

二 河川測点設置測量 

 

  三 縦断測量 

四 横断測量 

五 深浅測量 

六 法線測量 

七 海浜及び汀線測量 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第436条 ［略］ 

 

第３節 河川測点設置測量 

（要旨） 
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改       正       後 現行（平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農振第 7号） 

第596条 「距離標設置測量」とは、河心線の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法

面等に距離標を設置する作業をいう。 

 

（方法） 

第597条 距離標は、あらかじめ地形図上で位置を選定し、その座標値に基づいて、近傍の

３級基準点等から放射法等により設置するものとする。 

２ 距離標設置間隔は、河川の河口又は幹川への合流点に設けた起点から、河心に沿っ

て200メートルを標準とする。 

３ 距離標設置測量の観測は、次のとおり行うものとする。 

一 ＴＳ等を用いる放射法の場合は、第574条第２項第一号の規定を準用して行うこ

とができる。ただし、近傍に既知点がない場合は、３級基準点等を設置することが

できる。 

二 キネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法による場合は、第573

条第３項第二号から第四号、第４項及び第５項の規定を準用する。 

４ 単点観測法において、位置情報サービス事業者で算出された任意地点の補正データ

を使用する場合、その地点から距離標までの距離を３キロメートル以内とする。 

 

５ 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

６ 距離標の位置を示すため、点の記を作成する。 

 

第４節 水準基標測量 

（要旨） 

第598条 「水準基標測量」とは、定期縦断測量の基準となる水準基標の標高を定める作業

をいう。 

 

（方法） 

第599条 水準基標測量は、２級水準測量により行うものとする。 

２ 水準基標は、水位標に近接した位置に設置するものとし、設置間隔は、５キロメート

ルから20キロメートルまでを標準とする。 

３ 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

４ 水準基標の位置を示すため、点の記を作成する。 

 

第５節 定期縦断測量 

第437条 「河川測点設置測量」とは、河心線の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は

法面等に河川測点を設置する作業をいう。 

 

（方法） 

第438条 河川測点設置測量は、あらかじめ地形図上で位置を選定し、その座標値に基づい

て、近傍の３級基準点等から放射法等により設置するものとする。 

２ 河川測点設置間隔は、河川の河口又は幹川への合流点に設けた起点から、河心に沿

って20～100メートルを標準とする。 

３ 前項の観測は、次のとおり行うものとする。 

一 ＴＳ等を用いる放射法の場合は、第415条第２項第一号の規定を準用して行うこと

ができる。ただし、近傍に既知点がない場合は、３級基準点等を設置することがで

きる。 

二 キネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法による場合は、第414条

第３項第二号から第四号、第４項及び第５項の規定を準用する。 

４ 単点観測法において、配信事業者で算出された地点の補正データを使用する場合、

その地点から距離標までの距離を３キロメートル以内とする。 

５ 狭小な河川の場合には、河川測点は片岸にのみ設置することができる。 

６ 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

   ７ 河川測点の位置を示すため、点の記を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節  縦断測量 
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改       正       後 現行（平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農振第 7号） 

（要旨） 

第600条 「定期縦断測量」とは、定期的に距離標等の縦断測量を実施して縦断面図データフ

ァイルを作成する作業をいう。 

 

（方法） 

第601条 定期縦断測量は、左右両岸の距離標の標高並びに堤防の変化点の地盤及び主要な

構造物について、距離標からの距離及び標高を測定するものとする。 

２ 定期縦断測量は、原則として、観測の基準とする点は水準基標とし、観測の路線

は、水準基標から出発し、他の水準基標に結合するものとする。 

３ 定期縦断測量は、平地においては３級水準測量により行い、山地においては４級水

準測量により行うものとする。ただし、地形、地物等の状況によっては、４級水準測

量に代えて間接水準測量により行うことができるものとし、その場合は第582条第８

項の規定を準用する。 

４ 縦断面図データファイルは、定期縦断測量の結果に基づいて作成する。 

５ 縦断面図データファイルには、測点、単距離、追加距離、計画河床高、計画高水敷

高、計画高水位、計画堤防高、最低河床高、左岸堤防高、右岸堤防高、水準基標、水

位標、各種構造物等の名称、位置、標高等のデータを格納する。 

６ 縦断面図データを図紙に出力する場合は、横の縮尺は1,000分の1から100,000分の1

まで、縦の縮尺は100分の1から200分の1までを標準とする。 

７ ［略］ 

 

第６節 定期横断測量 

（要旨） 

第602条 「定期横断測量」とは、定期的に左右距離標の視通線上の横断測量を実施して横断

面図データファイルを作成する作業をいう。 

 

（方法） 

第603条 定期横断測量は、左右距離標の視通線上の地形の変化点等について、距離標から

の距離及び標高を測定するものとする。 

２ 定期横断測量は、水際杭を境にして、陸部と水部に分け、陸部については第３章第

７節の規定を準用し、水部については次節の規定を準用する。 

 

 

（要旨） 

第439条 「縦断測量」とは、河川測点等の縦断測量を実施して縦断面図データファイルを作

成する作業をいう。 
 

（方法） 

第440条  縦断測量は、左右両岸の河川測点の標高並びに堤防の変化点の地盤及び主要な構造

物について、河川測点からの距離と標高を測定するものとする。 

２ 縦断測量は、原則として、仮ＢＭを出発し、他の仮ＢＭに結合するものとする。 

 

３ 縦断測量は、平地においては４級水準測量、山地においては簡易水準測量により行

うものとする。ただし、地形及びその他の状況によっては、４級水準測量に代えて間

接水準測量により行うことができるものとし、その場合は第423条８項の規定を準用す

る。 

４ 縦断面図データファイルは、縦断測量の結果に基づいて作成する。 

５ 縦断面図データファイルには、測点、単距離、追加距離、計画河床高、計画高水敷

高、計画高水位、計画堤防高、最低河床高、左岸堤防高、右岸堤防高、杭頭高、河心

高、水位標、各種構造物等の名称、位置、標高等のデータを格納する。 

６ 縦断面図データを図紙に出力する場合は、横の縮尺は線型地形図と同一とし、縦の

縮尺は横の５～10倍を標準とする。 

７ ［略］ 

 

第５節 横断測量 

（要旨） 

第441条  「横断測量」とは、左右河川測点の視通線上の横断測量を実施して横断面図データ

ファイルを作成する作業をいう。 

 

（方法） 

第442条  横断測量は、左右河川測点の視通線上の地形の変化点等について、河川測点からの

距離及び標高を測定するものとする。 

２ 横断測量は、水際杭を境にして、陸部と水部に分け、陸部については第２章第７節

の規定を準用し、水部については次節の規定を準用する。 

３ 河川測点が片岸にのみ設置されている場合には、河川測点の位置において河心線の

接線に対して直角方向の地形の変化点等について、河川測点から距離及び標高を定め
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改       正       後 現行（平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農振第 7号） 

 

３ 陸部の測量範囲は、次表を標準とする。 

測 量 名 測 量 範 囲 

定期横断測量 堤内 20～50m 

 

４ 横断面図データファイルは、定期横断測量の結果に基づいて作成する。 

５ 横断面図データファイルには、距離標及び水際杭の位置データを格納する。 

６ 横断面図データを図紙に出力する場合は、横の縮尺は100分の１から1,000分の１ま

で、縦の縮尺は100分の１から200分の１までを標準とする。 

７ 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

 

第７節 深浅測量 

（要旨） 

第604条 「深浅測量」とは、河川、貯水池、湖沼又は海岸において、水底部の地形を明ら

かにするため、水深、測深位置又は船位、水位又は潮位を測定し、横断面図データフ

ァイルを作成する作業をいう。 

 

（方法） 

第605条 ［略］ 

２ 測深位置又は船位の測定は、ワイヤーロープ、ＴＳ等又はＧＮＳＳ測量機のうちい

ずれかを用いて行うものとし、測点間隔は次表を標準とする。 

 

使  用  機  器 測 点 間 隔 備      考 

ワイヤーロープ ５ｍ  

ＴＳ等 10ｍ～100ｍ １ｍ間隔の等深線
図が描ける程度 

ＧＮＳＳ測量機 10ｍ～100ｍ １ｍ間隔の等深線図が描ける程度 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ アナログ測深記録では、一定時間毎に記録紙に測定マークを入れ、デジタル測深記

る。 

４ 陸部の測量間隔は、10 メートル以内を標準とする。 

 

 

 

 

５ 横断面図データファイルには、河川測点及び水際杭の位置データを格納する。 

６ 横断面図データを図紙に出力する場合は、縦断面図の縦と同一のものを標準とする。 

 

 

 

第６節 深浅測量 

（要旨） 

第443条 「深浅測量」とは、河川、貯水池、湖沼又は海岸において、水底部の地形を明らか

にするため、水深、測深位置、船位及び水位及び潮位を測定し、横断面図データファイ

ルを作成する作業をいう。 

 

（方法） 

第444条 ［略］ 

２ 測深位置、船位の測定は、ワイヤーロープ、ＴＳ等又はＧＮＳＳ測量機のうちいず

れかを用いて行うものとし、測点間隔は次表を標準とする。 

 

位置の測定方法 測 点 間 隔 備      考 

ワイヤーロープによる ５ｍ  

ＴＳ等 10ｍ～100ｍ １ｍ間隔の等深
図が描ける程度 

ＧＮＳＳ測量機 10ｍ～100ｍ １ｍ間隔の等深線図が描ける程度 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ アナログ測深記録では、一定時間毎に記録紙にマークをに入れ、デジタル測深記録
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改       正       後 現行（平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農振第 7号） 

録では、時刻をＧＮＳＳの観測時刻と合わせ測深位置を決定する。 

９ 水位又は潮位の測定は、水位標、検潮所若しくは仮水位標による観測又は直接測定

により行うものとする。 

１０ ［略］ 

１１ ［略］ 

１２ ［略］ 

 

第８節 法線測量 

（要旨） 

第606条 ［略］ 

 

（方法） 

第607条 法線測量は、第３章第４節の規定を準用する。 

 

第９節 海浜測量及び汀線測量 

（要旨） 

第608条 ［略］ 

 

（方法） 

第609条 海浜測量は、海岸線に沿って陸部に基準線を設けて、適切な間隔に測点を設置し、

測点ごとに基準線に対し直角の方向に横断測量を実施するものとする。なお、後浜の地

形が複雑な場合は、後浜について第３編地形測量及び写真測量により行うことができ

る。 

２ 基準線の測量は、第３章第４節の規定を準用する。 

 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

 

第１０節 品質評価 

（品質評価） 

では、時刻をＧＮＳＳの観測時刻と合わせ測深位置を決定する。 

９ 水位及び潮位の測定は、水位標、検潮所若しくは仮水位標による観測又は直接測定

により行うものとする。 

１０  ［略］ 

１１  ［略］ 

１２  ［略］ 

 

第７節 法線測量 

（要旨） 

第445条 ［略］ 

 

（方法） 

第446条 法線測量は、本編第２章第４節の規定を準用する。 

 

第８節 海浜測量及び汀線測量 

（要旨） 

第447条 ［略］ 

 

（方法） 

第448条 海浜測量は、海岸線に沿って陸部に基準線を設けて、適切な間隔に測点を設置し、

測点ごとに基準線に対し直角の方向に横断測量を実施するものとする。なお、後浜の地

形が複雑な場合は、後浜について地形測量及び写真測量により行うことができる。 

 

２ 基準線の測量は、第２章第４節の規定を準用する。 

３ 横断測量は、第２章第７節の規定を準用する。 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

 

第９節 品質評価 

（品質評価） 
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改       正       後 現行（平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農振第 7号） 

第610条 ［略］ 

 

第１１節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第611条 ［略］ 

 

（成果等） 

第612条 河川測量の成果等は、次表を標準とする。 

成果等の整理 

該当する測量の種類 

距離標

設 置 

測 量 

水 準 

基 標 

測 量 

定 期 

縦 断 

測 量 

定 期 

横 断 

測 量 

深 浅 

測 量 

法 線 

測 量 

海 浜 

測 量 

汀 線 

測 量 

観測手簿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

記録紙     ○    

計算簿 ○ ○    ○ ○ ○ 

成果表 ○ ○ ○      

縦断面図データファイル   ○      

横断面図データファイル    ○ ○    

線形図データファイル      ○   

等高・等深線図 

データファイル 
      ○  

汀線図データファイル        ○ 

点の記 ○ ○       

精度管理表 ○ ○ ○ ○  ○ ○  

品質評価表 ○ ○ ○   ○ ○ ○ 

メタデータ ○ ○ ○   ○ ○ ○ 

 ２ ［略］ 

 

第５章 用地測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第613条 ［略］ 

 

（用地測量の細分） 

第614条 ［略］ 

第449条 ［略］ 

 

第１０節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第450条 ［略］ 

 

（成果等） 

第451条 河川測量の成果等は、次表を標準とする。 

成果等の整理 

該当する測量の種類 摘 要 

河 川

測 点 

設 置

測 量 

縦断 

 

測量 

横断 

 

測量 

深浅 

 

測量 

法線 

 

測量 

海浜 

 

測量 

汀線 

 

測量 

観測手
簿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

記録紙    ○     

計算簿 ○    ○ ○ ○  

成果表 ○ ○       

縦断面図データファイル  ○       

横断面図データ
ァイル   ○ ○     

線形図データファイル     ○    

等高・等深線図データフ

ァイル 
     ○   

汀線図デー
タフ
ァイル       ○  

点の記 ○        

精度管理表 ○ ○ ○  ○ ○   

品質評価表 ○ ○   ○ ○ ○  

メタデータ ○ ○   ○ ○ ○  

  ２ ［略］ 

 

第５章 用地測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第452条 ［略］ 

 

（用地測量の細分） 

第453条 ［略］ 



16 
 

改       正       後 現行（平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農振第 7号） 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第615条 ［略］ 

 

第３節 資料調査 

（要旨） 

第616条 ［略］ 

 

（方法） 

第617条 ［略］ 

 

（公図等の転写） 

第618条 ［略］ 

 

（土地の登記記録の調査） 

第619条 ［略］ 

 

（建物の登記記録の調査） 

第620条 ［略］ 

 

（権利者確認調査） 

第621条 ［略］ 

 

第４節 復元測量 

（要旨） 

第622条 ［略］ 

 

（方法） 

第623条 ［略］ 

 

第５節 境界確認 

（要旨） 

第624条 ［略］ 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第454条 ［略］ 

 

第３節 資料調査 

（要旨） 

第455条 ［略］ 

 

（方法） 

第456条 ［略］ 

 

（公図等の転写） 

第457条 ［略］ 

 

（土地の登記記録の調査） 

第458条  ［略］ 

 

（建物の登記記録の調査） 

第459条 ［略］ 

 

（権利者確認調査） 

第460条 ［略］ 

 

第４節 復元測量 

（要旨） 

第461条 ［略］ 

 

（方法） 

第462条 ［略］ 

 

第５節 境界確認 

（要旨） 

第463条 ［略］ 



17 
 

改       正       後 現行（平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農振第 7号） 

（方法） 

第625条 境界確認は、前節の復元測量の結果、公図等転写図、土地調査表等に基づき、現

地において関係権利者立会いの上、境界点を確認し、標杭を設置することにより行

うものとする。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ 復元杭の位置について地権者の同意が得られた場合は、復元杭の取扱いは計画機関

の指示によるものとする。 

 

第６節 境界測量 

（要旨） 

第626条 ［略］ 

 

（方法） 

第627条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 キネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法による場合は、第573条

第３項第二号、第４項及び第５項の規定を準用する。 

三  ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

 

（用地境界仮杭設置） 

第628条 ［略］ 

 

（方法） 

第629条 用地境界仮杭設置は、交点計算等で求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて、４級

（方法） 

第464条 境界確認は、前節の復元測量の結果、公図等転写図、土地調査書等に基づき、現地

において関係権利者立会いの上、境界点を確認し、標杭を設置することにより行うも

のとする。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ 復元杭の位置について地権者の同意が得られた場合は、復元杭の取り扱いは計画機

関の指示によるものとする。 

 

第６節 境界測量 

（要旨） 

第465条 ［略］ 

 

（方法） 

第466条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 キネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法による場合は、第414条

第３項第二号、第４項及び第５項の規定を準用する。 

三 ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

 

（用地境界仮杭設置） 

第467条 ［略］ 

 

（方法） 

第468条 用地境界仮杭設置は、交点計算等で求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて、４級
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基準点以上の基準点から放射法又は用地幅杭線及び境界線の交点を視通法により行う

ものとする。 

２ 用地境界仮杭の観測は、第627条第２項の規定を準用する。 

 

（用地境界杭設置） 

第630条 ［略］ 

 

第７節 境界点間測量 

（要旨） 

第631条 ［略］ 

 

（方法） 

第632条 境界点間測量は、次の測量を終了した時点で行うものとする。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

２ 境界点間測量は、隣接する境界点間又は境界点と用地境界杭を設置した点（以下

「用地境界点」という。）との距離を全辺について現地で測定し、第627条及び第629

条の規定で計算した距離と比較を行うものとする。なお、較差の許容範囲は、次表を

標準とする。 

区分 
距離 

平  地 山  地 備  考 

20m 未満 10mm 20mm 
Sは点間距離の計算値 

20m 以上 S／2,000 S／1,000 

３ 境界点間の距離が直接測定できない場合は、第573条第８項の規定を準用するもの

とし、較差の許容範囲は、前項の表による。 

４ ［略］ 

 

第８節 面積計算 

（要旨） 

第633条 ［略］ 

 

（方法） 

基準点以上の基準点からの放射法又は用地幅杭線と境界線の交点を視通法により行うも

のとする。 

２ 用地境界仮杭の観測は、第466条第２項の規定を準用する。 

 

（用地境界杭設置） 

第469条 ［略］  

 

第７節 境界点間測量 

（要旨） 

第470条 ［略］ 

 

（方法） 

第471条 境界点間測量は、以下の測量を終了した時点で行うものとする。 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

２ 境界点間測量は、隣接する境界点間又は境界点と用地境界杭を設置した点（以下

「用地境界点」という。）との距離を全辺について現地で測定し、第466条及び第468

条の規定で計算した距離と比較を行うものとする。なお、較差の許容範囲は、次表を

標準とする。 

区分 
距離 

平  地 山  地 備  考 

20m 未満 10mm 20mm 
Sは点間距離の計算値 

20m 以上 S／2,000 S／1,000 

３ 境界点間の距離が直接測定できない場合は、第414条第８項の規定を準用するものと

し、較差の許容範囲は、前項の表による。 

４ ［略］ 

 

第８節 面積計算 

（要旨） 

第472条 ［略］ 

 

（方法） 
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第634条 ［略］ 

 

第９節 用地実測図データファイルの作成 

（要旨） 

第635条 ［略］ 

 

（作成） 

第636条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四 ［略］ 

五 ［略］ 

六 ［略］ 

七 ［略］ 

八 ［略］ 

九 ［略］ 

十 ［略］ 

十一 ［略］ 

十二 ［略］ 

十三 その他計画機関に指示された事項 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

第１０節 用地平面図データファイルの作成 

（要旨） 

第637条 ［略］ 

 

（作成） 

第473条 ［略］ 

 

第９節 用地実測図データファイルの作成 

（要旨） 

第474条 ［略］ 

 

（作成） 

第475条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四 ［略］ 

五 ［略］ 

六 ［略］ 

七 ［略］ 

八 ［略］ 

九 ［略］ 

十 ［略］ 

十一 ［略］ 

十二 ［略］ 

十三 計画機関に指示された事項 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

第１０節 用地平面図データファイルの作成 

（要旨） 

第476条 ［略］ 

 

（作成） 
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第638条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四 ［略］ 

五 ［略］ 

六 ［略］ 

七 ［略］ 

八  ［略］ 

九 ［略］ 

十 その他計画機関に指示された事項 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

第１１節 品質評価 

（品質評価） 

第639条 ［略］ 

 

第１２節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第640条 ［略］ 

  

（成果等） 

第641条 ［略］ 

 

第６章 その他の応用測量 

第１節 要旨  

（要旨） 

第642条 ［略］ 

 

第477条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 ［略］ 

二 ［略］ 

三 ［略］ 

四 ［略］ 

五 ［略］ 

六 ［略］ 

七 ［略］ 

八  ［略］ 

九 ［略］ 

十 計画機関に指示された事項 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

第１１節 品質評価 

（品質評価） 

第478条 ［略］ 

 

第１２節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第479条 ［略］ 

 

（成果等） 

第480条 ［略］ 

 

第６章 その他の応用測量 

第１節 要旨 

（要旨） 

第481条 ［略］ 
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第２節 作業計画 

（要旨） 

第643条 ［略］ 

 

第３節 作業方法 

（作業方法） 

第644条 ［略］ 

 

第４節 作業内容 

（作業内容） 

第645条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 計測基図は、作成時点で点検を行う。 

 

第５節 品質評価 

（品質評価） 

第646条 ［略］ 

 

第６節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第647条 ［略］ 

 

（成果等） 

第648条 ［略］ 

 

附則 

この規程は、令和３年２月３日から適用する。 

 

第２節 作業計画 

（要旨） 

第482条 ［略］ 

 

第３節 作業方法 

（作業方法） 

第483条 ［略］ 

 

第４節 作業内容 

（作業内容） 

第484条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 計測基図は、作成時点で十分な点検を行う。 

 

第５節 品質評価 

（品質評価） 

第485条 ［略］ 

 

第６節 成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第486条 ［略］ 

 

（成果等） 

第487条 ［略］ 

 

附則 

この規程は、平成２８年５月２６日から適用する。 

 
 


